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第1章 計画策定の背景と基本的事項 

 

 ここでは、地球温暖化対策に関する国内外及び市内の動向を示すとともに、 

本計画の目的、位置づけ、期間等基本事項を記述します。 
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1 1 計画策定の背景 

私たちの日々の暮らしの多くは、化石燃料＊を由来とするエネルギーの消費によって支えられ

ており、それによって発生する二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス＊の増加が、地球温暖化

＊を進める原因の一つと考えられています。また、地球温暖化に起因すると思われる気候変動＊

の影響によって、豪雨や猛暑等による気象災害が世界各地で多発しており、もはや単なる「気候

変動」ではなく、私たち人類を含む全ての生物にとって生存基盤を揺るがす「気候危機＊」である

と言われています。 

気候変動による危機的な状況は、温暖化への対策を十分に行わない場合、重大化し、取り返し

のつかない被害をもたらす危険性が指摘されています。 

IPCC＊（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書によると、このまま何の手立ても

行わず、予想される最も気温上昇の高いシナリオとなった場合、21世紀末には世界の平均気温

は産業革命以前と比べ3.3～5.7℃上昇し、海水面の上昇や農作物への被害、風水害の増加や

激甚化＊等、私たちの生活を脅かしかねない事態が起こることが予想されています。 

我が国でも、気候変動による様々な影響が現れています。近年各地で発生する豪雨被害や毎

年のように国内観測史上最高気温が更新される等、気候変動によると思われる気象災害や被害

が毎年のように発生しています。 

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を削減する対策（緩和策）に加え、気

候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）に取り組んでいく必要があります。 

 

 

図 1-1 緩和と適応のイメージ 

出典：令和元(2019)年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（一部修正） 
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２ 2 地球温暖化対策に関する動向 

2-１ 国際的な動向 

平成27（2015）年12月にフランス・パリでCOP＊21が開催され、「京都議定書＊」以来の新

たな法的拘束力のある国際的な合意文書となる「パリ協定＊」が採択されました。パリ協定は、国

際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つと

ともに、1.5℃に抑える努力を追求する

こと」等を掲げました。 

また、令和３（2021）年11月に、英国・

グラスゴーにおいて、COP26が開催さ

れました。本会合内での決定文書では、

最新の科学的知見に基づき、今世紀半ば

での温室効果ガス排出量実質ゼロ及び

その経過点である令和12（2030）年に

向けて野心的な緩和策及び更なる適応

策を締約国に求める内容となっていま

す。特に、この10年における行動を加速

させる必要があることが強調されていま

す。 

 

2-２ 国内の動向 

令和２(2020)年10月、我が国ではパリ協定を踏まえ、令和32（2050）年までに温室効果

ガ ス の 排 出 を 全 体 と し て ゼ ロ に す る 、

「2050年カーボンニュートラル＊」を目指す

ことを宣言しました。令和３(2021)年４月

には、地球温暖化対策推進本部において、令

和12(2030)年度の温室効果ガスを平成

25(2013)年度比で46％削減を目指すこ

と、さらに50％の高みに向けて、挑戦を続

け て い く こ と を 表 明 し ま し た 。 令 和 ３

(2021)年６月には、国・地方脱炭素実現会

議において「地域脱炭素ロードマップ」が決

定され、５年の間に政策を総動員し、地域脱

炭素の取組を加速するとしています。 

 

COP26 世界リーダーズ・サミットでスピーチを行う岸田文雄内

閣総理大臣 
 

出典:令和４年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 

ダイジェスト 

図 1-2 各国の削減目標 
出典:温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 
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令和４（2022）年１１月エジプト（シャルム・エル・シェイク）で開催されたCOP２７では、

「シャルム・エル・シェイク実施計画」と、令和12(2030)年までの緩和と実施を向上するた

めの「緩和作業計画」が採択されました。 

今回のCOP27は、ホスト国が温暖化の影響に脆弱なアフリカ開催ということもあって、

特に気候災害の「損失と損害」への対応が焦点となり、「損失と損害」に関する新基金の設立

が決まりました。その一方で昨年のCOP26でパリ協定の長期目標を事実上1.5℃に強化

したことや石炭火力の段階的削減に合意したことなどをさらに進展させる決定も望まれま

したが、残念ながら緩和に関してはグラスゴー合意を上回る決定はなされませんでした。 

 

象徴的な入口ゲート 

写真出典：©2022一般社団法人地球温暖化防止全国ネット 

 

ＪＡＰＡＮパビリオン 会場とオンライン発表者によるパネルディスカッションの様子 

写真出典：JCCCAウェブサイトCOP27レポート 

COP27 開催 コラム 
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2-３ 市内の動向 

本市は、利根川とその支流である小貝川が流れる水と緑に恵まれた地域です。 

平成27(2015)年９月に発生した「関東・東北豪雨」では茨城県常総市をはじめとして国、県、

市がそれぞれ管理する計５２河川、２２１か所で決壊するなどの大きな被害をもたらしました。 

本市では、国土交通省が平成29(2017)年に公表した利根川流域で72時間の総雨量が

491ミリ、小貝川流域で72時間の総雨量が778ミリ降った場合の想定最大雨量に基づき、令

和４(2022)年10月に「洪水ハザードマップ＊利根川版、小貝川版」を新たに作成しました。洪水

ハザードマップには、河川が増水して堤防が決壊したときの浸水範囲や浸水深、市内の土砂災

害（特別）警戒区域、避難が必要になった場合の避難所情報等を表示しています。 

「関東・東北豪雨」のみならず、我が国では、これまで経験したことがない猛暑や豪雨、大型台

風、それらに伴う自然災害の発生等、気候変動によると思われる影響が全国各地で生じており、

利根川、小貝川の流域を抱える本市では、自然災害は市民生活に多大な被害をもたらす極めて

深刻な脅威となっています。 

そのため本市では、令和２（2020）年８月３日、茨城県内で初めて「気候非常事態宣言＊」を表

明しました。 

 

 

図 1-3 取手市全域図「利根川洪水ハザードマップ」令和４(2022)年 10 月作成 



 

 

第１章 計画策定の背景と基本的事項 

6 

この宣言は、市民・事業者・行政等の各主体が地球温

暖化に伴う気候変動に対する危機意識を持ち、温室効

果ガスの排出抑制に向けた対策と気候変動の影響への

適応に取り組むため表明しました。あわせて「ゼロカー

ボンシティ＊宣言」を表明し、脱炭素に向けたまちづくり

を目指すため本市では、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律＊」（以下、温対法）に基づき、令和３（2021)年３

月に「第二次取手市地球温暖化防止実行計画（事務事

業編）」を策定しました。更に令和４（2022）年度には

「取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）」を定

め、気候危機を回避・軽減する適応策に取り組み持続可

能な社会を実現するための2050年カーボンニュート

ラルに向けたまちづくりを進めています。 

 

 

 

 

温室効果ガス排出量と吸収量を均衡させることを意味します 

令和２（2020）年10月、政府は令和32（2050）年までに温室効果ガスの排出量を全体と

してゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。 

「排出量を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ か

ら、植林、森林管理等による「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味

しています。 ※人為的なもの 

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガス排出量の削減並びに吸収作用の保

全及び強化をする必要があります。 

 

 

コラム カーボンニュートラルとは コラム カーボンニュートラルとは 

出典：環境省 HP 

（http://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/） 
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３ 3 計画の基本的事項 

3-１ 計画改定の背景 

本計画の改定は、地方公共団体実行計画の「区域施策編」と「事務事業編」を統合し、計画の効

率的かつ効果的な運用を図るため行うものです。また地域脱炭素実現に向けた再生可能エネル

ギー最大限導入のための計画づくり支援事業で得られた市域の再生可能ネルギー導入目標や

再生可能エネルギー利用促進に向けた将来像を反映し、計画の実効性を高め地域の持続可能な

発展と脱炭素社会の実現を目指します。 

3-２ 計画の目的 

本計画は、本市の地球温暖化対策に関する基本的な考え方のほか、市民・事業者・行政等の各

主体の協働・連携による取組とそれらの進捗管理の方法を示し、地球温暖化対策に関する国内

外の動向を踏まえ、本市の温室効果ガス排出量削減並びに気候変動への適応の取組を総合的

かつ計画的に推進することを目的とします。 

3-３ 計画の位置付け 

本計画は、「温対法」第２１条第２項及び第３項に基づく、「地方公共団体実行計画（区域施策編・

事務事業編）」であり、第４章の「取手市地域気候変動適応計画」は、気候変動適応法＊第 12 条に

基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけます。 

また、国や県の「地球温暖化対策計画」や「気候変動適応計画」、本市の上位計画である「取手市総合

計画」や「取手市環境基本計画」、その他の関連する計画とも整合を図ります。 

 

図 1-4 取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）の位置づけ 
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3-４ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和５（2023）年度から令和12（2030）年度までの８年間とし、国の

「地球温暖化対策計画」に合わせて、基準年度は平成25(2013)年度、目標年度は令和12

（2030）年度、長期目標を令和32(2050)年度とします。 

また、社会情勢や環境の変化、実務の妥当性等を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを

行うこととします。 

図 1-5 計画期間 

3-５ 計画の対象地域 

本計画の対象地域は取手市全域とします。 

 

3-６ 対象とする温室効果ガス 

区域施策編で対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項で定める次の７種類とします。 

 

表 1-1 本計画で対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 地球温暖化係数＊ 

①二酸化

炭 素

（CO２） 

エネルギー起源 

CO２ 

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供

給された熱の使用 
１ 

非エネルギー起源

CO２ 
工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等 

②メタン（CH４） 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕

作、家畜の飼養及び排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処

分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等、廃棄物の

埋立処分、排水処理 

28 

③一酸化二窒素（N２O） 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地

における肥料の施用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の

焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等、排

水処理 

265 

④ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCｓ） 

クロロジフルオロメタン又はHFCsの製造、冷凍空気調和機

器、プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等

としてのHFCsの使用 

１,３００等 

⑤パーフルオロカーボン類 

（PFCｓ） 

アルミニウムの製造、PFCsの製造、半導体素子等の製造、

溶剤等としてのPFCsの使用 
6,630等 

⑥六ふっ化硫黄（SF６） 

マグネシウム合金の鋳造、SF6の製造、電気機械器具や半導

体素子等の製造、変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気

機械器具の使用・点検・排出 

23,500 

⑦三ふっ化窒素（NF３） NF3 の製造、半導体素子等の製造 16,100 

出典：地方公共団体実行計画（区域施策編）（環境省）を参考に作成 
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3-７ 対象とするＳＤＧｓの目標 

本計画の実現に当たっては、持続可能な開発目標＊（ＳＤＧｓ）との協調を図り、将来世代が希

望を持ち続けることができる持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。 

本計画では対象とするＳＤＧｓの目標を以下のとおり定め、本市を取り巻く社会情勢の変化等

に留意しつつ、長期的な視点で計画を推進します。  

 

図 1-6 対象とするＳＤＧｓの目標 
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出典：国連広報センター 

 

平成１３（２００１）年に策定されたＭＤＧｓ（ミレニアム開発目標）の後継として、平成２７

（２０１５）年９月の国連サミットで採択され、令和１２（２０３０）年までに持続可能でより良

い世界を目指す国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の

「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは コラム 
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第2章 区域施策編 

 

ここでは、市域の温室効果ガス排出量、削減目標と目標達成に向けたロード

マップについて記述します。 
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１ 1 市域の温室効果ガス排出量 

環境省では統計データ等を基に、温室効果ガス排出量を市町村ごとにまとめ、「自治体排出量カ

ルテ＊」として公表しています。ここでは、「自治体排出量カルテ」を基に市域の温室効果ガス排出

量を把握していきます。 

 

1-１ 温室効果ガス排出量の算定方法 

市域全体の温室効果ガス排出量は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定･実施マ

ニュアル（算定手法編）（令和４(2022)年３月）」の標準的手法に基づき統計資料を按分する方法

で温室効果ガス排出量の推計を行いました。 

 

表 2-1 温室効果ガス排出量の算定方法 

部門 引用元 

産

業

部

門 

製造業 製造品出荷額等：工業統計調査 

建設業・鉱業 

農林水産業 
従業者数：経済センサス（基礎調査） 

業務その他部門＊ 従業者数：経済センサス（基礎調査） 

家庭部門 世帯数：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

運

輸

部

門 

自動車 

自動車保有台数：自動車検査登録情報協会「市区町村別自動車

保有車両数」及び全国軽自動車協会連合会「市区町村別軽自動

車車両数」 

鉄道 人口：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

なお、引用元の経済センサス（基礎調査）の従業者数は５年おきに更新されるため、

「2009年度～2013年度」、「2014年度～2019年度」の活動量は、それぞれ同じ統計

から集計しています（廃置分合等により数値が同値でない場合もあります）。 

廃棄物分野は、一般廃棄物処理実態調査結果の焼却施設ごとの処理量から推計した

ＣＯ２排出量の推移を集計しています。 

   出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 
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1-２ 温室効果ガス排出量の現状 

(１) 温室効果ガス排出量 

本市の温室効果ガス排出量を部門・分野別にみると図2-1に示すとおり産業部門からの排出

が全体の約６割と最も多く、次いで、家庭部門、運輸部門、業務その他部門、廃棄物分野になっ

ています。 

基準年度の平成25（2013）年度で1,122千t-CO2、令和４（20２２）年度は、８９４千t-CO2

で基準年度に比べ２２８千t-CO2(２０.3%）減少しています。 

 

表 2-2 温室効果ガス排出量の推移            単位：千 t-CO2 

部門・分野 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

４年度 

平成 25 年度比 

増減量 増減率 

産業部門 617  593  574  718  579  524  545  456  529  493  -125  -20.2% 

業務 

その他部門 
151  134  149  109  99  105  103  95  101  97  -54  -35.7% 

家庭部門 187  183  175  155  169  162  156  152  159  170  -17  -9.1% 

運輸部門 154  150  148  145  143  140  138  125  125  129  -25  -16.1% 

廃棄物分野 

（一般廃棄物） 
13  13  13  12  9  7  10  7  7  6  -7  -55.5% 

合 計 1,122  1,074  1,059  1,140  999  938  953  836  921  894  -228  -20.3% 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。                    出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

 

図 2-1 温室効果ガス排出量の推移とその内訳 
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 (２) 部門別温室効果ガス排出量の状況 

① 産業部門 

産業部門からの温室効果ガス排出量は、製造業が大部分を占めています。図2-3からみた製

造業の製造品出荷額等は、平成25（2013）年度に比べ令和４（20２２）年度は増加しています

が、製造業の温室効果ガス排出量は減少傾向にあります。 

令和４（20２２）年度の産業部門における温室効果ガス排出量は４９３千t-CO2で、平成25

（2013）年度に比べ１２４千t-CO2（２０.１％）減少しています。平成28（2016）年度に大きく増

加しましたが、その後は、減少しほぼ横ばいで推移しています。 

 

表 2-3 産業部門温室効果ガス排出量の推移       単位：千 t-CO2 

産業部門 

内訳 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

製造業 606  583  564  709  569  515  537  446  520  485  

建設業・鉱業 4  4  4  3  3  3  3  3  3  2  

農林水産業 8  6  6  6  6  6  6  7  6  5  

合 計 617  593  574  718  579  524  545  456  529  493  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。              出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

図 2-2 産業部門温室効果ガス排出量の推移 

 

図 2-3 製造業：製造品出荷額、建設業・鉱業、農林水産業：従業者数の推移 
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② 業務その他部門 

業務その他部門の従業者数は、平成26（2014）年度に減少し、その後はほぼ横ばいで推移し

ています。 

令和４（20２２）年度の業務その他部門における温室効果ガス排出量は９７千t-CO2で平成

25（2013）年度に比べ５４千t-CO2（3５.８%）減少しています。平成27（2015）年度から平

成28（2016）年度にかけて大きく減少し、その後は微増・微減を繰り返しています。 

 

表 2-4 業務その他部門温室効果ガス排出量の推移    単位：千 t-CO2 

部門・分野 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

業務 

その他部門 
151  134  149  109  99  105  103  95  101  97  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。                  出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

図 2-4 業務その他部門温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

図 2-5 業務その他部門の従業者数の推移 
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③ 家庭部門 

本市は人口が減少傾向にある中で、世帯数は増加傾向にあります。 

令和４（20２２）年度の家庭部門における温室効果ガス排出量は1７０千t-CO2で平成25

（2013）年度に比べ１７千t-CO2(９.１%)減少しています。平成27(2015)年度から平成

28(2016)年度にかけて大きく減少しましたが、その後は微増・微減を繰り返しています。 

 

表 2-5 家庭部門温室効果ガス排出量の推移       単位：千 t-CO2 

部門・分野 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

家庭部門 187  183  175  155  169  162  156  152  159  170  

※端数処理により合計が一致しない場合があります。                  出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

 

図 2-6 家庭部門温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

図 2-7 人口と世帯数の推移 
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④ 運輸部門 

運輸部門の自動車保有台数は、横ばい傾向にあり、今後、電気自動車＊やハイブリッド自動車＊

等の次世代自動車＊への転換による温室効果ガス排出量削減が期待されます。 

令和4（20２2）年度の運輸部門における温室効果ガス排出量は129千t-CO2で平成25

（2013）年度に比べ25千t-CO2（１6.2％）減少しています。自動車は平成25(2013)年度か

ら旅客・貨物で減少傾向にあり、一方で鉄道は横ばいになっています。 

表 2-6 運輸部門温室効果ガス排出量の推移        単位：千 t-CO2 

運輸部門内訳 
平成 

２５年度 

平成 

２６年度 

平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

自動車 

旅客 102 98 97 96 95 93 90 80 78 82 

貨物 43 44 43 42 41 41 41 39 41 41 

小計 145 141 140 137 136 133 132 119 118 123 

鉄道 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 

船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 154 150 148 145 143 140 138 125 125 129 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。                  出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 
 
 

 

図 2-8 運輸部門温室効果ガス排出量の推移 

 

図 2-9 運輸部門の自動車保有台数の推移 
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⑤ 廃棄物分野 

一般廃棄物排出量の推移では、全体で年々微減傾向にあり、その大半を占める家庭系ごみも

同様の傾向に推移していましたが、令和4(20２2)年度は減少しています。 

廃棄物分野（一般廃棄物）における温室効果ガス排出量は平成28(2016)年度から平成

30(2018)年度にかけて減少しましたが、令和元(2019)年度は増加しましたが、令和2年度

から転じて減少しました。令和4（20２2）年度の温室効果ガス排出量は６千t-CO2で、平成25

（2013）年度に比べると7千t-CO2（５３．８％）減少しています。 

 

表 2-7 廃棄物分野（一般廃棄物）温室効果ガス排出量の推移     単位：千 t-CO2 

部門 
平成 

２５年度 

平成 

２６年度 

平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 
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※端数処理により合計が一致しない場合があります。                  出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

 

 

図 2-10 廃棄物分野（一般廃棄物）温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

図 2-11 一般廃棄物排出量の推移 
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２ 2 市域の温室効果ガス排出量からの将来推計 

2-１ 将来推計（現状すう勢ケース） 

現状すう勢ケースとは、今後追加的な温暖化対策を見込まないまま推移した場合の将来の温

室効果ガス排出量を推計することです。 

本市の温室効果ガス排出量の推計は、各部門に相関する人口などを活動量として、直近年度

の温室効果ガス排出量と将来の活動量の変化率から、現状すう勢ケースの推計を行いました。 

 

図 2-12 現状すう勢ケースの温室効果ガス排出量 

出典：環境省「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツールを基に推計 

 

表 2-8 現状すう勢ケースにおける基本事項 

部門・分野 活動量 推計の考え方 

産

業

部

門 

製造業 製造品出荷額等 活動量の増減を想定しにくいことから平均値を採用 

建設業 従業者数 従業者数の推移より推計（近似式【自然対数】を採用） 

農林水産業 従業者数 今後の増減を想定しにくいことから現状値を採用 

業務その他部門 従業者数 従業者数の推移より推計（近似式【自然対数】を採用） 

家庭部門 世帯数 世帯数の推移より推計（近似式【自然対数】を採用） 

運

輸

部

門 

自動車 
貨物 自動車保有数 自動車保有数の推移より推計（近似式【自然対数】を採用） 

旅客 自動車保有数 自動車保有数の推移より推計（近似式【自然対数】を採用） 

鉄道 人口 とりで未来創造プラン2020による推計値を採用 

廃棄物分野 一般廃棄物 CO2排出量 
一般廃棄物焼却施設のCO2排出量の推移より推計 
（近似式【自然対数】を採用） 

出典：環境省「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツールを基に推計 
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３ 3 削減目標と目標達成に向けたロードマップ 

3-１ 将来の温室効果ガス排出量 

（１） 本市の温室効果ガス削減目標 

本市の温室効果ガス排出削減目標の設定に当たっては、国全体の目標達成に寄与するための

目標として、令和12（2030）年度までに平成25(2013)年度比46％削減、さらに意欲的な目

標（長期目標）として、令和32（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカ

ーボンシティの実現に挑戦します。 

 

目標 

令和 12（2030）年度までに、温室効果ガス排出量を 

基準年度比 46％削減 (516.1 千 t-CO2削減) 

従来の省エネルギー（以下、省エネ）などの手法だけでは目標の達成は困難です。自ら再生可能

エネルギー＊（以下、再エネ）を創り、自ら消費する仕組みづくり、電力の購入については再エネを

選択していくなど、新しい取組が必要です。 

 

 

 

長期 

目標 

令和 32（2050）年までに 

温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す※ 

※実質ゼロとは、人が暮らしや経済活動で発生する二酸化炭素の排出量と吸収する回収量を均等にすること 
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（２） 目標達成に向けた考え方 

基準年度の温室効果ガス排出量から、目標年度の現状すう勢ケースをもとに、目標達成に向

けた令和32(2050)年までの取組を設定し、中期視点（令和12(2030)年までに取り組むも

の）・長期視点（令和32(2050)年までに取り組むもの）の２段階に分けて整理しました。また、

国や県が計画・実施する施策を基に目標達成に向けた取組による温室効果ガス排出量の削減対

策を実施した場合の削減量（削減ポテンシャル）を設定しました。 

 

 

図 2-13 目標達成に向けた温室効果ガス排出量削減の考え方 
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（３） 目標達成に向けた市域の削減ポテンシャル 

本市の令和１２（２０３０）年度温室効果ガス排出量の削減ポテンシャルは、国の地球温暖化対

策計画で算出されている令和12(2030）年度の部門ごとの温室効果ガス排出削減量を市の活

動量で按分し推計しました。その結果、削減ポテンシャルは、約697.9千t-CO2となり、平成

25(2013）年度比で約62％削減の見込みとなりました。 

しかし、今後の取組状況によっては温室効果ガス排出量の削減ポテンシャルが大きく変動す

るため、より積極的な取組の推進が重要になります。 

 

表 2-9 令和 12（2030）年度の部門ごとの温室効果ガス排出量の削減ポテンシャル 

部門 取組の内容 
市の排出削減 

ポテンシャル(千 t-CO2) 

産 

業 

産業界における自主的取組の推進 234.8 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（業種横断） 34.7  

業 

務 

建築物の省エネルギー化 6.3  

高効率な省エネルギー機器の普及 3.8  

トップランナー＊制度等による機器の省エネルギー性能向上 4.3  

BEMS＊の活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 3.0  

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.1  

その他 1.0  

家 

庭 

住宅の省エネルギー化 7.0  

高効率な省エネルギー機器の普及 12.8  

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 3.9  

HEMS＊、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 4.7  

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.7  

運 

輸 

次世代自動車の普及、燃費改善 24.0  

自動車運送事業等のグリーン化 0.7  

公共交通機関の利用促進 1.5  

トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進 8.7  

モーダルシフト＊の推進 1.1  

国民運動の推進 6.3  

廃 
棄 
物 

廃棄物焼却量の削減 0.5  

リサイクルの推進 4.9  

そ 
の 
他 

BAU 削減見込み量 183.0  

電力排出係数の低減 150.0  

合計 697.9  

※削減ポテンシャルは、「地球温暖化対策計画」で国が見込んでいる削減量に、国と本市の活動量比を乗じることで算出しています。 
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（４） 目標達成に向けた市域の再生可能エネルギー導入目標 

令和 12 年度の削減ポテンシャルでは４６％削減を達成する見込みですが、より確実な達成のた

めに、脱炭素シナリオと併せて再エネを導入していく必要があります。そのため、建物や土地の状

況を考慮しつつ再生可能エネルギー導入目標を設定し、目標削減量の達成を目指します。 

 

表 2-10 令和 12 年度における再生可能エネルギー導入目標 

中区分 小区分 

導入 

ポテンシャル 

（MWh/年） 

最大 

導入量 

（TJ） 

2030 

年度 

導入目標 

（％） 

2030 

年度 

導入目標

（TJ） 

再エネによる 

削減目標 

（千 t-CO2/年） 

建物系 

官公庁 5,570.13 20.1 50 10.1 1.2 

病院 3,494.56 12.6 20 2.5 0.3 

学校 13,345.30 48.0 50 24 2.9 

戸建住宅等 243,882.21 878.0 10 88.3 10.8 

集合住宅 10,690.13 38.5 20 7.7 0.9 

工場・倉庫 26,979.93 97.1 10 9.7 1.2 

その他建物 187,125.14 673.7 10 67.4 8.3 

鉄道駅 258.10 0.9 0 0 0 

計 491,345.49 1768.8 － 306.7 25.6 

土地系 

最終処分場 0 0.0 0 0 0 

耕地（田） 1,996.61 7.2 0 0 0 

耕地（畑） 38,225.76 137.6 0 0 0 

荒廃農地（営農型） 21,679.83 78.0 0 0 0 

荒廃農地 120,748.51 434.7 10 4.4 0.6 

ため池 0 0.0 0 0 0 

計 182,650.72 657.5 － 4.4 0.6 

合計 673,996.21 2426.4 － 213.0 26.2 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 
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3-２ 目標達成に向けたロードマップ 

本市は、「省エネルギーの推進」、「再生可能エネルギーの利用推進」、「資源循環の推進」、「ゼ

ロカーボンシティへの取組」の４つの基本目標を推進することで、市域の温室効果ガス排出量を

令和12(2030)年度までに平成25(2013)年度比46％（516.1千ｔ-CO2）削減を目指し、

2050年ゼロカーボンシティの達成に向けた対策を講じていきます。 
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基本目標1 省エネルギーの推進  

（１） 省エネ対策効果の実践及び普及啓発 

私たちの暮らしや社会は、エネルギーの消費によって成り立っており、日常生活に欠かすこと

のできない電気、ガス、運輸、通信などもすべてエネルギーを利用しています。 

省エネは、エネルギーの安定確保と地球温暖化防止の両面の意義を持っています。エネルギー

の安定確保は、エネルギー資源を輸入に頼っている我が国にとって、最重要課題の一つです。 

また、地球温暖化防止については、温室効果ガス排出削減に向けて、省エネ対策の必要性が

一層高まっています。 

本市では国の「COOL CHOICE(クールチョイス)」、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らし

を創る国民運動」に賛同し、その取組を推進するため市民へ広く普及啓発を行い、日常の家庭生

活や事業活動においての省エネ行動を実践し、エネルギー消費量の削減を目指します。 

 

▌「COOL CHOICE」 国民運動  

脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」

など、日々の生活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省 COOL CHOICE 
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▌新しい国民運動 

国では、令和４(2022)年10月に2050年カーボンニュートラル及び令和12(2030)年度

削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするた

め、新しい国民運動として『脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動』を開始しま

した。 

 ① 「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの10年後」の絵姿  

 

出典：環境省脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動 

 

 ② 新たな国民運動の内容  

右記の４つの切り口で国、自治体、企業、

団体、消費者等の取組を結集し、国民・消費

者の脱炭素につながる新しい豊かな暮らし

創りを後押しします。 
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（２） 住宅・建築物の省エネ化による温室効果ガスの削減 

住宅や建築物は、私たちの暮らしや社会で不可欠な生活基盤です。家庭部門における住宅の

エネルギー消費量は、生活の利便性・快適性を追求するライフスタイルの変化や個人消費と共に

増加しましたが、近年になって省エネ技術の普及等によりエネルギー消費量は減少しています。

また産業・業務その他部門についても、省エネ技術の普及によりエネルギー消費量が減少してい

ます。 

今後更なるエネルギー消費量を削減するため、本市では既存の住宅・建築物への省エネ改修

や省エネ住宅への建て替えの検討、住宅・建築物の新築時にはZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス）・ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化を呼びかけます。 

▌家庭部門 

① 既存住宅による省エネリフォームのメリット 

住宅の断熱で重要なのが、開口部の断熱性能を高めることです。特に窓からは夏の冷房時

に約７割、冬の暖房時に約６割と熱の出入りが大きく、断熱上の重要なポイントになります。 

住宅の気密性・断熱性を向上させることで、部屋ごとの急激な温度変化が起こりにくくなり、

血圧が大きく変動することで起こるヒートショックのリスクを抑えることや騒音による睡眠障

害、結露によるカビ・ダニの発生や隙間から入り込むスギ花粉などが原因で起こる様々な健

康被害から大切な家族の健康を守ることができます。 

 

出典：環境省 COOL CHOICE 「COOL CHOICE エコ住キャンペーン」より 
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② 住宅の新築時によるZEH化のメリット 

住宅をZEH化すると少ないエネルギーで室温を快適に保つことができ、冷暖房による温室

効果ガス排出量を１世帯当たり2,551kg-CO2削減（新築時にZEHを導入した場合）するこ

とにつながります。さらに、健康面、電気料金の抑制、防災力の高さなどのメリットがあります。 

 

出典：環境省COOL CHOICE 「COOL CHOICEエコ住キャンペーン」より 
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▌産業・業務その他部門 

■ ZEB化のメリット 

 ZEBには、エネルギー消費量が削減できること以外にも様々なメリットがあります。具体的

には、大きく以下の「光熱費の削減」、「快適性・生産性の向上」、「不動産価値の向上」、「事業

継続性の向上」の４点がZEBのメリットとして挙げられます。 

建物の関係者には、オーナー、働く人、訪れる人など、さまざまな立場の人がいます。その立

場によって得られるメリットは異なるものの全ての人々に対してZEBのメリットは存在してい

ます。 

そのため、ZEBを実現・普及させるためには、各立場の人々が自らのメリットを理解した上

で協力していくことが必要です。 

 

 

出典：ZEB化のメリット 環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ゼブ）ポータル」 
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（３） 次世代自動車の普及促進 

自動車は私たちの日常生活や経済活動を支える重要な交通手段として欠かせない存在です。

一方で、運輸部門における温室効果ガスの排出の主な要因に、自動車の走行に伴う排気ガスや

エネルギー消費が挙げられます。現在、自動車の燃費改善や貨物輸送の輸送量の減少により自

動車の走行に伴う温室効果ガス排出量は減少傾向にありますが、今後も一層の削減に取り組む

必要があります。 

令和３（2021）年６月に策定された国の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長

戦略」では、令和17（2035）年までに、

乗用車新車販売で電動車100％を実

現できるよう、車両の導入やインフラ整

備の促進等の包括的な措置を講じるこ

ととされています。 

本市においても地球温暖化を防止す

るために、化石燃料をなるべく使わず、

環境負荷の少ない持続可能な電動車を

含む次世代自動車に切り替えるよう家

庭及び事業所への普及促進に努め、持

続可能な社会の実現を目指します。   

 

図 2-14 省エネルギーの推進イメージ 

出典：国の地域脱炭素ロードマップを基に作成 

取手市 EV公用車 
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基本目標2 再生可能エネルギーの利用推進 

（１） 再エネの導入推進 

温室効果ガス排出量を削減するためには、省エネによるエネルギー消費効率の改善に加えて、

再エネ等へのエネルギー転換が必要です。再エネは、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス＊とい

った持続可能な自然由来のエネルギーで温室効果ガスを排出せずに活用できるエネルギーです。 

家庭や事業所での再エネ導入を推進するにあたり以下の順序で取組を推進します。 

 

① 再エネ導入ポテンシャル 

環境省では、再生可能エネルギー情報提供システム＊（以下、REPOS）で、日本各地における

再エネ導入ポテンシャルを公開しています。再エネ導入ポテンシャルは、賦存量＊（現在地域にあ

る再生可能なエネルギー資源として推計された総量）から、制約要因（土地の傾斜、自然公園区

域などの法規制、土地利用、居住地からの距離等）を除いた再エネが利用可能な量を推計してい

ます。 

② 本市の再エネの導入ポテンシャル 

本市の再エネの導入ポテンシャルの大半は太陽光が占めています。内訳を見ると、建物系（公

共施設や事業所、住宅等）が一番高く、次いで土地系（農地や耕地、水上等）、地熱となっていま

す。本市では、ポテンシャルの大きい「太陽光発電＊」による再エネの導入を推進していきます。 

 

表 2-11 市域の再エネ導入ポテンシャルに関する情報 

 
出典：REPOS 自治体再エネ情報カルテ Ver.3（令和 5(2023)年３月） 

大区分 中区分 導入ポテンシャル 単位
建物系 355.344 MW

土地系 133.206 MW

合計 488.550 MW

風力 陸上風力 0.000 MW

河川部 0.000 MW

農業用水路 0.000 MW

合計 0.000 MW

木質バイオマス 木質バイオマス

蒸気フラッシュ発電 0.000 MW

バイナリー発電 0.000 MW

低温バイナリー発電 0.021 MW

合計 0.021 MW

488.571 MW

674,126.698 MWh/年

潜在するポテンシャルがある

地熱

再生可能エネルギー（電気）合計

中小水力

太陽光
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③ ポテンシャルから見た太陽光発電の導入 

本市では、市有施設を中心にエネルギーの自家

消費や防災機能向上、環境教育等への利活用を

図るため太陽光発電の設置を推進し、併せて住

宅や事業所の建築物等への太陽光発電設置を促

進するための普及啓発に努めます。また農地や

荒廃地等に営農型のソーラーシェアリングや荒廃

農地への太陽光発電等を推進していくための検

討を進めていきます。                        市本庁舎等に太陽光発電を設置 

 

 

図 2-15 市域の建物系太陽光発電導入ポテンシャルの内訳 

出典：REPOS 自治体再エネ情報カルテ Ver.3（令和 5(2023)年 3 月） 

 

 

図 2-16 市域の土地系太陽光発電導入ポテンシャルの内訳 

出典：REPOS 自治体再エネ情報カルテ Ver.3（令和 5(2023)年 3 月） 

戸建住宅等

49.2%

その他建物

38.4%

工場・倉庫

5.5%

学校

2.7%

集合住宅

2.2%

官公庁

1.1%

病院

0.7%

鉄道駅

0.1%

農地：再生利用困難

66.1%

畑

20.9%

農地：再生利用可能

（営農型）

11.9%

田

1.1%

建物系 

導入ポテンシャル 

355.344MW 

土地系 

導入ポテンシャル 

133.206MW 
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（２） 再エネ 100％電力の利用拡大 

① 本市における再エネ設備の導入容量 

本市の再エネ設備の導入容量は、表2-11に示すとおり令和4（2022）年度で32,482kW、

年間発電量で41,239MWh/年となっており、年々増加傾向にあります。再エネは、温室効果ガ

ス排出量削減目標達成のための将来における重要な地域資源です。削減目標達成に向けて、地

域への再エネ利用を検討していきます。 

表 2-12 市域の再エネ設備導入容量の推移          単位：kW 

区分 平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

太陽光発電 

（10kW 未満） 
6,487  7,545  8,575  9,343  10,156  11,126  11,963  12,786 14,076 

太陽光発電 

（10kW 以上） 
1,793  3,614  6,918  7,615  8,803  12,953  16,931  17,872 18,405 

合 計 8,280  11,159  15,493  16,958 18,959  24,079  28,894  30,658 32,482 

            出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

※FIT 制度で認定された設備のうち、買取りを開始した設備の導入容量を計上しており、以下に示す設備の導入容量は含まれていません。 

１.発電した電力を自家消費で消費する設備（余剰電力を売電しない設備）、２.FIT 制度導入開始以前に導入された FIT 制度への移行認定をし

ていない設備、３.FIT 制度に認定されていても買取りを開始していない設備、出典：経済産業省 固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイト 

 

表 2-13 市域の再エネによる発電電力量の推移     単位：MWh/年 

区分 
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

太陽光発電 

（10kW 未満） 
7,785 9,054 10,291 11,212 12,188 13,352 14,357 15,345 16,893 

太陽光発電 

（10kW 以上） 
2,372 4,781 9,151 10,073 11,645 17,134 22,395 23,640 24,346 

再生可能 

エネルギー合計 
10,157 13,835 19,441 21,285 23,833 30,486 36,752 38,985 41,239 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」より作成 

※太陽光発電の設備利用率として、一般社団法人 太陽光発電協会「公共・産業用太陽光発電システム手引書」の４.参考資料に掲載

されている都道府県別の１kW 当たり年間予想発電電力量を参考に推計することも可能です。 

１kW 当たりの年間予想発電量÷（365（日）×24（時間））＝設備稼働率となります。 

参考文献：一般社団法人 太陽光発電協会「公共・産業用太陽光発電システム手引書」

<http://www.jpea.gr.jp/point/index.html>４.参考資料＜http://www.jpea.gr.jp/pdf/004.pdf＞  

※計算式 定格出力[ｋW]×設備利用率[％]×24[時/日]×365[日/年]＝年間発電電力量[ｋWh/年] を換算表記しています。 

 

表 2-14 太陽光発電による発電量の前提条件 

区分 設備利用率 年間時間 

太陽光発電（10kW 未満） 13.7% 8,760 

太陽光発電（10kW 以上） 15.1% 8,760 

出典：経済産業省 調達価格等算定委員会「平成 29 年度以降の調達価格等に関する意見」（平成 28 年 12 月 13 日） 
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② 再エネの導入方法 

国では、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、国の電源構成に占める再エネの割合を

増加させ、再エネの主力電源化が進められています。 

再エネを導入するには、契約している電力を再エネ由来の電力に切り替えることや、太陽光な

ど発電設備を設置する等の方法があります。 

本市は、平成14(2002)年に取手小学校へ太陽光発電を設置し、令和４(2022)年までに６

か所の市有施設へ太陽光発電を設置しています。今後、省エネ対策を進めつつ持続可能な再エ

ネの導入・切替えを促進するため、再エネの調達・導入方法について普及・啓発に努め、本市への

更なる再エネの導入拡大を目指します。  
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＜キリンビール株式会社 取手工場＞ 

キリンビールホールディングスでは、「キリングループ環境ビジョン2050」で令和

32(2050)年までにバリューチェーン＊全体の温室効果ガス排出量をネットゼロ＊にするこ

とを掲げ、再生可能エネルギー比率100%を目指す企業で構成される国際的な環境イニシア

ティブ「RE100」に加盟し、令和22（2040）年までに使用電力における再生可能エネルギー

比率100%を目指すことを令和２（2020）年11月に宣言しました。 

取手市桑原にあるキリンビール株式会社取手工場では、平成29(2017)年４月から水力

発電100％の電力購入を開始し、取手工場が

使用する電力のうち約75％に利用されてい

ます。さらに、令和４（2022）年３月に大規模

太陽光発電設備の導入を行い、国内全９工場

全体の使用電力の再生可能エネルギー比率

を従来の約18%から約34%に向上させて

います。また、国内の全ビール工場で、温室効

果ガス削減に関する基本戦略に沿って太陽

光発電利用などを積極的に進めています。  

出典：キリンホールディングスHPより 

 

事業所の先行事例紹介 
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（３）再生可能エネルギー利用促進に向けた将来像 

２０５０年カーボンニュートラルを達成するため、市内全域において再生可能エネルギーの利用を

最大限に促進します。太陽光発電を主とした再生可能エネルギーの導入や、今後の高齢化社会を見

据え地域の足となる市内の公共交通機関の EV 化や、避難所の一部が洪水浸水区域に位置してい

ることから、気候変動緩和策として、庁舎を含む災害拠点となる公共施設では、非常用電源や蓄電

池の設置等の防災機能の拡充に取り組み、以下の目指すべき将来像を基に再生可能エネルギーの

利用促進に努めます。 

 

 

 

 

 

目指すべき将来像１：太陽光発電の積極的な推進 

目指すべき将来像２：公共交通の EV 化 

目指すべき将来像３：災害レジリエンスの向上 

目指すべき将来像１：太陽光発電の積極的な推進 

目指すべき将来像２：公共交通の EV 化 

目指すべき将来像３：災害レジリエンスの向上 

1-1 公共施設への太陽光発電設備等の積極的導入 
 1-2 ZEH、ZEB 等の普及 
 
1-3 太陽光発電設備・蓄電設備等の導入促進 
 

2-1 電気自動車等の導入促進 
 
2-2 路線バス等のＥＶ化 
 
2-3 充電場所等の整備促進による拠点拡大 
 
2-4 運行計画等への AI の活用 
 
2-5 エコドライブの推進 
 

3-1 再エネを利用する防災拠点整備の推進 
 

3-3 脱炭素・環境・防災に関する人材の育成 
 

3-2 公用車の EV 化 
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① 目指すべき将来像１：太陽光発電の積極的な推進 

【求められる取り組み】 

⚫ 新築、改築、増築時の太陽光発電設備の導入推進 

⚫ ソーラーカーポートの導入推進 

⚫ LED 化の推進 

⚫ 脱炭素化に寄与する電力の購入 

⚫ 電動車の導入推進 

⚫ 環境にやさしい自動車利用の推進 

⚫ 普及啓発の推進 

⚫ 建築物の新築、改修時には ZEB など建築物の省エネルギー化を推進 

【事業の実施効果】 

① 電気代の大幅な削減上昇コスト抑制 

⚫ 従来よりもエネルギー消費量を大幅に削減し、電気代の大幅なコスト削減、上昇コストの抑制 

② エネルギーの地産地消による経済の循環 

⚫ エネルギーを地産地消することで市外に流出する財が減り、地域の活性化 

③ CO2排出減による市の価値の向上 

⚫ 再エネ電源の利用により、CO2 排出を削減し、環境活動に取り組む市として、市の価値向上 

【将来像】 

⚫ 市内に多く存在する産業部門で工場の屋根や従業員駐車場などに太陽光パネルを設置する

により、脱炭素化に寄与するとともに、電気代の削減等により、産業を活性化させ、地域が発

展する 

⚫ 一般家庭に太陽光パネルを設置することで快適な省エネな生活へ転換する 

 

 

図 2-17 再生可能エネルギーの導入により 2050 年脱炭素達成をめざす取手市 
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② 目指すべき将来像２：公共交通の EV化 

【求められる取り組み】 

⚫ コミュニティバスの EV 化の推進 

⚫ 太陽光発電搭載型 EV 車の導入 

⚫ 街中への充電設備の導入の推進 

⚫ 自動運転技術の積極的な導入 

⚫ MaaS の導入による効率的な運行管理 

⚫ 環境にやさしい自動車利用の推進 

⚫ EV デマンドタクシーの導入による地域の足の確保 

⚫ 市内先進事業所で事例のあるバイオマス燃料バスの導入 

⚫ 公共交通や自転車、徒歩移動を促すモビリティ・マネジメントの推進 など 

【事業の実施効果】 

① 排ガス・CO2等の削減 

⚫ 電動車の導入により、化石燃料由来の排ガスや CO2 等の排出を削減 

② 騒音の解消 

⚫ ガソリン車から電動車への転換により、交通量の多い幹線道路の沿道等の騒音が解消 

③ 今後の高齢化社会への対応 

⚫ 地域の交通網を脱炭素で整備することで、今後迎える高齢化社会において移動手段に困ら

ない社会を構築 

【将来像】 

⚫ 市内を循環するコミュニティバスを EV 化することで、脱炭素化を進めるとともに、街中に充

電ステーションを増やし、公用車やタクシーの EV 化も推進することで移動による CO2 の排

出が削減される 

⚫ 今後、来るべき高齢化社会に向けて、自動化、オンデマンド化を行い、省エネとともに利便性

向上や外出機会創出につながり、地域が活性化する 

 
図 2-18 公共交通の EV 化により 2050 年脱炭素達成をめざす取手市 

充電ステーション 
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③ 目指すべき将来像３：災害レジリエンスの向上 

【求められる取り組み】 

⚫ 再エネ電源確保によるレジリエンス強化の推進 

⚫ 民間施設の防災機能の整備・拡充 

⚫ 災害時の活動拠点・避難所となる公共施設に太陽光発電設備の導入推進 

⚫ 公用車の EV 化による災害時非常用電源としての活用（移動できる非常用電源） 

⚫ 脱炭素・環境・防災に関する人材の育成 

【事業の実施効果】 

① 災害時の事業継続（BCP） 

⚫ 災害時に商用電源が寸断された際に、再エネ・蓄電池を利用し事業を継続 

② 災害時にも安心・安全な市に 

⚫ 災害時に停電等の心配なく安心して過ごせるようになり、継続的に防災対策に取り組める 

③ 環境活動を通じた地域的つながりの形成 

⚫ 学校という身近な場所で脱炭素活動を進めることにより、活動を通し地域的つながりの創出 

【将来像】 

⚫ 小貝川と利根川に挟まれており常に災害への備えが必要な本市では、避難所に太陽光パネ

ルの設置や、EV 車を非常用電源として使用することで災害時でも安心して避難生活を送っ

たり、迅速な復旧・復興対策が実施できる 

 

 

 

図 2-19 災害レジリエンスの強化により 2050 年脱炭素達成をめざす取手市 
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基本目標3 資源循環の推進 

（１） ４R 行動の推進 

資源を有効に使い、循環させ、できるだけごみの排出を減らす。そのことが環境を守ること、

さらには家庭や事業所での温室効果ガス排出量の削減にもつながります。そのための取り組み

として「４R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）行動」が重要です。「４R行動*」は取手

市気候非常事態宣言の取組の一つにもなっています。 

 

 

（２） ワンウェイプラスチックごみの削減 

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機

として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。それらの課題

に対応するため政府では、令和元(2019)年５月に「プラスチック資源循環戦略」を策定しました。 

さらに、令和３(2021)年６月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品

廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチック

の資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律」が成立しました。 

同法律では、エコなプラスチックを選ぶ、使い捨てのプラスチックを断る、プラスチック製品を

適切に分別してリサイクルする等を推進しています。適切に分別されず「燃やすごみ」としてプラ

スチックが焼却されると、温室効果ガスの排出量増加につながるため、プラスチックは「燃やす

ごみ」ではなく、「プラスチックごみ」として分別してリサイクルすることが大切です。 

本市では、家庭や事業所へこれまでの

資源循環の取組を推進しながら、ワンウ

ェイプラスチックごみを削減し、資源に変

えていくアクションを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の普及啓発 HP より 
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（３） エネルギーの資源循環 

今後求められる循環経済の構築には、エネルギーを含む資源循環が不可欠です。 

本市では、広い面積を有する水田耕作から、稲わら、もみ殻及び取手緑地運動公園など多数の

公園の除草・間伐管理による剪定枝等が発生しています。 

また、家庭の生ごみをはじめ、外食産業・小売・卸売等の流通過程や食品製造業等の製造過程で

の食品残さ、その他廃棄されている様々な未利用資源があります。 

これら未利用資源を有効活用し、循環型社会の構築に向けた調査・研究をしていきます。 

 

 

 

図 2-20 資源循環の推進イメージ 

出典：国の地域脱炭素ロードマップを基に作成 
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基本目標4 ゼロカーボンシティへの取組 

エネルギーを市域で地産地消することで、今まで市域外に流出していた電気や燃料の料金を市

域に還元することができます。再エネの地産地消は温室効果ガス削減に貢献し、防災レジリエンス

を同時解決しながら、新たな雇用を生み出します。また、エネルギーだけでなく食をはじめとした

様々な地域資源を地産地消することは、地域経済を循環・発展させ、余剰資源を都市や他の地域

に提供することにより、地域循環共生圏を形成し、地域資源の有効活用とともにゼロカーボンシテ

ィの実現に寄与します。 

 

出典：環境省ＨＰ 「地域循環共生圏」 

本市は、これからの温室効果ガス総排出量削減目標を平成25（2013）年度を基準年度として

令和12(2030)年度までに46％削減する目標と、令和32（2050）年度には実質ゼロとする長

期目標を掲げました。 

この目標を達成するため、「省エネ・再エネ・資源循環」の啓発と推進計画について示しました。 

本市は今後、市民・事業者と協働・連携しながらゼロカーボンシティへ向けた取り組みを加速し

ていきます。  
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図 2-21 ゼロカーボンシティへの取組イメージ 

 

出典：国の地域脱炭素ロードマップを基に作成 
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 ４ 4 目標達成に向けた取組 

4-１ 施策の体系 

「ゼロカーボンシティ」を実現するため、基本目標及び基本施策を次のように体系づけ、市の

取組のみならず、市民・事業者等各主体が自ら積極的に行動するとともに、協力・連携して行動

していくことが重要です。 
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基本目標1 省エネルギーの推進 

 

【取組の方向性】 

一人ひとりが省エネ行動を実践することでエネルギーの需要を減らすとともに、省エネ性能の高い

設備機器や家電製品に関心を持ち、積極的に導入・切替えを図るなど、「賢い選択」による省エネ化を

推進します。 

指標 令和元年度 
現状 

（令和４年度） 
目標 

（令和12年度） 

市民１人当たりの 
温室効果ガス排出量 

8.9kg-CO2/人 8.４kg-CO2/人  4.6kg-CO2/人  

市役所の温室効果ガス排出量 4,042.5t-CO2/人 ３,７４６.１t-CO2/人  2,510.5t-CO2/人  

 

基本施策1 省エネルギー行動の実践 

市の取組 

◆職員自らが率先してクールビズやウォームビズ等、「ゼロカーボンアクション30＊」に取り組み、

省エネ行動を推進します。 

◆広報とりでや市ホームページ、SNS等を通じて、省エネに関する情報を発信し、省エネ行動を促

進します。 

◆省エネ・節電等に関する各種講座やイベントを開催し、市民・事業者等の省エネ行動を促進しま

す。 

◆国の「COOL CHOICE」、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」や県の「い

ばらきエコスタイル＊」に賛同し、その取組を市民や事業者へ広く普及啓発を行います。 

◆住宅や事業所等から排出されるＣＯ２排出量を見える化し、それぞれの状況に応じたＣＯ２排出削

減対策の提案を受けることができる、「うちエコ診断」や「中小規模事業所における省エネ診断」

制度の利用を促進します。（茨城県が事業主体） 

 

 

 

 

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 【対策分野】 
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市民の取組 

◆日常生活でクールビズやウォームビズ等、「ゼロカーボンアクション30」に取り組み、省エネ行動

を実践します。 

◆市が広報とりでや市ホームページ、SNS等により発信する省エネに関する情報を収集し、省エネ

に取り組みます。 

◆市等が開催する省エネ・節電等に関する各種講座やイベントに積極的に参加します。 

◆環境省が推進する「うちエコ診断」等を活用し、エネルギー消費状況の見える化を図り、省エネ対

策を検討します。 

 

事業者の取組 

◆事業活動の中でクールビズやウォームビズ等、「ゼロカーボンアクション30」に取り組み、省エネ

行動を実践します。 

◆市が広報とりでや市ホームページ、SNS等により発信する省エネに関する情報を収集し、省エネ

に取り組みます。 

◆事業所自らの省エネ対策に関する取組について積極的に情報を発信します。 

◆省エネ診断制度やESCO＊事業を活用し、事業所の省エネ化を進めます。 

◆テレワークによる環境保全効果やオフィスのフリーアドレス化等、持続的に省エネ行動が可能な、

新しいビジネススタイルの実践を検討します。 

◆物流輸送の効率化を図るための共同配送＊と、貨物トラックによる輸送から内航船輸送や鉄道輸

送に切り替えるモーダルシフトを検討します。 

 

 

 

 

日本のＣＯ２排出量の約６割が衣・食・住・移動等私たちの生活の中で消費する製品・サービス

のライフサイクル（製造、使用、廃棄等の各段階）で発生しています。私たちが、生活の中でちょ

っとした工夫をしながら、無駄をなくし、環境負荷の低い製品・サービスを「選択」することで、Ｃ

Ｏ２の削減に大きく貢献することができます。 

 

 

 

 COOL CHOICE 「賢い選択」  コラム 

日本のライフサイクル温室効果ガス排出量 
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コラム  「ゼロカーボンアクション 30」 
～ 具体的なアクションの一部をご紹介 ～ 
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基本施策2 省エネルギー機器等への転換 

市の取組 

◆市有施設へのLED等の高効率照明の導入を推進し、消費電力を抑えます。 

◆市有施設を新築・改修等する際は、高効率空調・高効率ボイラー等の省エネ機器及びコージェネ

レーション＊等の導入の推進を図ります。 

◆既存市有施設には、省エネ診断等を活用し、省エネ効果の高い機器等の導入に努めます。 

◆市有施設にBEMS等、エネルギー管理システムの導入に努めます。 

◆電気自動車やプラグインハイブリッド自動車＊、ハイブリッド自動車等の環境・燃費性能に優れた

次世代自動車を導入していきます。 

◆電気自動車やプラグインハイブリッド自動車のさらなる普及促進を図るため、充電設備の設置に

努めます。 

◆住宅等への太陽光発電設備や蓄電池設備の設置費用に対する補助に努めます。 

◆市民の電気自動車・燃料電池自動車の導入支援について検討します。 

◆事業者が省エネルギー機器等への転換を図る際に利用可能な融資制度等の周知を図ります。 

 

市民の取組 

◆LED照明等の高効率照明の積極的な導入を検討し、消費電力を抑えます。 

◆住宅等を新築・改修等する際は、高効率給湯器・空調等の省エネ機器及びコージェネレーション

等の導入を検討します。 

◆既存住宅には、うちエコ診断等を活用し、省エネ効果の高い機器等の導入を検討します。 

◆自動車の購入及び買い替えの際は、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自

動車等の環境・燃費性能に優れた次世代自動車を選択するように努めます。 
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事業者の取組 

◆LED照明等の高効率照明の積極的な導入を検討し、消費電力を抑えます。 

◆事業所建築物等を新築・改修等する際は、高効率給湯器・空調・ボイラー等の省エネ機器及びコ

ージェネレーション等の導入に努めます。 

◆既存建物には、省エネ診断等を活用し、省エネ効果の高い機器等の導入を検討します。 

◆自動車の購入及び買い替えの際は、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自

動車等の環境・燃費性能に優れた次世代自動車を選択するように努めます。 

 

 

 

 

 

 

電気を賢く、無駄なく使う「省エネ家電」。古い家電は省エネ性能が低いものが多く、高性能

の最新型に買い換えるだけで省エネになります。例えば、冷蔵庫・照明はいずれも以前にくら

べると省エネ性能がアップしています。 

 

 出典：一般財団法人家電製品協会 「スマートライフおすすめ BOOK」より 

 

家電買換えの省エネ効果とは 

省エネルギー機器への転換 コラム 
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基本施策3 省エネルギーな建築物への転換 

市の取組 

◆市有施設を新築・改修等する際は、建築物の長寿命化によるライフサイクルを通じた省エネの推

進を図ります。 

◆市有施設を新築・改修等する際は、ZEB化を検討し、建物で消費するエネルギー収支をゼロにす

ることを目指します。 

◆市有施設へのBEMS、ESCO事業等、エネルギー効率を見える化する設備の導入を推進します。 

◆住宅のZEH化、事業所のZEB化等の普及に向けた施策について検討します。 

◆ＺＥＨ・ＺＥＢ等の普及促進を図るため、国等の支援に対する取組状況等を積極的に情報収集し、

情報を発信します。 

 

市民の取組 

◆住宅等を新築・改修等する際は、LCCM 住宅＊を検討し、ライフサイクルを通じて省エネに努めま

す。 

◆既存住宅において、壁や窓を断熱化する等、省エネリフォームを検討し省エネ性能の高い住宅へ

の転換に努めます。 

◆住宅等を新築・改修等する際は、ZEHの導入やHEMSの導入を検討し、消費電力の可視化・低

減を進めます。 

◆市等が発信するLCCM住宅やZEHに関する情報を活用し、住宅の省エネ対策について検討しま

す。 

 

事業者の取組 

◆事業所建築物等を新築・改修等する際は、長寿命化によるライフサイクルを通じた省エネの推進

を図ります。 

◆既存建築物において、壁や窓を断熱化する等、省エネリフォームを検討します。 

◆BEMSやFEMS＊等のエネルギー管理システムやESCO事業等のエネルギー効率を見える化す

る設備の導入を検討します。 

◆住宅関係事業者は、ZEH等やLCCM住宅等の省エネ住宅に関する知識・技術の向上に努めると

ともに、積極的に省エネ住宅に関する情報を提供します。 

 

◆市等の発信するＺＥＢ等に関する情報を活用し、事業所建築物等の省エネ対策について検討しま

す。 
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出典：（一社）住宅生産団体連合会『快適・安心なすまい なるほど省エネ住宅』 

 

 

 

 

 

 

コラム 省エネルギーな建築物への転換 
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基本目標2 再生可能エネルギーの利用推進 

 

【取組の方向性】 

化石燃料等のエネルギーを使う社会から、一人ひとりがエネルギーを創り使う社会へ進んでい

くために、再エネに対する理解を深めるとともに、生活や自然環境に配慮しながら再エネの導入及

び利用を推進します。また、本市は再エネの自家消費を推進し、市域のエネルギー自給率の向上を

進めます。 

指標 令和元年度 
現状 

（令和４年度） 
目標 

（令和12年度） 

市域の再エネ設備導入容量 ２４，０７９ｋW ３２,４８２kW 60,008kW 

市域の再エネによる発電電力量 ３０，４８６MWh ４１,２３９MWｈ 76,800MWh 

 

基本施策1 再生可能エネルギーの導入 

市の取組 

◆市有施設を新築・改修等する際は再エネ設備の導入を推進します。 

◆市有施設に太陽光発電設備を設置する際は、再エネの自家消費を促進する機器（電気自動車や

蓄電池等）の導入を検討します。 

◆市民・事業者等へ再エネ設備や再エネの自家消費を促進する機器（電気自動車や蓄電池等）に関

する普及啓発に努め、再エネ設備の導入と再エネの自家消費を促進します。 

◆再エネの導入促進を図るため、住宅等への太陽光発電設備や蓄電池設備の設置費用に対する補

助に努めます。 

◆国等の再エネ導入支援策や補助金の公募等について情報提供を行い、再エネ導入の促進を図り

ます。 

◆市域での再エネ活用に向けた調査・研究を行います。 

 

 

 

 

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 【対策分野】 
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市民の取組 

◆再エネ導入の必要性を理解し、住宅等を新築・改修等する際は再エネ設備の導入を検討します。 

◆住宅等に太陽光発電設備を設置する際は、再エネの自家消費を促進する機器（電気自動車や蓄

電池等）の導入を検討します。 

 

事業者の取組 

◆事業所建築物等を新築・改修等する際は再エネ設備の導入を検討します。 

◆事業所建築物等に太陽光発電設備を設置する際は、再エネの自家消費を促進する機器（電気自

動車や蓄電池等）の導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 蓄電池の活用について 

◆蓄電池とは、1 回限りではなく、充電をおこなうことで電気を蓄え、繰り返し使用することがで

きる電池（二次電池）のことです。 

◆出力（発電量）を天候に左右されてしまう太陽光や風力などの再エネ電源ですが、需要以上に発

電した時、使い切れない電気を蓄電池に貯めて 

おき、必要な時に放電して利用することができ 

ます。特に太陽光発電については、再エネで発 

電した電気を固定の価格で買い取る FIT 制度 

の買取期間が終了すれば、これまでの電力会 

社への売電を中心とした使い方から、蓄電池 

を使って自社で消費する使い方へと移っていくものと見られています。 

再エネ導入時における蓄電池活用の概要 

◆災害や電力不足などで停電が発生した場合、蓄電池に電気が貯められていれば自立的に電気

をまかなうことができ、非常用電源として使うことができます。また、一斉に電力が消費される

昼間の時間帯に、蓄電池に貯めておいた電気を使うようにすれば、電力の消費を抑える「ピーク

カット」にも役立てられます。 

◆プラグインハイブリッド自動車、電気自動車を購入し、発電した電気を自動車の動力に使うこと

も可能です。電気自動車に搭載される蓄電池 

を活用することで、自動車の動力としてだけ 

ではなく電気製品などの電力として使用する 

ことができます。詳しくは経済産業省自動車課 

等「電動車活用促進ガイドブック」を御覧くださ 

い。 

蓄電池活用のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「はじめての再エネ活用ガイド（企業向け）」（https://www.env.go.jp/earth/post_93.html） 
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基本施策2 再生可能エネルギー100%電力への転換 

市の取組 

◆市有施設の太陽光発電設備におけるＣＯ２削減量等の情報を公表し、市民・事業者の環境意識の

高揚を図ります。 

◆市有施設で使用する電力を再エネ100%電力に転換することを検討します。 

◆非化石証書＊等を活用する環境に配慮した電力の調達手法について情報を提供します。 

◆市有施設の電力調達に当たっては、再エネ等環境に配慮した電力を供給する事業者から購入す

るように努めます。 

◆「自立・分散型エネルギー」による防災レジリエンスの強化に努めます。 

◆事業者による再エネを活用した発電事業を推進し、それらを利用した地域の活性化に努めます。 

 

市民の取組 

◆使用する電力を再エネ100％電力に転換することを検討します。 

◆電力契約の見直しに当たって、再エネで発電した電気を使ったプランを優先して選択します。 

 

事業者の取組 

◆使用する電力を再エネ100％電力に転換することを検討します。 

◆電力契約の見直しに当たって、再エネで発電した電気を使ったプランを優先して選択します。 
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出典：環境省「はじめての再エネ活用ガイド（企業向け）」（https://www.env.go.jp/earth/post_93.html） 

 

 

 

※FIT 非化石証書は自社が外部から購入する電力に関する

ＣＯ２排出量（GHG プロトコル スコープ 2）に対してのみ使

用可能。 

 

◆購入することで自らの再エネ調達目標

達成に活用することが可能 

◆証書の供給量が他の再エネ電力証書に

比べて大きい 

 

非化石証書の仕組み 

メリット 
 

◆オークションで購入する場合、価格変

動が発生する 

◆「FIT非化石証書」は最低入札価格が固

定されており、この単価以下の価格で

は購入できない 

デメリット 

 

「FIT非化石証書」（再エネ価値取引市場）は2021年11月から取引開始され、これまで

非化石証書を直接調達できなかった電力の需要家も直接調達できるようになりました。 

ただし、「非FIT非化石証書」については、小売電気事業者のみ調達可能です。制度内容

や最低入札価格等は変更し得るので、最新情報は経済産業省HPを確認してください。 

ポイント・留意点 

再エネ調達手段の一つ「非化石証書」とは コラム 
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基本目標3 資源循環の推進 

 

【取組の方向性】 

私たちの生活は、地球の限りある資源のもとに成り立っています。しかし、資源を大量に消費する

ライフスタイルや世界の人口増加等が原因で、資源やごみの最終処分場が不足するかもしれないこと

等が問題になっています。環境への影響をできるだけ少なくするために、ごみの量を減らし、資源と

して扱えるものは再利用し、限りある資源を次世代に引き継いでいきます。 

指標 令和元年度 
現状 

（令和４年度） 
目標 

（令和12年度） 

１人１日当たりのごみ排出量 ８６５ｇ/人・日 8０７ｇ/人・日  80９ｇ/人・日  

リサイクル率 18.1% ２０.３%  ３６%  

 

基本施策1 ４R 行動の推進 

市の取組 

◆職員自ら４R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）を実践し、市の事務事業に伴うごみ

の排出抑制に取り組みます。 

◆広報とりでや市ホームページ、SNS等を通じて、４Rの取組について情報を発信し、意識啓発を

図ります。 

◆資源物のリサイクル率向上を図るため、適正なごみ分別の方法について、継続的に周知啓発を

行います。 

◆市民活動団体等が行うリサイクル活動等への支援を実施し、ごみの減量及び資源の再利用を促

進します。 

◆生ごみ処理機等購入補助金を交付し、各家庭から排出される生ごみの減量及び資源の再利用を

促進します。 

◆環境にやさしい商品の販売や、ごみ減量化、リサイクル活動等に積極的に取り組んでいる小売店

舗を「エコ・ショップ＊」として認定する、「エコ・ショップ」制度について周知啓発を図り、小売店舗

のリサイクル活動を支援します。 

 

 

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 【対策分野】 
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市民の取組  

◆市が発信する広報とりでや市ホームページ、SNS等による情報をもとに、４R行動の取組につい

ての情報を収集し、できるところから取り組みます。 

◆リサイクルショップやフリーマーケットアプリ等を活用して、リユース・リサイクルに取り組みます。 

◆資源物のリサイクルに留意し、資源物の適正な分別に取り組みます。 

◆家庭から排出される生ごみの減量及び再利用を図るため、生ごみの減容・堆肥化を推進します。 

◆商品等の購入の際は「エコ・ショップ」認定店等環境にやさしい商品の販売や、ごみ減量化、リサ

イクル活動等に積極的に取り組んでいる小売店舗を選択します。 

 

事業者の取組  

◆事業活動から排出されるごみの発生抑制、資源物の適正な分別に努め、ごみの減量及び資源の

再利用に努めます。 

◆商品の提供・流通においては、過剰包装の抑制等に努めます。 

◆再生資源を原料とした製品の開発及び販売に努めます。 

◆商品の製造においては、リサイクルしやすい素材の利用及び商品の長寿命化等に努めます。 

◆修理可能な製品の開発・販売、修理やリメイク等、消費者が商品を長く使えるサービスの提供に

努めます。 

◆「エコ・ショップ」制度に賛同し、環境にやさしい商品の販売や、ごみ減量化、リサイクル活動等に

積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム リユース(再利用)でファッションを楽しもう 

 

セカンドハンド(古着)で何度でも 

楽しもう！ 

バザーやフリーマーケットアプリ等によ

り市場に再流通する衣服の量は、私たちが

手放す衣服全体の2割程度、もったいない

ですね。服を服として再利用し続けること

が、最も環境に優しく経済的です。 

家庭 

 

リユース市場の活性化 

 

フリマアプリの流通額が拡大する一方

で、1年間1回も着ていない服は一人当た

り約25枚も所有しています。着られてい

ない衣服の再流通を促す取り組みを拡大

していきましょう。 

企業 
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基本施策2 ワンウェイプラスチックの削減 

市の取組 

◆職員自らがライフスタイルを見直し、レジ袋やプラスチック製のスプーンやフォーク、ストローと

いったカトラリー等のワンウェイプラスチックごみの削減を図るため、マイバッグ・マイボトル・マ

イカトラリーの利用等を実践します。 

◆市が主催するイベント等においてワンウェイプラスチックの使用を削減します。 

◆広報とりでや市ホームページ、SNS等を通じて、ワンウェイプラスチックごみ削減に向けた取組

について情報を発信し、普及啓発に努めます。 

◆ワンウェイプラスチック削減取組事業者のイメージアップのための支援策を検討します。 

 

市民の取組 

◆マイバッグやマイボトル、マイカトラリーの利用等によりワンウェイプラスチックの使用を控えま

す。 

◆ワンウェイプラスチックの使用削減に協力します。 

 

事業者の取組 

◆プラスチック製容器包装・製品の原料を再生材やバイオマスプラスチック等の再生可能資源に切

り替えることに努めます。 

◆店頭等で無償配布する使い捨てスプーンやフォーク等の見直しなどにより、消費者のライフスタ

イルの変革を促すよう努めます。 

◆プラスチック原料や製品の製造、流通工程をはじめ事業活動全体を通して、マイクロプラスチッ

クの海洋への流出抑制対策に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワンウェイプラスチック コラム 

プラスチック資源循環法では、特定プラスチック使用製品12品目が定められ、提供事業者

は何らかの取り組みを行うことが必要となります。 

とにかく「ごみ」として排出されるプラスチックを減らさなければならない今、ワンウェイ（使

い捨て）プラスチックの削減などは、欠かせない対策となっています。これまで、コンビニのス

プーンやフォークなどのカトラリー、クリーニング店のハンガー、宿泊施設の歯ブラシやカミソ

リなどは、無償で提供されることが多く、使い捨てへの心理的なハードルが低かったのではな

いでしょうか。必要としない場合は辞退する、旅先ではマイ歯ブラシ、マイカミソリを持参する

など、行動を見直してみましょう。 
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基本施策3 ３きり運動の推進 

市の取組 

◆広報とりでや市ホームページ、SNS等を通じて、３きり運動（水きり ・ 使いきり ・ 食べきり）の

普及啓発を行い、ごみの減量・食品ロスの削減に努めます。 

◆フードバンク団体等と連携しイベント等でのフードドライブの実施や、売れ残りや廃棄直前の食

品を減らすフードシェアリングサービスを推進し、食品ロス削減に向けた取組を検討します。 

◆保育所・幼稚園等における食育では、様々な食体験を通じて楽しく食べる子どもに成長していく

ことを目指し、親子に適切な支援を行います。 

◆小中学校では、栄養教諭等による食に関する指導を実施し、健康的な食のあり方について学ぶ

機会を提供します。 

◆学校給食では、調理時に発生する野菜くずや給食の残りを堆肥化するリサイクル事業を推進しま

す。 

◆地域防災拠点で備蓄している食料を更新する際は、賞味期限内に防災活動への活用や地域の自

主防災会へ無料で配布し、防災意識啓発と併せて食品ロスの削減を図ります。 

◆茨城県の「いばらき食べきり協力店」に登録している店舗や「3010運動＊」に取り組む店舗のイ

メージアップを図るための支援策を検討します。 

 

市民の取組  

◆生ごみの水きりを徹底し、ごみの減量に取り組みます。 

◆必要な食材を必要な分量だけ購入し、正しく保存して無駄なく活用することに努めます。 

◆料理は必要な量だけ作るようにし、すべて食べきるよう心掛けます。どうしても食べきれずに残

ったものは冷蔵・冷凍保存して早めに食べきります。 

◆外食時は食べきれる量を注文し、残さず食べます。また、宴会・会食時には3010運動等の実践

に努めます。 

 

事業者の取組  

◆生ごみの水きりを徹底し、ごみの減量に取り組みます。 

◆茨城県の「いばらき食べきり協力店」に登録する等、食品ロス削減の取組を推進します。 

◆宴会や会食での食べ残しを減らすため3010運動を推奨します。 

◆販売方法や、適正な在庫管理、保管方法の改善等に取り組み、食品ロスの削減に努めます。 
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消費者庁の実証事業では、食品ロスの計量を行うこ

とで約２割、計量に加えて削減の取組を行うことで約４

割、食品ロス量が削減することが分かりました。 

右側の消費者庁が作成した冊子を活用して、自身の

食品ロス量を見える化してみませんか。 

 

１．いつ、何を、どのくらい、どういう理由で捨てたかを

記録できます。 

２．買いすぎ、作りすぎ、ためこみなど、タイプの確認が

できます。 

３．使いきれる分だけ買う、食べきるための調理テクニ

ック、整理整頓の見える化などのポイントを参考に実

践してみましょう。 

 

 

出典：消費者庁 消費者としてできることをやってみる : 啓発用冊子    

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/） 

 

 計ってみよう! 家庭での食品ロス コラム 
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基本施策4 エネルギーの資源循環 

市の取組 

◆家庭や事業所から排出される生ごみや汚泥等を有効活用し、ごみの減量及び資源の再利用の推

進を図ります。 

◆農作業から排出されるもみ殻やわら等の農業系バイオマス＊の活用事例について情報収集を行

い、利活用について検討します。 

 

市民の取組  

◆エシカル＊な消費活動や資源物の適正な分別を行い、地域の資源循環に協力・貢献します。 

 

事業者の取組  

◆農作業から排出されるもみ殻やわら等の農業系バイオマスの活用を検討します。 

◆エシカルな消費活動や資源物の適正な分別を行い、地域の資源循環に協力・貢献します。 

◆自然エネルギーやバイオマスエネルギー等の活用事例について情報収集を行い、利活用につい

て検討します。 

 

 

食品ロスを削減することは、環境にやさ

しく、人や社会等の配慮にもつながる消費

行動であり、「エシカル消費」の１つです。 食

品ロス削減においても、「今だけ」「ここだけ」

「自分だけ」ではなく、 将来のこと、地域の

こと、周りの人のことも考えた消費行動を

考えてみましょう。 

 

 

 

 

出典：消費者庁 「食品ロス削減ガイドブック」 

 エシカル消費と食品ロス削減 

02 

食品ロス削減 

コラム 
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〇食品残渣等のエネルギー利用の例 

生ごみ（食べ残しなど）、紙ごみ、家畜のふん尿などを嫌気環境（酸素のない状態）で微生

物によって分解させます。発生したバイオガスは燃えやすい気体なので、発電も可能です。 

また、発酵残渣（微生物の食べ残し）は、肥料として、農産物の栄養となります。  

 

出典：環境省 HP 「メタンガス化が何かを知るための情報サイト」  

〇バイオマス資源の利活用の例 

富 山 県 射 水 市 で は 、 年 間

3,000tのもみ殻が排出されてい

るため、このもみ殻を燃料として

使い、灰は堆肥、肥料や次世代コン

クリート資材の研究も行っていま

す。 

もみ殻の有効利用として、もみ

殻を燃焼させ、エネルギー利用と

もみ殻灰の珪酸資材（肥料）化を同

時に行うことができ、２重のカスケ

ード利用による採算性が期待され

ています。30年近い研究の経緯

があり、日本で初めて事業化に繋

がることになりました。 

出典：農林水産省 バイオマス活用推進事業（もみ殻の有効活用） 射水市もみ殻循環プロジェクトチーム 

 

 エネルギーの資源循環 

02 

食品ロス削減 

コラム 
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基本目標4 ゼロカーボンシティへの取組 

 

 

【取組の方向性】 

本市は、温室効果ガス総排出量削減目標を達成するため、基本目標１から基本目標３までの基本

施策に取り組みつつ、再エネの導入やソーラーシェアリングの推進、廃棄物の有効活用、クリーンエ

ネルギーによる交通対策や緑地、農地の保全等を推進し、地域の活性化・地域貢献を図るゼロカー

ボンシティを目指します。 

指標 令和元年度 
現状 

（令和７年度） 
目標 

（令和12年度） 

地球温暖化防止対策講座の参加人数 120人 ２５０人  ２５０人  

サステナブル学習プロジェクトの実施校数 
小学校 1校 
中学校 1校 

小学校 １４校  
中学校  ６校  

小学校 １４校  
中学校  ６校  

 

 

基本施策1 地球温暖化や気候変動に関する情報の共有 

市の取組 

◆広報とりでや市ホームページ、SNS等を通じて、地球温暖化や気候変動に関する情報発信を行

います。 

◆SDGｓの視点を踏まえた市内小中学校への環境教育の推進と、地球温暖化・気候変動に関する

各種講座やイベント等の実施による市民等への周知啓発を行います。 

◆茨城県地球温暖化防止活動推進センターや茨城県地域気候変動適応センター及び環境省が主

宰する気候変動適応関東広域協議会等から地球温暖化や気候変動に関する情報を収集し、市民

等への周知啓発を行います。 

 

市民の取組 

◆市等が発信する情報をもとに、地球温暖化や気候変動への対策に努めます。 

◆SDGｓの視点を踏まえた環境教育と、地球温暖化・気候変動に関するイベントや出前講座等へ参

加します。 

 

産業部門 業務その他部門

 

家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 【対策分野】 
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事業者の取組  

◆市等が発信する情報をもとに、地球温暖化や気候変動への対策に努めます。 

◆SDGｓの視点を踏まえた環境教育と、地球温暖化・気候変動に関するイベントや出前講座等へ参

加します。 

 

 

 

 

本市は令和２（2020）年８月３日、茨城県で初となる「気候非常事態宣言」を表明し、

地球温暖化の緩和策や気候変動への適応策の取組を推進しています。 

その取組の一環として、令和４年度から未来を担う子どもたちが持続可能（サステナ

ブル）な未来をつくるための知恵や価値観を育む、取手市「サステナブル学習プロジェク

ト」を実施しています。 

 

 

４つの方針 

   

       

 

■ 地球温暖化の緩和策や気候変動への適応策を地域目線で考え、環境、社会、経
済の問題も統合して考える視点を身につける 

■ 学校外でのフィールドワークで地域課題に触れ、近未来に起こり得る事象と対
応アイディアを創出する力を身につける 

■ タブレットを用いて、情報を共有しながら価値を創り上げる ICT（アイシーティ
ー）スキルを身につける 

■ 大学生やシニア層との共創の時間も作り、多世代に共感される物事の視点を
身につける 

取手市「サステナブル学習プロジェクト」がスタート コラム 

学習プロジェクトの方向性 
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基本施策2 クリーンエネルギーによる交通手段の普及 

市の取組 

◆近距離の移動は、自転車や徒歩による移動に努めます。 

◆通勤や出張等の移動には、公共交通機関の利用に努めます。 

◆自動車を運転する際は、エコドライブ＊に取り組みます。 

◆自動車利用からエコな交通手段である自転車利用への転換を図るため、自転車活用に関する計

画を策定するなど安全で快適な自転車の利用環境づくりに努めます。 

◆鉄道や路線バス、コミュニティバス等の公共交通機関の連携を強化し、効率的で環境負荷の低

い、交通ネットワークの構築に取り組みます。 

 

市民の取組  

◆近距離の移動は、自転車や徒歩による移動に努めます。 

◆外出時の移動には、公共交通機関の利用に努めます。 

◆自動車を運転する際は、エコドライブに取り組みます。 

 

事業者の取組  

◆近距離の移動は、自転車や徒歩による移動に努めます。 

◆通勤や出張等の移動には、公共交通機関の利用に努めます。 

◆自動車を運転する際は、エコドライブに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＣＯ２の少ない交通手段を選ぼう！ コラム 

出典：COOL CHOICE HP スマートムーブより 

自動車の CO
２
排出量は、家庭からの CO

２
排出量の約 1/4 を占めます。 

徒歩、自転車や公共交通機関など自動車以外の移動手段の選択（スマートムーブ）や、エコド

ライブの実施、カーシェアリングを積極的に利用していきましょう！ 
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 エコドライブ１０のすすめ コラム 

エコドライブとは、燃料消費量やCO
2
排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる”運転技

術”や”心がけ”です。 

また、エコドライブは、交通事故の削減につながります。燃料消費量が少ない運転は、お財布

にやさしいだけでなく、同乗者が安心できる安全な運転でもあります。心にゆとりをもって走

ること、時間にゆとりをもって走ること、これもまた大切なエコドライブの心がけです。 

エコドライブは、誰にでも今すぐに始めることができるアクションです。小さな意識を習慣に

することで、 あなたの運転がよくなって、きっと社会もよくなります。できることから、はじめ

てみましょう、エコドライブ。 

出典：COOL CHOICE HP（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ecodriver/point/） 
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基本施策3 森林、緑地、農地の保全 

市の取組 

◆市有施設における、敷地の緑化や緑のカーテン等の取組を推進します。 

◆「アダプト・プログラム＊」等を活用した、市民等による緑化活動を支援します。 

◆緑地や農地の保全に努めます。 

◆市街地における都市緑化の推進に努めます。 

◆森林環境(譲与)税を活用した森林の保全(整備)等を検討します。 

◆遊休農地の活用方法を検討します。 

 

市民の取組  

◆敷地の緑化や緑のカーテン等に取り組みます。 

◆地域の緑化活動に積極的に参加します。 

◆遊休農地の活用方法を検討します。 

 

事業者の取組  

◆敷地の緑化や緑のカーテン等に取り組みます。 

◆地域の緑化活動に積極的に参加し CSR 活動＊を推進します。 
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 「アダプト・プログラム」は市民と行政が協働で進める新しい「まち美化プログラム」です。 

この制度は、公共施設（公園、道路、公民館など）を「子ども」に見立て、市民のみなさんに「里

親」になってもらい、定期的に清掃や除草などのボランティア活動をしていただくものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アダプト・プログラムの取組（取手市里親制度） コラム 

駅前、一般道路、公園、公共施設・文化施設 

対象となる場所 

活動団体数  ：65 団体 
個人参加者数：４7 人 
合計参加者数：2,485 人 

活動団体・人員と構成 

環境ボランティア団体（44団体）、地元企業（８社）、サークル（職場仲間含む ４団

体）、青年会・老人会・婦人会（１団体）、ライオンズクラブ・ロータリークラブ（１団体）、

町内会・自治体（６団体）、学校（１校） 

団体構成 

清掃・ごみ拾い、ガム剥がし、除草、花壇の世話、植樹・植栽、情報提供 

市民の役割 
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第3章  事務事業編 

 

ここでは、市役所の温室効果ガス排出量、削減目標について記述します。 
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 １ 1 計画の基本的事項 

1-１ 対象とする温室効果ガス 

事務事業編で削減対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項に定められ

た以下の７種類とします。 

ただし、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素以外の４種類のガスは市からの排出がない又は排出

量が極めて少ないため、本計画の算定対象外とします。 

 

表 3-1 地球温暖化対策の推進に関する法律で対象とされる温室効果ガス 

※地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第四条 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果のガス種類 主な発生源 算定対象 地球温暖化係数 

①二酸化炭素（CO2） 
電気、ガス、ガソリン等の燃料の使用

により排出される 
○ 1 

②メタン（CH4） 
自動車の走行や燃料の使用、廃棄物

の焼却等に伴い発生する 
○ ２８ 

③一酸化二窒素（N2O） 
自動車の走行や燃料の使用、廃棄物

の焼却等に伴い発生する 
○ 2６５ 

④ハイドロフルオロカーボン 

（HFC） 

カーエアコンの使用・廃棄時等に排出

される 
☓  

⑤ パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン

（PFC） 

半導体の製造、溶剤等に使用され、製

品の製造・使用・廃棄時等に排出され

る 

☓  

⑥六ふっ化硫黄（SF6） 

電気設備の電気絶縁ガス、半導体の

製造等に使用され、製品の製造・使

用・廃棄時等に排出される 

☓  

⑦三ふっ化窒素（NF3） 半導体の製造の過程等で排出される ☓  
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1-２ 対象となる事務及び事業の範囲 

本市が行う全ての事務及び事業を対象とします。ただし、指定管理者に運営を委託している

施設については、本計画に即した取組を要請するものとし、温室効果ガス排出量の算定対象外

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施設・設備の所有権又は賃借権が地方公

共団体にあるか否か」という視点から、当

該施設・設備が事務事業編に対象となるか

否かを判定する。 

事務事業編の対象であると判定された組

織の事務・事業について、その契約形態や

施設・設備の管理運営形態ごとに、地方公

共団体が自ら温室効果ガスの排出量削減

等の措置を講ずる必要があるかなど、取組

の推進方法を整理する。 

基本的な考え方 

○事務事業編の対象となる組織、施設・設備の整理を行い、その上で契約・管理運営形態ごと

に温室効果ガスの排出量削減等の取組の推進方法を整理します。 

組織の整理

施設・設備の
整理

契約・管理運営
形態の整理

事務事業編の対象範囲に含まれる組織か

否かを判定する。 

コラム 事務事業の範囲 
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1-３ 対象とする SDGsの目標 

本計画の実現に当たっては、持続可能な開発目標（SDGs）との協調を図り、将来世代が希望

を持ち続けることができる持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。 

本計画では対象とする SDGs の目標を以下のとおり定め、本市を取り巻く社会情勢の変化な

どに留意しつつ、長期的な視点で計画を推進します。 

 

 

目標 7 

エネルギーをみんなに そしてクリーンに 
④ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへ

のアクセスを確保する 

 

目標 12 
つくる責任 つかう責任 

⑤ 持続可能な生産消費形態を確保する 

 

目標 13 
気候変動に具体的な対策を 

⑥ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

目標 15 
陸の豊かさも守ろう 
⑦ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の

経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多
様性の損失を阻止する 
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 ２ 2 温室効果ガスの排出状況 

2-１ 温室効果ガス排出量の算定方法 

本計画における温室効果ガス排出量の算定は、平成２９年に示された「温室効果ガス総排出

量算定方法ガイドライン」（環境省総合環境政策局環境計画課）に準拠します。 

なお、算定過程においては四捨五入等による概数処理を行わず、最終値（全部局の温室効果

ガス総排出量）のみ、小数点以下第二位を四捨五入した数値を採用します。 

2-２ 基準年度（平成２５年度）の「温室効果ガス総排出量」 

本市の事務及び事業に伴う基準年度（平成２５年度）の温室効果ガス総排出量は、4,184.1t-

CO2 となっています。 

 

温室効果ガス総排出量 

基準年度（平成 25 年度） 
4,184.1t-CO2 

 

エネルギー種別の「温室効果ガス総排出量」の割合（平成２５年度）を見ますと、電力が全体の

68.2%を占め、次いでガス 18.8%、Ａ重油 4.3%、ガソリンが 3.7%となっています。 

 

図 3-1 エネルギー種別の「温室効果ガス総排出量」の割合（平成２５年度） 

 

 

 

電力

68.2%

ガス

18.8%

A重油

4.3%

ガソリン

3.7%

灯油

3.3%

軽油

1.5% 自動車の走行

0.2% 【総排出量内訳】 

（単位：t-CO2） 

⚫ 電 力…2,853.8 

⚫ ガ ス…786.0 

⚫ Ａ 重 油…178.9 

⚫ ガ ソ リ ン…155.1 

⚫ 灯 油…138.7 

⚫ 軽 油…63.9 

⚫ 自動車の走行…7.7 

※小数点第二位以下は四捨五入のた

め割合と合わない場合がある 
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施設別の「温室効果ガス総排出量」の割合（平成２５年度）を見ますと、小学校・中学校等が全

体の 41.6%を占め、次いで市役所取手庁舎が 12.8%、公民館・図書館等が 12.6%と続いて

います。 

 

図 3-2 施設別の「温室効果ガス総排出量」の割合（平成２５年度） 

 

表 3-2 施設別の温室効果ガス総排出量及び排出割合一覧（平成２５年度） 

※小数点第二位以下は四捨五入のため合計が合わない場合がある 

 

小学校・中学校等

41.6%

市役所取手庁舎

12.8%

公民館・図書館等

12.6%

市役所（藤代庁舎・

分庁舎・戸頭窓口）

7.0%

消防署等

6.4%

その他

6.2%

幼稚園・

保育所…

給食センター

5.8%

保健福祉関係施設等

1.6%

施設一覧 排出量 排出割合 

小学校・中学校等 1,738.9 41.6% 

市役所取手庁舎 535.3 12.8% 

公民館・図書館等 527.5 12.6% 

市役所 

（藤代庁舎・分庁舎・戸頭窓口） 
293.4 7.0% 

消防署等 266.3 6.4% 

幼稚園・保育所等 259.3 6.2% 

その他 253.6 6.1% 

給食センター 242.3 5.8% 

保健福祉関係施設等 67.4 1.6% 

温室効果ガス総排出量 4,184.1 100.0% 
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2-３ 「温室効果ガス」の総排出量及び考察 

本市の事務及び事業に伴う温室効果ガス総排出量は、平成２６年度から減少し、平成 27 年度

に最小（3,612.5 t-CO2）となりました。その後平成２８年度、平成２９年度と増加しましたが、

平成３０年度以降の温室効果ガス総排出量は、やや減少し、令和５年度には３,７４１.６ t-CO2

（基準年度比１０.6%減）となっています。 

温室効果ガスが増加した主な要因としては、平成２８年度以降、小中学校の普通教室にエアコ

ンが設置されたことや公用車の使用台数及び走行距離の増加等が挙げられます。その中でも最

も大きな増加要因としては、本市の事務及び事業に伴う温室効果ガス総排出量の約 70%を占

める電力の温室効果ガス排出係数（以下、「排出係数」という。）の増加が考えられます。 

 

 

図 3-3 「温室効果ガス総排出量」の推移 

 

ここで、電力の温室効果ガス排出量と電力の使用量に着目してみます。電力の温室効果ガス

排出量は、平成２６年度から減少し、平成２７年度に最小（2,496.0 t-CO2）となりましたが、平

成２８年度から増加し始め、平成２９年度には急激に増加して 2,923.2 t-CO2（基準年度比

17.1%増）となっています。また、「電力」における排出係数も、電力の温室効果ガス排出量とほ

ぼ同様に推移しています。その一方で、電力使用量は平成２５年度から令和 5 年度までおおむね

横ばいで推移しています。このことから、電力調達の契約をする際に電力の排出係数が高い電

力会社（小売電気事業者）と契約した年度は電力の温室効果ガス排出量が増加していることが

分かります。 

電力の排出係数は、電力会社（小売電気事業者）が所有する発電所（火力、水力、原子力、太陽

光等）の稼働状況や発電設備の高効率化等を基に算定されます。例えば、電気使用量が同じで

ある場合、排出係数が高いか、低いかによって温室効果ガス排出量は変化します。つまり、排出

係数が低い電力会社（小売電気事業者）と契約することで排出量の削減が可能となります。 

したがって、今後、電力会社（小売電気事業者）との契約を締結する場合には、電気料金単価

のみならず、排出係数が低い電力会社（小売電気事業者）との契約や温室効果ガスが発生しない

再生可能エネルギーの導入等が必要になります。 
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図 3-4 「電力」における温室効果ガス排出量の推移 

 

 

図 3-5 「電力」における排出係数の推移 
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 ３ 3 温室効果ガス総排出量の削減目標 

3-１ 削減目標 

国の「地球温暖化対策計画」では、温室効果ガス総排出量の削減目標として「令和１２年度にお

いて平成２５年度比４６%削減」を掲げています。また、地方公共団体の事務及び事業の多くが

該当する「業務その他の部門」については、平成２５年度比５１%削減と、更に高い目標が掲げら

れています。 

本計画の温室効果ガス総排出量の削減目標については、国の「業務その他の部門」における

削減目標に準じ、令和１２年度までに基準年度（平成２５年度）比で５１%削減し、温室効果ガス総

排出量を 2,０５０.２t-CO2 にすることを目標とします。 

また、2025 年度までに基準年度（平成２５年度）比で 12%削減し、3,682.0t-CO2 にする

ことを中間目標とします。 

 

表 3-3 温室効果ガス総排出量の削減目標 

 
 
 

 

項 目 
基準年度 

（平成２５年度） 
中間目標年度 
（令和７年度） 

目標年度 
（令和１２年度） 

温室効果ガスの 

総排出量 
4,184.1t-CO2 3,682.0t-CO2 2,０５０.２t-CO2 

削 減 率 

（基準年度比） 
― 12% ５１% 

【温室効果ガス総排出量削減目標】 

基準年度（平成２５年度）比 
令和１２年度までに ５１%削減 を目指します。 

【削減目標に対する基本的考え方】 

① 取組を確実に実行するとともに、国で目指す抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開

発・普及などイノベーションによる解決等の取組と連携し排出量の削減に取り組む。 

② 削減目標達成のために、本計画だけでなく、市緑の基本計画や市公共施設等総合管理計画

などの計画と連携し統合的対応を通じて、取組体制を強化し排出削減に取り組む。 

③ 環境に配慮した事業者として、モデル的な役割を果たしていくことを目指す。 
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3-２ 削減量 

市の温室効果ガス総排出量のうち、約７０%が電力の使用に由来するものとなっているため、

市の温室効果ガス排出量は電力の排出係数の影響を強く受ける特徴があります。 

電力の排出係数については、電気事業連合会等で策定しています「電気事業における低炭素

社会実行計画」（2015 年７月公表）において、令和１２年度に排出係数 0.37kg-CO2/kWh を

目標に掲げています。 

そのため、令和１２年度における電力の排出係数が 0.37kg-CO2/kWh になったと想定した

場合、令和１２年度の削減目標のうち、電力使用量による温室効果ガス排出量の削減量は、

590.9t-CO2 見込むことができます。 

 

表 3-4 温室効果ガスの削減量 

削減要因 
削減量 

（令和 12 年度） 
基準年度排出量 
に対する削減率 

①電力の排出係数による削減 590.9t-CO2 14% 

②市の取組による削減 1,５４3.0t-CO2 ３７% 

合計（①＋②） 2,133.9t-CO2 ５１% 

 

 

 

図 3-6 温室効果ガスの削減量 
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 ４ 4 温室効果ガス排出量削減のための取組 

4-１ 取組の基本方針 

本計画における温室効果ガス排出削減に取り組む基本方針は次のとおり定めます。 

 

（1） 市全体による取組 

全庁が一丸となって温室効果ガス排出削減に努め、地球温暖化防止のため各課で、計画の推

進体制をつくり、個々の職員が積極的に削減行動を実施します。 

 

（2） 職員による省エネ行動の推進 

職員による省エネ行動を推進し、事務及び事業で使用されるエネルギーの中で、大きな割合

を占めている電気、都市ガスを主として、公用車で使用されるガソリン・軽油、その他設備機器

の燃料として使われている灯油・LPG 等の使用量の削減、運用方法の見直しに努めます。 

 

（3） 施設、設備の省エネ化・対策の推進 

設備の中で、エネルギー使用量の割合の大きい空調設備、照明設備等について、運用方法の

見直しを行い、省エネ化対策に取り組みます。また施設の新設、修繕を実施する際は、再生可能

エネルギーや環境負荷の少ない機器の導入を検討します。 

 

（4） 温室効果ガス削減に向けた間接的な取組 

温室効果ガス排出量を削減するために、関連する資源の使用量削減に取り組み、廃棄物の減

量・リサイクル、省資源、節水等の環境負荷の配慮に努めます。 

 

表 3-5 取組の方針 

取組の方針 取組内容 

１ 市全体による取組 
計画推進体制の整備 

職員の環境意識の向上 

２ 職員による省エネ行動の推進 省エネ行動の推進 

３ 施設・設備の省エネ対策の推進 

省エネルギーに関する取組 

施設整備の推進 

設備の省エネ対策等の推進 

４ 温室効果ガス削減に向けた間接的な取組 
ごみ減量・リサイクルの推進 

節水に関する取組 
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4-２ 取組の方向性 

温室効果ガス排出量を削減するには、照明機器や OA 機器等の適正管理による節電対策等、

職員一人一人の省エネ行動によるソフト面の取組が必要です。この取組を確実に実行するため

に、取組の周知、啓発を徹底し、温暖化防止に対する意識の向上を図ります。 

また、効果的に温室効果ガス排出量を削減するために、施設や設備等のハード面での取組が

重要です。しかし、これらの対策には費用を伴うことから、省エネ診断を活用するなど、費用対効

果を見極めながら、導入する設備、規模、時期等を検討し、有効な財源確保対策についても検討

しながら、取組を着実に推進します。 

4-３ 削減目標達成に向けた取組 

（1） 市全体による取組 

ア 計画推進体制の整備 

⑧ 地球温暖化対策推進本部を中心とした計画推進体制の整備と、PDCA サイクルによる継続

的な改善（詳細は第５章を参照） 

イ 職員の環境意識の向上 

⚫ 家庭においても省エネルギー等、環境に配慮した行動の実践 

⚫ 環境に関連した研修の受講等の積極的な自己啓発 

（2） 職員による省エネ行動の推進 

ア 省エネ行動の推進 

⚫ クールビズ、ウォームビズの実施 

⚫ 冷暖房温度の適正化（室内温度：冷房時 28℃、暖房時 20℃） 

⚫ 冷暖房使用の場所、使用時間の適正管理 

⚫ 家電製品や自動車などの機器の購入、更新時にはトップランナー

基準を参考に省エネルギー性能の高い機器を導入 

⚫ パソコン等の OA 機器は、省エネモードを設定し、長時間使用しな

いときは、主電源を切る 

⚫ 待機電力を削減するため、スイッチ付電源タップを活用 

⚫ 退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることの確認 

⚫ ノー残業デー（毎週水曜日）の徹底 

⚫ 事務室以外の照明は、使用後「消灯」の徹底 
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⚫ 照明が不要な時間帯・場所の消灯を徹底 

⚫ 環境に配慮した物品の購入 

⚫ COOL CHOICE の推進 

⚫ エレベータ使用時の 2 アップ 3 ダウン運動＊の推進 

⚫ 公共交通機関の利用促進や公用車の相乗りの励行 

⚫ 低燃費で安全を考えたエコドライブの実践 

（3） 施設・設備の省エネ対策の推進 

ア 省エネルギーに関する取組 

⚫ 環境に配慮した契約（グリーン契約＊）の推進 

⚫ 改修時における長寿命化（省エネ）整備の推進 

⚫ 公共施設の建築、改修時における省エネルギー及び再生可能エネルギー設備導入の推進 

⚫ 省エネ診断の実施と診断結果に基づくエネルギー運用の改善 

⚫ EMS＊（エネルギーマネジメントシステム）導入の検討 

イ 施設整備の推進 

⚫ 設計段階における省エネ設備機器導入の検討 

⚫ 施設更新時における建築物の断熱構造化や採光・通風の最適化 

⚫ 屋上緑化等の自然をいかした省エネ建築物の導入の検討 

⚫ 公共施設等への緑化推進 

⚫ 公共施設の運用改善によるエネルギー使用量等の削減 

⚫ 公共施設の設計から建設、運用、解体にいたるまでの環境負荷に配慮した整備の推進 

ウ 設備の省エネ等の推進 

⚫ 空調、照明器具等の定期的な点検、清掃 

⚫ ブラインドやカーテン等の有効活用、夏季の緑のカーテン設置の推進 

⚫ 計画的に経年劣化によって効率が低下した設備を入替え 

⚫ LED 照明等高効率照明器具への切り替えや照明制御システムなどの採用を検討 

⚫ 機器のフロン等の漏えい防止や適切な拡散防止対策の実施 

⚫ 公用車の定期的な点検・整備の実施 

⚫ 公用車の適正配置 
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⚫ 大気汚染物質の排出が少ないなどの環境にやさしい次世代自動車の導入 

（4） 温室効果ガス削減に向けた間接的な取組 

ア ごみ減量・リサイクルの推進 

⚫ 割り箸、紙コップ、レジ袋等の使用をやめ、マイ箸、マイボトル、マイバ

ッグ使用の徹底 

⚫ 物品の調達時は、事業者に対しこん包の簡素化を要請 

⚫ 両面コピー、両面印刷、集約印刷等による紙使用量の削減 

⚫ 資料の簡略化やファイリング等の文書共有化による紙使用量の削減 

⚫ 内部資料作成時のコピーや印刷は、ミスコピー用紙の裏面使用を徹底 

⚫ ごみ分別の徹底による庁内ごみ排出量の削減 

⚫ 庁内システム等を活用したペーパーレス化の推進 

⚫ 落葉、草、枝などの再資源化の推進 

⚫ 生ごみ堆肥化の推進 

⚫ 新聞紙、段ボール、雑誌、雑紙等、資源物の再資源化の徹底 

⚫ 廃棄文書の再資源化の徹底 

⚫ 公共施設の建設・改修時における建設資材廃棄物のリサイクル率向上 

⚫ 環境に配慮した物品等の調達を推進 

イ 節水に関する取組 

⚫ 洗浄や手洗い時等の節水の徹底 

⚫ 散水用の水等は可能な限り雨水や再利用水を使用 

⚫ トイレの自動水栓化（小便器・洗面手洗い）による節水の実施 

⚫ 公共施設の建築、改修時における雨水タンクや再生水利用設備導入の検討 
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第4章 取手市地域気候変動適応計画 

 

ここでは、「気候変動適応法」第12条に基づく、本市の自然的経済的社会的状況に

応じた、気候変動適応に関する施策の推進を図るため、国及び茨城県の気候変動適

応計画を勘案し、「取手市地域気候変動適応計画」を策定しました。 
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１ 1 気候変動の現状・予測 

1-１ 取手市の気候変動の現状 

（１） 年平均気温・最高気温・最低気温 

本市の最寄りの気象観測所である我孫子観測所における年平均、最高、最低気温は短期的な

変動を繰り返しながら上昇しています。本市には利根川及び小貝川が市域を流れているため、

河川の影響により、緩やかな気温上昇にとどまっている可能性も推察されます。また、年平均気

温は40年間で約0.6℃上昇しています。 

なお、日本の平均気温の上昇率は100年間で1.28℃の割合で上昇しています（気候変動監

視レポート2021（気象庁）より）。 

※直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示している。 

出典：気象庁 HP 過去の気象データ検索 我孫子 年ごとの値 主な要素を基に作成 

（２） 真夏日・猛暑日 

真夏日（日最高気温が３０℃以上）、猛暑日（日最高気温が35℃以上）いずれの年間日数も、長

期的に増加傾向が予測されており、40年間で真夏日が約15日、猛暑日が約３日増加していま

す。 

  

図 4-2 真夏日・猛暑日日数の経年変化（昭和 57（1982）年～令和３（2021）年） 

※直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示している。 

出典：気象庁 HP 過去の気象データ検索 我孫子 年ごとの値 主な要素を基に作成 
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（３） １時間降水量 

  気 象 庁 の 「 日 本 の 気 候 変 動   

2025」によると、国内では１時間

降水量50mm以上の非常に激しい

雨の年間発生回数は増加していま

す。また大雨や短時間強雨の頻度

が増加し、強度も強まる傾向である

一方で雨の降らない日数も増加し

ており、雨の降り方が極端になって

いることが報告されています。本市

においても将来、 １時間降水 量

50mm以上の年間発生回数は増

加する可能性があります。 

※直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示している。 

出典：気象庁 HP 過去の気象データ検索 我孫子 年ごとの値 主な要素を基に作成 

 

 

 

1-２ 気候変動の将来予測  
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気候変動の将来予測については、RCP（Representative Concentration Pathways：
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びRCP6.0シナリオ）という、４つのシナリオ（予測）が示されています。 
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図 4-3 １時間降水量 50mm 以上の発生回数の経年変化 
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出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト IPCC 第５次評価報告書特設ページ 

「将来予測における『RCP シナリオ』とは？」(https://www.jccca.org/ipcc/ar5/rcp.html)  

 

 

 

 

 

 

（２） 茨城県と本市の気候変動の将来予測 

茨城県と本市の気候変動の将来予測は、環境省及び国立環境研究所が運営するウェブサイト

「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」の気候変動の観測・予測データを用いて、

NIES2019 データの「MIROC５」により 21 世紀末の将来予測を記載しています。 

① 日平均気温 

県全体の日平均気温は、RCP2.6シナリオでは約１℃高くなり、RCP8.5シナリオでは、約

５℃高くなるなど、本市も同様の傾向が予測されています。 
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図 4-4 茨城県・取手市日平均気温 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 

(https://adaptation-platform.nies.go.jp) 

② 真夏日・猛暑日数 

県全体の真夏日（最高気温が30℃以上の日）の日数は、RCP2.6シナリオでは県北地区の一

部と鹿行地区が約20日増加し、本市は約30日増加すると予測されています。また、RCP8.5

シナリオでは、県北の一部で約30～50日、鹿行地区の沿岸では約50日増加し、本市では約

50日以上増加すると予測されています。 
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図 4-5茨城県・取手市真夏日 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 

(https://adaptation-platform.nies.go.jp) 

 

 

県全体の猛暑日（最高気温が35℃以上の日）の日数は、RCP2.6シナリオでは、県北地区

の一部で約10日増加し、本市を含むそれ以外の地区では約20日増加すると予測されていま

す。また、RCP8.5シナリオでは、県北地区の一部で約20～30日増加し、県央地区及び鹿行

地区では約40日増加、本市を含む県南地区と県西地区は約50日増加すると予測されてい

ます。 
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図 4-6 茨城県・取手市猛暑日 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 

(https://adaptation-platform.nies.go.jp) 

 

 

③ １時間 50mm 以上の降水日数 

県全体の将来の１時間降水量50mm以上の発生日数は、RCP2.6シナリオでは、約４日増加。

また、RCP8.5シナリオでは、約６日増加し、本市も同様の傾向が予測されています。 

 

厳しい温暖化対策を実施した場合 

（RCP2.6 シナリオ） 

追加の温暖化対策を実施しなかった場合 

（RCP８.５シナリオ） 

猛暑日 
約２０日増加 

猛暑日 
約５０日増加 
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図 4-7 茨城県・取手市１時間降水量 50mm 以上の降水日数 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 

(https://adaptation-platform.nies.go.jp) 
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④ 無降水日数 

県全体の無降水日（日降水量１mm未満）の発生日数は、RCP2.6シナリオでは県北地区の一

部で約2～10日増加し、本市を含むそれ以外の地区では約４日減少すると予測されています。   

また、RCP8.5シナリオでは、県の一部で約２日減少するところや約８日増加するところがあ

り、本市を含むそれ以外の地区では約４日減少すると予測されています。 

 

 

図 4-8 茨城県・取手市無降水日数 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 

(https://adaptation-platform.nies.go.jp) 

 

 

 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/


 

 

第４章 取手市地域気候変動適応計画 

92 

２ 2 適応に関する基本的な考え方 

2-１ 国や県の影響評価結果  

国では、気候変動適応法第７条に基づき、政府としての「気候変動適応計画」を平成30

（2018）年11月に策定し、令和３（2021）年10月に見直し（気候変動適応法第８条による）を行

っています。 

国の「気候変動適応計画」では、「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自

然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」の７つの分野について、現状

と将来の気候変動の影響に基づく、気候変動適応の基本的な施策が示されています。 

このため、環境省は「気候変動適応計画」の見直しに向けて、おおむね５年ごとに国全体の「気

候変動影響評価」（気候変動適応法第10条による）を行っています。 

「気候変動影響評価」では、前述した７分野について、より細かな71項目を、既存の文献や気

候変動及びその予測結果等を活用して、「重大性」、「緊急性」、「確信度」の観点から評価を行っ

ています。 

一方、茨城県においても、国の「気候変動適応計画」や「気候変動影響評価」を参照しつつ、茨

城県の気候変動適応計画（茨城県地球温暖化対策実行計画第６章、平成29（2017）年３月改定）

が策定されています。取手市地域気候変動適応計画においても、これらとの整合性を担保しつ

つ策定しました。 

 

    

農業・林業・水産業 水環境・水資源 自然生態系 自然災害・沿岸域 

   

 

健康 産業・経済活動 国民生活・都市生活  

図 4-9 国の気候変動影響評価 ７分野 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト 
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2-２ 取手市で対策を進めるべき分野の整理 

本市の地域特性を考慮して気候変動への適応を進めていくに当たって、国の気候変動影響評

価方法を踏襲しつつ、以下の２つの観点から、本市が今後重点的に取り組む分野・項目を選定し

た結果は次のとおりです。 

（１）：国の「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」に

おいて、「重大性」、「緊急性」、「確信度」が特に大きい、高いと評価されており、本市に存在する項目。 

（２）：（１）には該当しないが、本市において気候変動によると考えられる影響が既に生じている、あるい

は本市の地域特性を踏まえて重要と考えられる分野・項目。 

分野 大項目 小項目 
国の評価 選定 

理由 重大性 緊急性 確信度 

農業・ 
林業・ 
水産業 

農業 

水稲 ○ ○ ○ （１） 

野菜等 ◇ □ 〇 （１） 

病害虫・雑草等 ○ ○ 〇 （１） 

農業生産基盤＊ 〇 〇 〇 （１） 

水環境・ 
水資源 

水環境 河川 ◇ △ □ （１） 

自然 
生態系 

陸域生態系 野生鳥獣の影響 〇 〇 □ （１） 

淡水生態系 河川 〇 △ □ （１） 

自然災害 

河川 
洪水 ○ ○ ○ （１） 

内水 〇 〇 〇 （１） 

崖・法面等 急傾斜地の崩壊等 ○ ○ ○ （１） 

その他 強風等 ○ ○ △ （２） 

健康 
暑熱 熱中症・死亡リスク等 ○ ○ ○ （１） 

感染症 節足動物媒介感染症＊・他 ○ ○ △ （２） 

産業・ 
経済活動 

製造業 
製造業 ◇ □ □ （１） 

食品製造業 〇 △ △ （１） 

市民生活 
都市生活 

都市インフラ、 
ライフライン等 

水道、交通等 ○ ○ ○ （１） 

その他 
暑熱による生活への影響

等 
○ ○ ○ （１） 

 

 

【重大性】○：特に重大な影響が認められる ◇：影響が認められる     －：現状では評価できない 

【緊急性】○：高い △：中程度 □：低い －：現状では評価できない 

【確信度】○：高い △：中程度 □：低い －：現状では評価できない 
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３ 3 将来の気候変動影響と主な対応策について 

ここでは、「２ 適応に関する基本的な考え方」で選定した分野・項目について、項目ごとに（１）これ

までに生じている影響及び将来予測される影響、（２）影響に対する適応策、（３）影響に対する現在の

取組について記載します。 

なお、適応策は、計画策定時点での「将来予測される影響」（出典：環境省気候変動影響評価報告書

（令和４（2022）年３月概要版））に基づくものであるため、各研究機関等と連携しながら、より適し

た適応策の検討を進め、適宜見直していくこととします。 

 

3-１ 農業・林業・水産業  

3-1-1 水稲 

水稲は本市の耕地面積の約97％を占める主要な作物です。夜間の高温によ

り乳白米＊（白未熟粒＊）の発生が見られ、このまま気温が上昇していくと、品質

低下だけでなく収量も減少する可能性があります。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

1. 高温により白未熟粒が発生し、一等米比率＊低下等の品質低下が見られます。農家のヒ

アリングからも乳白米（白未熟粒）の発生が確認されています。 

 

白未熟粒（左）と整粒（右） 

出典：茨城県における気候変動影響と適応策 -水稲への影響-茨城大学、茨城県地域気候変動適応センター共著 増冨祐司氏 

■ コメの収量は気温の適度な上昇や二酸化炭素の増加に伴い、光合成が促進され近い将

来までは収量が増えますが、更なる気温の上昇により高温化が進むと、収量が減少に転

じる可能性があります。 

■ 気温の上昇によるイネの「高温障害」（日中で約35℃、夜間で約30℃を超える）が発生

する可能性があります。 

■ 日照や降水の変化による生産性の変動が、気温による影響を上回る可能性があります。 
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（２） 影響に対する適応策 

⚫ 高温化への対応 ： 栽培管理の高度化や管理方法の変更（水や施肥管理の徹底・最適化）

の継続的実施 

⚫ 精度の高い長期の天気予報等を利活用した水稲栽培のスマート農業化＊ 

⚫ おいしく暑さに強く耐候性に優れる多収イネ品種＊の導入や品種変更（現存品種）の検討 

⚫ 気候変動に適応した水稲栽培システム農業に向けた生産者への支援 

⚫ 気候変動の影響予測や気候変動に適応した水稲栽培に関する情報提供 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ JA茨城みなみ営農経済部担い手支援センターでは、市域を含む県南地域において、国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が育成した高温耐性・耐倒伏性・耐病性

に優れた良食味の「にじのきらめき」の作付けを推奨しています。 

◆ 茨城県では大粒で高温下でも品質が安定したオリジナル早生品種＊ 「ふくまる」 を育成

し、 平成25（2013）年からは一般栽培を行っています。 

◆ 水稲に関する情報収集に努め、気候に適応する水稲栽培を推進しています。 

 

藤代地区の圃場 
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3-1-2 野菜等 

野菜等は本市の耕地面積の約２％を占めています。露地野菜、葉菜類、果菜類

等の様々な野菜が栽培されており、夏季の栽培時には高温による収穫期の早期

化や生育障害の発生頻度の増加等が確認されています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 露地野菜では、気温の上昇による収穫期の早期化や生育障害の発生頻度の増加が確認

されています。 

➢ 葉菜類 ： 生育不良や生理障害等 

➢ 果菜類 ： 着果不良や生育不良等 

➢ 根菜類 ： 生育不良や発芽不良等 

◼ 冬季では、気温上昇により燃料費の減少が期待できます。 

◼ 花き＊では、高温による開花の前進・遅延や生育不良がみられます。 

◼ 夏季では、生育の停滞と栽培期間の短縮による生産性低下の発生が増加する可能性が

あります。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 高温化への対応 ： 栽培管理の高度化や管理方法の変更（水や施肥管理の徹底・最適化）

の継続的実施 

⚫ 露地野菜 ： 地域の気候変動に適正な品種の選択、栽培時期の調整、病害虫の適期防除 

⚫ 施設野菜 ： 高温対策（換気・遮光の適切化、地表面温度上昇抑制マルチ＊、細霧冷房、

循環扇）の推進 

⚫ 精度の高い長期の天気予報等を利活用した野菜栽培等のスマート農業化 

⚫ 気候変動に適応する野菜栽培等に向けた生産者への支援 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 精度の高い長期の天気予報、高温や冠水害に対応した情報を収集・提供し、気候変動へ

の適応策を推進しています。 
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3-1-3 病害虫・雑草等 

気温の上昇は、病害虫や雑草の発生・分布地域の拡大等の変化をもたらしま

す。茨城県では、令和２(2020)年に初めて「ナラ枯れ＊」による樹木の枯死が発

見され、本市においても令和４(2022)年に初めて確認されました。また、「雑

草イネ＊」の分布拡大、カメムシ等による農業被害の増加が確認されており、全

国的な傾向が本市でも確認されています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 茨城県の県南地域では、イネカメムシ＊やクモヘリカメムシ＊による水稲の食害＊が増加

しています。 

◼ ハウストマト栽培でコナジラミ＊の発生が増加しています。 

◼ コメの品質低下の原因となる雑草イネの発生が一部で確認されています。 

◼ 全国的な影響としてカメムシ類の分布域拡大がみられ、茨城県でも確認されています。 

◼ 病害 ： 二酸化炭素濃度や気温の上昇による被害の増大が予測されています。 

◼ 害虫 ： 被害の増加、発生地域の拡大、防除のための労力の増大が予測されています。 

◼ 雑草 ： 気温上昇により分布拡大・発生増加が予測されています。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 広域的な情報と知見、事例の収集による予防措置等の指導 

⚫ 茨城県農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所)との連携を強化 

⚫ 国、県、民間事業者等との情報ネットワークの構築 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ カ メ ム シ 類 に よ る 食 害 は 令 和 ３

（2021）年が最も影響を受けました

が、令和４（2022）年は農薬散布など

の防除対策を強化して減少させていま

す。 

◆ 病害虫の発生情報や防除に関する情報

提供を行っています。                   クモヘリカメムシ（海老澤悦子氏提供） 
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3-1-4 農業生産基盤 

近年大型化する台風等による強風でハウス栽培等が被害を受けやすく、また

日照りの日数増加等で農業用水の管理が求められることが予測されています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 台風によるビニールハウスの倒壊が発生しています。 

◼ まとまった降水日が増加する一方で、日照りが増えています。 

◼ 全国の排水機場＊で、大雨・洪水による年間のポンプ運転時間が増大しています。 

◼ 台風や竜巻、局所豪雨の発生が増大する可能性があります。 

◼ 降雨の増加により低平地の排水不良、土壌浸食＊、農業水利施設＊の管理等に影響が発

生する可能性があります。 

◼ 洪水や渇水といった降水量の変動幅が増大する事象が頻発する可能性があります。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 国や県の支援事業を活用し、被災者に助成を行うことによる営農継続の支援 

⚫ 降水強度＊等を見直し、排水路、ため池、排水機場の強靱化を推進 

⚫ 災害に強い農業施設等の整備 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 被災したビニールハウス再建のため、国の交付金を活用し再建費用の助成を行い、早期

営農再開のための被災者支援を実施しています。 

◆ セーフティネット施設園芸共済等への加入を推進しています。 
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3-２ 水環境・水資源  

3-2-1 河川 

利根川流域や小貝川流域に位置する本市は豊かな水資源の恩恵を受け、飲料

水や農業用水、食品製造業を始めとした産業への需要も満たしています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 国土交通省によると、利根川流域の水量や水質に対して取水元である河川への影響は

みられません。 

◼ 水温の上昇により DO（溶存酸素量）＊が低下し、水中の好気性微生物＊の活動が鈍って

腐敗臭がする等の影響が予測されています。 

◼ 降水量の増加による河川流量の変化は、下流に流される土砂の生産量と浮遊砂量＊の増

加につながると予測されています。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 河川管理者による水質汚濁の監視の継続 （長期モニタリングを実施し、変容を監視） 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 毎年、茨城県で県内各域の「公共用水域及び地下水の水質測定結果＊」を公表していま

す。 

◆ 河川の水質汚濁の監視を継続し、持続可能な資源として保全しています。 

 

 

利根川 
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3-３ 自然生態系 

3-3-1 野生鳥獣 

気温の上昇は野生鳥獣の生息適地を拡大させる可能性があり、全国的に今

までみられなかった野生鳥獣の発生や被害が報告されています。本市におい

てもイノシシ・アライグマ等による被害が近年報告されています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

2. 日本全国でニホンジカやイノシシの分布が拡大し、市域でも目撃されています。 

⚫ イノシシによる被害は河川敷内の限定的な被害が報告されていましたが、近年は水田等

の農地にも被害が拡大しています。 

⚫ 外来種*であるアライグマは、全国的に増加しており、生態系への影響や感染症の媒介等

の恐れがあります。市域では、農作物被害、生活環

境被害等が報告されています。  

⚫ 市では、アライグマを令和2（2020)年度33頭、令

和３（2021）年度40頭、令和４（2022）年度は12

月時点で101頭捕獲しており、今後も捕獲数の増

加が予測されます。 

捕獲されたアライグマ（取手市撮影）  

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 市域の生物多様性＊の把握及び保全と外来種等による影響の抑止 

⚫ 目撃や被害の報告を監視し、その生態の分析を基に対策を実施 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 保護や保全の対象の選定や被害状況の調査等の生物体多様性に関する対応について検

討しています。 

◆ 野生鳥獣に関する情報提供をしています。 

◆ 外来種による被害拡大を防ぐ「防除」と被害を発生させないための「予防」に取り組んで

います。 

◆ 国、県や近隣自治体などの関係機関と連携して、外来種被害を防止するための取組を行

っています。 
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3-3-2  淡水生態系（河川） 

河川水温の上昇により、生物の生育・生息適地が変化し、繁殖期間等の生態系

に影響を及ぼす可能性があります。それにより外来種の分布域の拡大や冷水魚

が生息可能な河川の減少が予測されています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 降水パターンの変化によって、大規模な洪水の頻度が増加することにより細粒土砂が増

加し、河床の生物に影響を及ぼす可能性があります。 

◼ 気候変動に伴う水温の上昇、DO（溶存酸素量）の低下は、河川生物相＊に影響が及ぶ可

能性があります。 

◼ 平均気温が現状より３℃上昇すると、冷水魚の分布適域が現在の７割に減少することが

予測されています。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 市域の生物多様性の把握・保全と外来種等による影響の抑止 

⚫ 河川管理者による水質汚濁の監視の継続 （長期モニタリングを実施し変容の監視） 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 市域の生態系の把握や長期的な水質汚濁の監視を行っています。 

◆ 持続可能な生態系サービス＊の保全・発展等について情報収集をしています。 

 

 

 小貝川 
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3-４ 自然災害 

3-4-1 洪水 

気候変動による気温の上昇は、大気中の水蒸気量を増加させ、短時間強雨の頻発や台風の激

甚化をもたらします。利根川・小貝川流域に位置する本市でも、将来的に強雨の頻度や強度がさ

らに高まると、洪水や浸水被害の激甚化などの影響が高まることが予測されております。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 全国的に、浸水面積は経年的に減少傾向にありますが、氾濫危険水位＊を超過した洪水

の発生地点数は増加傾向にあります。 

◼ 河川敷では増水の予報に従い公園設備等を事前に撤去避難させなければなりません。 

◼ 令和元（2019）年東日本台風時は河川敷浸水のため、漂着物や土砂堆積等公園施設が

被害を受けています。 

◼ 気候変動により、極端な降水の発生頻度や強度が増えた場合、治水施設＊の整備水準を

超え、被害を生じさせる可能性が増大しています。 

◼ 大雨が増加すれば、氾濫の発生確率が高まり、水害による甚大な被害が発生する可能性

があります。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 利根川水系河川整備基本方針（平成18（2006）年策定）、利根川水系利根川・江戸川河

川整備計画（平成25（2013）年５月策定）を基に、下流部の無堤箇所等の治水対策等の

継続 

⚫ 市地域防災計画＊に基づく取組の推進 

⚫ 河川敷の公園施設等、浸水に備えた対策・復旧 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 市地域防災計画を適時更新するとともに防災に関する予防・訓練を行っています。 

◆ 洪水ハザードマップを作成し、市民に周知啓発をしています。 

◆ 住民一人ひとりのマイ・タイムライン（防災行動計画）＊の作成を促進するため、出前講座

等を実施しています。 

◆ 令和４(2022)年度に総合防災マップ＊を更新し、災害リスクの周知や災害に備えた準

備・心構え等について掲載することで、防災意識の醸成を図っています。 
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◆ 地域コミュニティ防災の取組として、地区タイムライン＊の作成に関する周知啓発をして

います。 

◆ 増水時の耐久性が実証されている「折り畳み式の東屋」を河川敷に設置しています。 

 

 

マイ・タイムライン（防災行動計画） 

 
 

 

 

 

 

 

コラム 

「マイ・タイムライン」は住民一人ひとりのタイムラインであり、台風の接近によって河川の

水位が上昇するときに、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、まとめた

ものです。 時間的な制約が厳しい洪水発生時に、行動のチェックリストとして、また判断の

サポートツールとして、効果を発揮します。しかし、洪水は自然現象であるため、マイ・タイム

ラインがあれば常に安全ということではなく、その都度、台風・降雨・河川の状況等を考慮し

て判断する必要があります。 
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3-4-2 内水 

利根川及び小貝川流域内に位置する本市は、河川増水の際に内水排除能力＊

を超える大雨が発生した場合、内水による浸水被害に見舞われる可能性があり

ます。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 全国各地で発生する、気候変動による短時間の集中降雨や線状降水帯＊の発生頻度が高

まり内水氾濫＊の可能性が増大しています。 

◼ 水害被害額に占める、内水氾濫による被害額の割合は、全国では約40％であり、都市部

ではそれを上回る割合となっています。 

◼ 令和３（2021）年に市街地や住宅地での床上浸水による被害が22件発生しています。 

◼ 現行計画で下水道を整備した場合、21世紀末には排水が間に合わず、内水氾濫による

浸水範囲・深さが増大し、影響を受ける人口が増加する可能性があります。 

◼ 都市部では、人口の密集や施設の集中的な設置、地下空間等が存在するため、氾濫・浸

水に対する特有の脆弱性があり、その影響は大きくなります。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 高密度な市街地での雨水排水計画の見直しを検討 

⚫ 排水ポンプや排水管の更新時や新規敷設する場合、将来の影響に対応する性能を付加 

⚫ 側溝清掃等の点検維持管理の習慣化 

⚫ 河川管理者・下水道管理者等と連携しての内水対策の推進 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 平成28（2016）年に改築竣工した戸田井排水機場にて、内水被害が大幅に軽減されま

した。 

◆ 常設されている排水ポンプ等の適正な維持管理を行っています。 

◆ 線状降水帯の影響による危機管理等を題目とした講義を市で主催し、年３回実施してい

ます。 

◆ 近年あらわれている増水ポイントに対し臨時的に排水ポンプ等を設置しています。 

◆ 内水ハザードマップを作成し、周知啓発を実施しています。 
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 内水実績ハザードマップ コラム 

河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られた内側の土地（人が住んでいる場所）にある

水を「内水」と呼びます。 

大雨が降ると、側溝・下水道や排水路だけでは降った雨を流しきれなくなることがあった

り、支川が本川に合流するところ等で、本川の水位が上昇すると、本川の外水が小河川に逆

流することもあったりします。また、近年、短い時間で大量の雨が降る「ゲリラ豪雨」等によ

り、内水の水はけが悪くなり、溢
あふ

れ出る「内水氾濫」が起こることがあります。 

本市では、こうした内水氾濫の被害を軽減するために、過去に市内で内水氾濫が発生した

と通報のあった場所等を示した「取手市内水実績ハザードマップ」を作成しています。 

また、本市では洪水ハザードマップ（利根川・小貝川）や土砂災害ハザードマップを作成し、

ホームページへ掲載しています。 
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3-4-3 急傾斜地の崩壊等 

市域では土砂災害警戒区域＊が32箇所指定されています。気候変動の影響に

伴う連続的な降雨や集中豪雨により発生する急傾斜地の崩壊に注意が必要で

す。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 大雨の出現頻度と土砂災害の発生数は増加傾向にあり、その関連性については疑う余

地はありません。 

◼ 市内で軽微なのり面＊の崩れ等土砂崩れが散見されています。 

◼ 崩壊・がけ崩れ・土砂流出等の頻発、斜面周辺地域の社会生活への影響が予測されます。 

◼ ハード対策やソフト対策の効果の相対的な低下、被害の拡大が予測されます。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 土砂災害ハザードマップの周知啓発 

⚫ 急傾斜地の崩壊リスクに関する情報発信 

⚫ 盛土行為への適切な指導・対応 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 土砂災害ハザードマップを作成し、周知啓発をしています。 

◆ 災害リスクを考慮した土地利用、住まい方、土砂災害特別警戒区域＊内では建築物の構

造規制を指導しています。 
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3-4-4 強風等 

台風の強度増大による強風被害のリスクが高まっており、気象庁の「日本の気

候変動2025」によると、将来的に日本付近の台風強度は強まり、降水量も増加

すると予測されています。台風は現時点で気候変動との因果関係は確認されて

いませんが、激甚化する気象災害への適応が必要です。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 令和元（2019）年に発生した令和元年東日本台風は、市内でも建物や工作物の損壊や

飛散、多数の倒木被害が発生しています。 

◼ 気候変動に伴って強風や強い竜巻、台風等の強い熱帯低気圧の増加等が予測され、強風

被害を増加させる可能性があります。 

◼ 気候変動により強い竜巻を発生させるスーパーセル（巨大な積乱雲）の発生頻度が高く

なることで、強風や竜巻が増加し、それに伴う被害が発生する可能性があります。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 市地域防災計画に基づく取組の推進 

⚫ 精度の高い天候予測等の情報収集と迅速な情報発信 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 災害復旧に対する補助制度等による助成を行っています。 
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3-５ 健康 

3-5-1 熱中症・死亡リスク等 

真夏日の増加に伴い熱中症の発生が増加しています。今後、気温の上昇が進

めば熱中症による死亡リスクは増大していきます。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 全国的に気温上昇による超過死亡者数（直接・間接を問わずある疾患により総死亡者数

がどの程度増加したかを示す指標）が増加傾向にあります。 

◼ 熱中症搬送者は平成30（2018）年の夏に最多となりましたが、防災無線、アラート発令

や様々な広報啓発活動の結果、翌年は減少に転じました。 

◼ 気温上昇により心血管疾患による死亡者数や、暑熱による高齢者の死亡者数が増加す

ることが予測されています。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 熱中症の予防や高温環境下での行動等の注意点の周知継続 

⚫ 重症度の熱中症への対応を訓練に取り入れ、死亡リスクの軽減 

⚫ 消費電力が少ない高効率なエアコン等への転換を推進、正しい使い方の啓発 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 防災無線やアラート発令による注意喚起を実施しています。 

◆ 広報啓発活動による予防措置を推進しています。 

 

図 4-10 取手市熱中症搬送件数 
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3-5-2 節足動物媒介感染症・他 

気候変動による気温の上昇や降水パターンの変化は、感染症を媒介する節足

動物（蚊やダニ等）の分布可能域＊や個体群密度＊、節足動物媒介感染症の流行

地域や患者発生数に影響を及ぼす可能性があります。また、インフルエンザや手

足口病、水痘等の感染症類の発症リスクと関係しています。ただし、発症には社

会的要因＊、生物的要因＊の影響もあります。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 気温の上昇により、温暖な地域を好むマダニ種が東北地域で報告されています。 

◼ デング熱＊を媒介するヒトスジシマカ＊の生息域が平成28(2016)年に青森県まで拡大

していることが確認されています。 

◼ 気温の上昇は、蚊類の世代数が増加することで、居住環境における蚊の個体数が増加

し、蚊の生息密度が高まる可能性があります。 

◼ 気温の上昇により、都市部の雨水マスは冬期に氷結することがなくなり、蚊が幼虫で越

冬する可能性があります。 

◼ 都会の大都市部及びその周辺地域の平均気温が上昇すれば、蚊体内でのウイルスの増

殖がより活性化する可能性があります。 

◼ 気温の上昇により、海外から持ち込まれる蚊やマダニが国内に定着する可能性がありま

す。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 国や県の関係機関と連携しながら、感染症の発生動向を注視し、感染症発生時の速やか

な注意喚起及び普及啓発 

⚫ 節足動物の媒介感染症については、幼虫の発生源対策及び成虫の駆除、防蚊・防ダニ対

策に関する注意喚起 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 感染症に対する取組を継続的に実施しています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症＊の発生動向を注視し、国・県の情報を把握しながら、医療機

関との連携を強化し、感染状況に応じた対策を実施しています。 
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3-６ 産業・経済活動 

3-6-1 製造業、食品製造業 

気候変動による気温の上昇や降水パターンの変化は、農作物を原料とする製

品への品質影響、強い台風等の影響によるエネルギー供給の不安定化や商業活

動の低下、保険損害の増加等への影響を及ぼします。さらにサプライチェーン＊

等を含む企業活動に影響を及ぼしていることが明らかになっています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 気候変動による製造業への影響の研究事例は少数ですが、水害による経済的損失が発

生しており、大雨発生回数の増加による水害リスクの増加が指摘されています。 

◼ 製造業では、サプライチェーン等海外の影響が国内製造業に影響を与えると報告されて

います。 

◼ 農畜水産物を原材料とする食品製造業では、農作物の品質悪化や収量減、災害によるサ

プライチェーンを通じて、原材料調達や品質に影響を与えている事例が報告されていま

す。 

◼ 夏季の気温上昇から冷房による電力負荷が増大し、電力の安定供給に影響を及ぼす予

測がされています。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 自然災害への対応として、停電時においてもエネルギーを確保できる地産地消型の電力

インフラ・システムの強靱化を促進 

⚫ 企業等の被害軽減や早期の業務再開を図るため、BCM＊や BCP＊対策の強化 

⚫ 持続的かつ安定的な原材料の調達に向けたサプライチェーンにおけるロスの削減 

⚫ 調達先の多様化やバックアップの検討 

⚫ TCFD＊提言のガイダンス、取組事例を踏まえた気候関連の情報開示の取組 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ エシカルな消費への取組やライフサイクル全体での資源循環の取組により地域経済の循

環＊を推進しています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染爆発を受け、現在様々な製造品における、国

内での内製化＊が進んでいます。同様に気候変動への適応を念頭に置いた、世界的なサ

プライチェーンの見直しも大手企業を中心に民間レベルで検討されています。 
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3-７ 市民生活・都市生活 

3-7-1 水道、交通等 

「3-4-2 内水」の内容と重複しますが、降水パターンの変化により都市インフ

ラやライフラインが影響を受けています。区域によっては抜本的な対策が要求さ

れ、「新しいまちづくり」の必要性が求められています。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 気温上昇に伴い、道路のアスファルトにわだちの発生がみられます。 

◼ 集中豪雨やゲリラ豪雨等による、道路冠水が近年頻発しています。 

◼ 利根川や小貝川等の一級河川は、大雨や集中豪雨の後、水位が下がるのに時間を要する

ため、注意が必要な状況です。 

◼ 気候変動による短時間強雨や渇水の頻度の増加、強い台風の増加等は、交通・電力・通

信・水道・廃棄物処理等の様々なインフラ・ライフラインへ被害を及ぼす可能性がありま

す。 

◼ 水道インフラでは河川の微細浮遊土砂の増加による水質管理への影響が予測されます。 

◼ 交通インフラでは道路のメンテナンス、改修、復旧に必要な費用の増加が予測されます。 

◼ 気象災害による、廃棄物の適正処理への影響が予測されます。 

◼ 洪水や内水氾濫による水害廃棄物の発生が予測されます。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 高密度な市街地の雨水排水・下水道計画の将来に対する見直しを検討 

⚫ 河川管理者による水質汚濁の監視 （長期モニタリングを実施し変容を監視） 

⚫ 国、県、民間事業者との情報ネットワークの構築 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 土のう袋、パイロン、バリケード等の安全資材の備蓄等の対応を行っています。 

◆ 資機材準備を事前に行い、冠水場所においてポンプ等により水を強制的に外部に排出し

ています。 

◆ 国土強靱化計画＊等に基づく橋りょうの長寿命化を実施しています。 

◆ 道路管理から出る、リサイクル材・再生砕石の利用、街路樹のチップ化等のたい肥化＊等

を実施しています。 
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3-7-2 暑熱による生活への影響等 

現在、本市の市街地ではヒートアイランド現象＊はみられていませんが、今後首

都圏からの地の利を生かした都市計画を推進するに当たり、市街地の高層化や

過密化が進むと同時に、気候変動による気温の上昇がヒートアイランド現象を引

き起こす要因になると考えられます。 

（１） これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

◼ 気候変動による気温上昇によって都市部では、ヒートアイランド現象により昇温＊が加わ

り、熱ストレス＊が増大し、熱中症リスクの増加にとどまらず、発熱・吐き気又はおう吐等

による搬送者数の増加、睡眠阻害＊や睡眠障害有症率＊の上昇、暑さによる不快感、屋外

活動への影響等、都市生活における生活環境に影響を及ぼしています。 

◼ 日本のヒートアイランド現象は、中小都市では100年当たりの気温上昇が1.5℃である

のに対し、主要な大都市の気温上昇は2.6～3.2℃になり、気候変動による気温上昇に

ヒートアイランドの進行による気温上昇が重なっていることが確認されています。 

◼ 熱ストレスの増加に伴い、疲労感・寝苦しさといった健康への影響がより強まります。 気

温上昇に伴い、人が快適に感じる気温、湿度等の温熱環境は、都市生活に大きな影響を

及ぼすことが懸念されます。加えて、温熱環境の悪化は、事業者の労働生産性低下につ

ながり経済損失の発生が予測されます。 

◼ 気温上昇が顕著化していない地方都市でも、今後、顕著化することが予測されます。 

（２） 影響に対する適応策 

⚫ 都市における緑地・水面はヒートアイランド現象の緩和に効果があるため、市街地に緑化

や水辺の創出を推進 

⚫ 新しい交通網を検討、公共交通機関の利用を促進 

⚫ 地域的に気温を下げるための「風の道＊」を活用した「新しい都市づくり」の推進 

（３） 影響に対する現在の取組 

◆ 公共交通機関の利用を促進しています。 
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第5章 計画の推進体制・進捗管理 

 

 ここでは、計画の推進体制・進捗管理について記載します。 
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１ 1 計画の推進体制 

1-１ 推進体制及び進捗管理 

市民・事業者・市の協働と連携により、各主体が一体となって本計画の推進を図ります。 

 (１) 取手市地球温暖化対策推進本部 

本計画の推進体制は、効率的な推進と全庁的な合意形成を図るため、副市長を本部長とし本

部員を部長職で構成する「取手市地球温暖化対策推進本部」において、総合的・計画的に取組を

進めます。 

 

 (２) 取手市環境審議会 

本市では、環境の保全及び創造に関する基本的事項等を調査・審議し、市長に提言する機関

として、「取手市環境審議会」を設置しています。市は、毎年度の温室効果ガスの排出状況や施策

の進捗状況、目標の達成状況等について審議会に報告を行い、計画の策定や変更に係る意見を

聴取し、審議会の意見の反映に努めます。 

 

 (３) 市民・事業者・市等の各主体との協働・連携 

本計画の推進のためには、市民・事業者等の協力が不可欠であるため、地球温暖化や気候変

動に関する周知啓発を行うことにより、環境意識の醸成を図り、共に環境に配慮した行動を実

践していきます。 

 

 (４) 国・県及び他自治体等との協力・連携 

地球温暖化対策・気候変動適応策は広範囲に及ぶ環境問題であることから区域を越えて広域

的連携を進めていくことが必要となります。計画の推進に当たり、環境省が主宰する気候変動

適応関東広域協議会との連携はもとより、国・県・自治体、その他関係機関との緊密な協力・連

携を図ります。 
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図 5-1本計画の推進体制 
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２ 2 計画の進行管理 

本計画の進行管理は、PDCAサイクルを基本とし、「取手市環境基本計画」と進行管理と整合

性を図ります。 

具体的には、庁内の検討組織である「地球温暖化対策推進本部」において、取手市の地球温暖

化対策の状況などを定期的に点検・評価し、これらの結果を公表するとともに、市長の諮問機関

である「取手市環境審議会」への報告を行い、これに基づく意見・提言を受けたうえで計画を見

直し、必要な取組を実施していきます。 

 

 

 

 

図 5-2 計画の推進と進行管理体制
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第２章 1-2 温室効果ガス排出量の現状の算定方法は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策

定・実施マニュアル（算定手法編）（令和４年３月環境省大臣官房環境計画課）」（以下、「環境省マニュ

アル」という）に基づき推計しました。 

（１） 産業部門 

１） 製造業 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-1 産業部門（製造業）における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

※炭素と二酸化炭素の分子量の比（以下同じ） 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の CO２排出量 － 

C 茨城県 茨城県の製造業炭素排出量 都道府県別エネルギー消費統計 

D１ 茨城県 茨城県の製造品出荷額等 

工業統計※ 

D2 取手市 取手市の製造品出荷額等 

※地方公共団体の製造品出荷額等は、工業統計における該当年度の「市区町村編」の値を用います。 

 

 

 

※ 
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２） 建設業・鉱業・農林水産業 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-2 産業部門（建設業・鉱業・農林水産業）における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の CO２排出量 － 

C 茨城県 茨城県の炭素排出量 都道府県別エネルギー消費統計 

Ｅ１ 茨城県 茨城県の従業者数 

経済センサス※ 

Ｅ2 取手市 取手市の従業者数 

※令和元(2019)年度の経済センサス（基礎調査）では、新規に把握した事業所の従業員数のみが調査対象となっており、全事業所

の従業員数を把握することができないため、平成 26（２０１４）年度の経済センサス（基礎調査）を使用しています。 
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（2） 業務その他部門 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-3 業務その他部門における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の CO２排出量 － 

C 茨城県 茨城県の炭素排出量 都道府県別エネルギー消費統計 

Ｅ１ 茨城県 茨城県の従業者数 

経済センサス※ 

Ｅ2 取手市 取手市の従業者数 

※令和元(2019)年度の経済センサス（基礎調査）では、新規に把握した事業所の従業員数のみが調査対象となっており、全事業所

の従業員数を把握することができないため、平成 26（２０１４）年度の経済センサス（基礎調査）を使用しています。 
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（3） 家庭部門 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-4 家庭部門における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の CO２排出量 － 

C 茨城県 茨城県の炭素排出量 都道府県別エネルギー消費統計 

F１ 茨城県 茨城県の世帯数 
住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び

世帯数 
F2 取手市 取手市の世帯数 
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（4） 運輸部門 

1） 自動車 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-5 自動車部門における全国按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市のエネルギー起源 CO２排出量 － 

G 全国 全国の自動車車種別炭素排出量 総合エネルギー統計 

H１ 全国 全国の自動車車種別保有台数 
市区町村別自動車保有車両台数統計※１ 

市町村別軽自動車車両数※２ 
H2 取手市 取手市の自動車車種別保有台数 

i 車種（旅客、貨物） － 

※１一般財団法人自動車検査登録情報協会 

※２一般社団法人全国軽自動車協会連合会 

 



 

  

資料編 

123 

２） 鉄道 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-6 運輸部門（鉄道）における全国按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の CO２排出量 － 

G 全国 全国の鉄道における炭素排出量 総合エネルギー統計 

J１ 全国 全国の人口 

住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び

世帯数調査 
J2 取手市 取手市の人口 
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（5） 廃棄物分野 

  ① 推計フロー 

 

図 資 1-7 廃棄物分野における推計フロー図 
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 ② 推計式 

 

 

 

記号 定義 データ 

EM 取手市 取手市における一般廃棄物中の焼却に伴う 

非エネ起 CO２排出量 
－ 

K１ 取手市 一般廃棄物のプラスチックごみの焼却量 常総地方広域市町村圏事務組合 

K２ 取手市 

一般廃棄の焼却量に占める割合 

プラスチックごみ：18.1% 

繊維くず:6.65% 

平成14-16年度に実施された全国の自

治体における湿ベースの実測データ

（2,050件）の単純平均値：環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策部調べ 

K３ 取手市 一般廃棄中の固形分割合：80% 

環境省「平成16年度廃棄物の広域移動

対策検討調査及び廃棄物等循環的利用

量実態調査報告書（廃棄物等循環的利用

量実態調査編） 

K４ 取手市 繊維くず中の合成繊維の割合:53.2% 
乾燥ベース：繊維製品の国内需給データ

に基づき設定：地方公共団体実行計画策

定・実施マニュアル（算定手法編） 

K５ 取手市 一般廃棄物中の合成繊維の焼却量 常総地方広域市町村圏事務組合 

L 
排出係数 プラスチックごみ：2.77 

繊維くず：2.29 

地方公共団体実行計画策定・実施マニュ

アル（算定手法編）5-2-4廃棄物分野 

ｍ プラスチックごみ、繊維くず － 
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資料 2 資料2 市域の温室効果ガス排出量からの将来推計方法 

第２章 2-1 将来推計は以下の算定式により実施しました。また、環境省「区域施策編」目標設定・

進捗管理支援ツールも参考にしています。 

 

■ 計算式  

 

 
 

表 資 2-1 現状すう勢ケースの温室効果ガス排出量  単位：千 t-CO2 

部門・分野 

実績値 予測値 

平成 25 年度 

（基準年度） 

令和元年度 

（現状年度） 

令和 12 年度 

（目標年度） 
基準年度比 

産業部門 617 545 538 -12.8% 

業務その他部門 151 103 97 -35.7% 

家庭部門 187 154 157 -16.0% 

運輸部門 154 138 136 -11.6% 

廃棄物分野 
（一般廃棄物） 

13 10 10 -23.1% 

合 計 1,122 950 939 -16.3% 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 出典：環境省「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツールを基に推計 
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資料３ 資料3 将来の温室効果ガス排出量の削減目標の算定方法 

第２章 3-1 将来の温室効果ガス排出量は以下の算定式により実施しました。また、環境省「区域

施策編」目標設定・進捗管理支援ツールも参考にしています。 

■ 算定式の例 

（産業部門） 

 

        表 資 3-1 温室効果ガス総排出量の削減目標          単位：千 t-CO2 

部門・分野 

平成25年度 
（基準年度） 

排出量 
実績値 

② 

令和元年度 
（現状年度） 

排出量 
実績値 

令和12年度（中期目標） 
各部門の排出量の目安 

（平成25年度比） 

部門別 
排出量の 
算定結果 

① 

部門別 
目標 

削減量 

③ 

国温対計画に

記載された削

減目標の割合 

④ 

エネルギー起源 CO2 1,109 940 594.7 514.3 -46％ 

 

産業部門 617 545 368.3 248.7 -40％ 

業務その他部門 151 103 70.5 80.5 -54％ 

家庭部門 187 154 59.3 127.7 -68％ 

運輸部門 154 138 96.6 57.4 -37％ 

非エネルギー起 CO２ 13 10 11.2 1.8 -14% 

 廃棄物分野（一般廃棄物） 13 10 11.2 1.8 -14% 

合 計 1,122 950 605.9 516.1 -46％ 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。     出典：環境省「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツールを基に推計 

※削減目標については国の地球温暖化対策計画概要にある部門別の割合を参考に、不足分については廃棄物分野を除く各部門に

２％程度上乗せし、全体として基準年度比 46％削減としました。 
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資料４ 資料4 再エネの導入ポテンシャル 

第２章 3-2 ロードマップにおける基本目標 2 （１）再エネの導入推進 ②本市の再エネの導入ポテ

ンシャルについて、環境省「REPOS」から導き出したポテンシャルマップとなります。 

 

 

図 資 4-1 REPOS「市域の太陽光発電のポテンシャルマップ」 

 

図 資 4-２ REPOS「市域の熱利用の地中熱利用のポテンシャルマップ」 
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資料５ 資料5 各再生可能エネルギーの前提条件 

第２章 3-2基本目標2 （2）再エネ１００％電力の利用拡大における、表2-12市域の再エネによる

発電電力量は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和４年３

月環境省大臣官房環境計画課）」（以下、「環境省マニュアル」という）に基づいた環境省「取手市自治

体排出量カルテ」を参考にしています。 

 

再生可能エネルギー 
設備利用率 

（％） 

年間時間 

（ｈ） 
備考 

太陽光発電（10kW 未満） 13.7 8,760   

太陽光発電（10kW 以上） 15.1 8,760   

風力発電 24.8 8,760   

出典 

経済産業省 調達価格等算定委員会「平成29年度以降の調達価格等に関する意見」 

（平成28年12月13日） 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20161219002_01.pdf 

 

再生可能エネルギー 
設備利用率 

（％） 

年間時間 

（ｈ） 
備考 

水力発電 60.0 8,760 小水力発電 

地熱発電 80.0 8,760  

バイオマス発電 80.0 8,760  

出典 

内閣府「コスト等検証委員会報告書」（2011年12月19日） 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy09/pdf/20111221/hokoku.pdf 
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資料６ 資料6 市域における電力使用量 

第２章 3-2 基本目標 2 （4）市域の電力使用量の現状推計方法は、「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和４年３月環境省大臣官房環境計画課）」（以下、「環

境省マニュアル」という）に基づき推計しました。 

（１） 産業部門 

１） 製造業 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-1 産業部門（製造業）における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の製造業電力使用量 － 

C 茨城県 茨城県の製造業電力使用量 都道府県別エネルギー消費統計 

D１ 茨城県 茨城県の製造品出荷額等 

工業統計※ 

D2 取手市 取手市の製造品出荷額等 

※地方公共団体の製造品出荷額等は、工業統計における該当年度の「市区町村編」の値を用います。 
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２） 建設業・鉱業・農林水産業 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-2 産業部門（建設業・鉱業・農林水産業）における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の電力使用量 － 

C 茨城県 茨城県の電力使用量 都道府県別エネルギー消費統計 

Ｅ１ 茨城県 茨城県の従業者数 

経済センサス※ 

Ｅ2 取手市 取手市の従業者数 

※令和元(2019)年度の経済センサス（基礎調査）では、新規に把握した事業所の従業員数のみが調査対象となっており、全事業所

の従業員数を把握することができないため、平成 26（２０１４）年度の経済センサス（基礎調査）を使用しています。 
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（2） 業務その他部門 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-3 業務その他部門における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の電力使用量 － 

C 茨城県 茨城県の電力使用量 都道府県別エネルギー消費統計 

Ｅ１ 茨城県 茨城県の従業者数 

経済センサス※ 

Ｅ2 取手市 取手市の従業者数 

※令和元(2019)年度の経済センサス（基礎調査）では、新規に把握した事業所の従業員数のみが調査対象となっており、全事業所

の従業員数を把握することができないため、平成 26（２０１４）年度の経済センサス（基礎調査）を使用しています。 
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（3） 家庭部門 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-4 家庭部門における都道府県別按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の電力使用量 － 

C 茨城県 茨城県の電力使用量 都道府県別エネルギー消費統計 

F１ 茨城県 茨城県の世帯数 
住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び

世帯数 F2 取手市 取手市の世帯数 
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（4） 運輸部門（鉄道） 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-5 運輸部門（鉄道）における全国按分法の推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

記号 定義 統計名 

EM 取手市 取手市の鉄道における電力使用量 － 

G 全国 全国の鉄道における電力使用量 総合エネルギー統計 

J１ 全国 全国の人口 
住民基本台帳に基づく人口・人口動態及

び世帯数調査 

J2 取手市 取手市の人口 
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（5） 廃棄物分野 

  ① 推計フロー 

 

図 資 6-6 廃棄物分野における推計フロー図 

 

 ② 推計式 

 

 

 

記号 定義 

EM 取手市 取手市の電力使用量 

C 常総環境センター 常総環境センターの構成市別ごみ搬入量 

E 取手市 取手市のごみ搬入量 

F 常総環境センター 常総環境センターの買電量 
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◼ 常総地方広域市町村圏事務組合    常総環境センター 

 

図 資 6-7 構成市別ごみ搬入量（令和６年度） 

出典：常総地方広域市町村圏事務組合ＨＰ 

 

図 資 6-1 構成市別ごみ搬入量（令和６年度）           単位：ｔ 

区分 常総市 取手市 守谷市 つくばみらい市 合計 

可燃 7,822 20,260 12,801 9,133 50,016 

不燃 1,331 3,287 2,275 1,822 8,715 

資源（生ごみ含む） 649 1,899 1,585 926 5,059 

粗大 275 794 536 406 2,011 

有害 11 29 15 14 69 

合計 10,088 26,269 17,212 12,301 65,870 

全体割合 15.3% 39.9% 26.1% 18.7% 100% 

 

※ 構成市別ごみ搬入量より取手市の割合を算出。 
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◼ 取手市の電力割合 

 

図 資 6-8 電気使用量の推移 

 出典：常総地方広域市町村圏事務組合ＨＰ 

 

 令和元年  

買電 ５１８ 万 kWh 

 5,180,000 kWh 

取手市の割合 41%  

 1,135,700 kWh 

 1,136 MWh 

※ 環境センターの買電量に取手市の割合を掛け電力使用量を算出。 
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資料 7 資料7 市の地域特性 

1 気象 

令和２（２０２０）年の本市の月別平均気温は８月に最も高く28.2℃、1月と12月が最も低く

6.3℃となります。月別降雨量は7月に最も多く176.5ｍｍ、12月に最も少なく8.5ｍｍとなり、

年間降雨量では1,067.6ｍｍです。 

 

図 資 7-1 取手市における令和４（２０２２）年月別の平均気温及び降雨量の状況 

出典：統計とりで（取手市） 

 

2 人口及び世帯数 

本市の人口は令和4（２０２2）年10月1日現在106,071人（住民基本台帳）です。世帯数は

50,354世帯であり、平均世帯人員は2人となっています。人口は1970年代にかけて住宅団地

の開発によって急増しました。旧藤代町と合併した平成17（2005）年以降は人口が減少し、世帯

数は増加傾向にあります。 

 

図 資 7-2 人口及び世帯数の推移 
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出典：統計とりで（取手市） 

3 自動車保有台数 

本市の自動車保有台数は、乗用が最も多く全体の80％を占めていますが、全体的に微減で推

移しています。 

 

図 資 7-3 自動車保有台数の経年変化 

出典：統計とりで（取手市） 

 

4 産業 

工業統計調査の産業中分類統計によると製品出荷額等では平成27（2015）年から平成28

（2016）年にかけて約400億円増加し、その後は減少傾向にありましたが近年増加傾向に転じて

います。一方で、事業所数では平成27(2015)年から減少し令和２年度から増加に転じました。 

 

図 資 7-4 事業所数及び製品出荷額等の経年変化 

出典：工業統計調査（平成 23(2011),27(2015)年は経済センサス活動調査） 
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5 一般廃棄物量 

本市の平成28（2016）年度から令和4（2022）年度までのごみ種類別排出量では、平成

30(2020)年以降増加傾向で令和３年度から減少傾向に推移しています。令和4（2024）年度

におけるごみ排出量は31,232ｔであり、家庭系ごみが82％を占めています。 

 

図 資 7-5 種類別排出量の経年変化 

出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査結果 

6 土地利用 

令和4（２０２2）年１月現在の地目別土地利用を見ると、総面積69.94ｋｍ2のうち、田が

28.9％、畑が8.3％と農地が全体の4割弱を占め、宅地は20.3％となっています。 

平成25（2013）年と比較すると田、畑、山林、その他が減少し、宅地、雑種地が増加しています。 

 
 

図 資 7-6 地目別土地利用 

出典：統計とりで（取手市） 
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資料 8 資料8 市民・事業者アンケート結果の概要 

1 調査の目的 

本計画の策定に先立ち、市民や事業者の地球温暖化、省エネルギー、気候変動、SDGｓの取組に

対する考えや意見を把握し、本計画の策定に反映することを目的に小学生、小学生の保護者、市内

事業所を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

2 調査の概要 

アンケートの対象、期間、調査方法等は、次のとおりです。 

表 資 8-1 アンケート調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象 
市民 

市内事業所 
小学 5 年生 小学 5 年生保護者 

配布数 720 72０ 
106 

（無作為抽出） 

回収数 522 ３８０ ４７ 

回収率 72.5% 52.8% 44.3% 

調査方法 学校へ配布・回収及びＷＥＢ回収 
郵送配付・郵送回収 

及びＷＥＢ回収 
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3 設問の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

問1 ・地球温暖化への関心 問1 ・地球温暖化への関心 問1 ・地球温暖化への関心

問2 ・気候非常事態宣言への関心 問2 ・気候非常事態宣言への関心 問2 ・気候非常事態宣言への関心

問3
・地球温暖化や省エネに関する
 知識や情報の入手先

問3
・地球温暖化や省エネに関する
 知識や情報の入手先

問3
・地球温暖化や省エネに関する
 知識や情報の入手先

問4 ・市が取り組むべきこと 問4 ・地球温暖化に対する考え 問4 ・地球温暖化に対する考え

問5
・地球温暖化対策の取り組み
 状況

問5 ・地球環境を守る行動 問5 ・市が取り組む目標・方針

問6
・地球温暖化防止を積極的に取
 り組むための情報

問6 ・市が取り組むべきこと 問6 ・市が取り組むべきこと

問7 ・地球温暖化防止に向けた行動 問7 ・地球温暖化に向けた行動

問8
・地球温暖化対策の取り組み状
 況

問8
・地球温暖化対策の取り組み状
 況

問9
・地球温暖化防止を積極的に取
 り組むための情報

問7
・省エネルギーの取り組みにつ
 いて

問9 ・再生可能エネルギーへの関心 問1０ ・再生可能エネルギーの導入

問8
・市が再生可能エネルギーを導
 入する目的

問10 ・家庭での省エネルギー 問1１
・省エネ設備や再生可能エネル
 ギーの理由

問9 ・再生可能エネルギーの導入 問1２
・省エネ設備や再生可能エネル
 ギーを導入できない理由

問10
・省エネ設備や再生可能エネル
 ギーを導入できない理由

問1３
・市が再生可能エネルギーで優
 先的に必要なもの

問1４
・市が再生可能エネルギーで力
 を入れるべきところ

問1５
・市の再生可能エネルギーのセ
 ミナーなどへの参加の意思

問16
・市のエネルギー関連事業につ
 いての提案

問17
・その他、エネルギーへの意見・
 提案

問11 ・適応策への関心 問11 ・適応策への関心 問18 ・適応策への関心

問12
・市が優先的に進めて行くべき
 適応策

問12
・市が優先的に進めて行くべき
 適応策

問19
・市が優先的に進めて行くべき
 適応策

問13 ・気候変動の影響 問13 ・気候変動の影響 問20 ・地球温暖化の影響

問14 ・将来心配な気候変動の影響

問14 ・ＳＤＧｓへの関心 問15 ・ＳＤＧｓへの関心 問21 ・ＳＤＧｓへの関心

問15 ・ＳＤＧｓ17の目標への関心 問16 ・ＳＤＧｓ17の目標への関心 問22 ・ＳＤＧｓ17の目標への関心

③気候変動

④ＳＤＧｓ

市民 小学5年生 事業者

①地球温暖化

②省エネルギー
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4 アンケート調査結果 

（１） 市民アンケート 

(ア) 回答者の属性（保護者） 

【性別】N=380 【年齢】N=380 【職業】N=380 

   

 

 

(イ) 市民アンケート 

① 地球温暖化 

問１ 
あなたは地球温暖化に対してどの程度関心を持っていますか。 

あてはまるものを１つ選んでください。  

 

 N=380 

 

 

 

 

 

女性

86.8%

男性

12.6%

無回答

0.5%

40代

63.2%

30代

29.2%

50代

5.8%

20代

0.5%

60代

0.5%

無回答

0.5%

70代

0.3%

パート・アルバイト

37.6%

会社員・公務員

36.8%

家事従事

15.3%

無職

4.5%

自営業（その他）

2.9%

無回答

1.3%

自営業

（商業）

0.8% その他

0.5%

農林業

0.3%

ある程度関心がある

60.0%

関心がある

26.3%

あまり関心がない

11.8%

全く関心がない

1.1%
無回答

0.8%
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問 2 

あなたは取手市が地球温暖化対策に取り組む決意として、令和２年８月３日「取手市気

候非常事態宣言」を表明したことについて知っていますか。 

あてはまるものを１つ選んでください。 

 

 N=380 

 

問 3 
あなたは、地球温暖化問題についてどこで知りましたか。 

あてはまるもの全てを選んでください。 

 

 N=380 

 

全く知らない

66.3%

聞いたことはあるが、

あまり知らない

23.7%

少しは知っている

8.2%

よく知っている

1.1%
無回答

0.8%

0 50 100 150 200 250 300 350

無効

無回答

市が行うイベントやセミナーなど

その他

どこからも得ていない

地域団体やその活動を通じて

市の広報紙・ホームページ・Facebook・Twitter

勤務先・取引先など仕事を通じて

家族や友達・知人による口コミ

子どもの学習教材など

新聞・雑誌・書籍

インターネット（市の公式以外）

テレビ・ラジオ
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問４ 
あなたは、地球温暖化対策、脱炭素社会の実現に向けて、市としてどのようなことに取り

組んだらよいと考えますか。あてはまるものを３つまで選んでください。 

 

 N=380 

 

 

0 50 100 150 200

その他

無回答

無効

市民、団体などによる率先した地球温暖化防止活動の促進

わからない

地球温暖化防止に役立つ技術開発

道路混雑の解消やコンパクトシティなどが達成された、低炭素

型まちづくりの推進

地球温暖化についての情報提供や広報活動の促進

環境に配慮した企業活動、産業活動の促進

コミュニティバスなどの公共交通機関の利便性の向上

二酸化炭素を吸収する植樹や樹林の維持管理の促進や森林の

育成の推進

学校や地域などにおける環境学習の充実

電気自動車や燃料電池車などのクリーンエネルギー自動車の

普及促進

自転車で走りやすい環境の整備（自動車からの移動手段の転

換）

省エネ家電や省エネ住宅の普及促進

地球温暖化対策を行うことが家計の助けになるような経済の

仕組みづくり

省エネ機器や自然エネルギーを利用する設備の導入への支援

（補助金の交付など）

プラスチックのリサイクルや使用削減など、資源の有効利用の

促進

公共施設を中心とした太陽光発電、風力発電、太陽熱利用な

ど、再生可能エネルギーの率先導入
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問５ 
家庭で取り組みができる温暖化防止対策の取り組み状況や意向について、各設問に対し

あてはまるものを 1 つ選び番号に〇をつけてください。 

 

 N=380 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

環境保全に関する地域活動に参加した

エコカー（PHV、EV）への買い替えを実施した

マイカーの利用を控え、積極的に自転車や公共交通機関を

利用している

エネルギーの見える化機器や家計簿などにより、毎日また

は毎月の光熱費を把握して、エネルギー消費量削減の工夫を

行っている

自宅に太陽光発電設備や太陽熱利用温水器を導入している

夏季にグリーンカーテンやすだれなど、日射を遮へいする工

夫をしている

夏季に冷房を使用する際は28℃以上に。冬季に暖房を使

用する際は、20℃以下に設定する

エアコンやパソコンなどの電気製品を長時間使わないとき

は、コンセントからプラグを抜く

自宅に高効率給湯器（エネファーム、エコキュート、エコ

ジョーズなど）を導入している

二重サッシ、複層ガラスの利用や壁の断熱化など、建物の断

熱性能を高めている

家電製品等を購入する際は、省エネ性能の高い製品を購入

している

車を運転するときは、エコドライブ（「ふんわりアクセル」や

「加減速の少ない運転」など）に努めている

家庭内電灯（すべてまたはリビングなどの主な居室）はLED

電灯を使用している

冷蔵庫への詰めすぎや、必要以上の開閉に気を付ける

お風呂での省エネに取り組んでいる（家族が続けて入る、こ

まめにふたをする、シャワーの出しっぱなしをやめる等）

こまめな節電（見えないテレビは消すなど）に取り組んでい

る

エコバッグや買い物かごを活用している

取り組んでいる 今後は実施してみたい 取り組んでいたが辞めた 取り組む予定はない 無回答
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問 6 
あなたが今後、地球温暖化防止に関する取り組みを（さらに）積極的に進めるためには、ど

のような情報があればいいと思いますか。あてはまるものを３つまで選んでください。 

 

 N=380 

②省エネルギー 

問

7 
家庭での省エネルギーへの取組みについて、あてはまるものを１つ選んでください。 

 

 N=380 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

無回答

活動している市民団体やNPO等

その他

シンポジウムや講習会の開催

原因・メカニズム

国や茨城県、取手市が行っている取組

支援する制度

生活に及ぼす影響・起きている現象・被害

具体的な取組やその効果

ある程度積極的に

取り組んでいる

64%

あまり積極的に取

り組んでいない

26%

積極的に取り組んでいる

7%

ほとんど取り組んでいない

2%
無回答

1%
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問 8 
取手市が再生可能エネルギーを導入するにあたって、どのような目的に力を入れるべきだ

と思いますか。あてはまるものを全て選んでください。 

 

 N=380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

観光と市のPRに役立てる

雇用や産業の活性化に結び付ける

魅力的なまちづくりのツール

施設の燃料費等を削減したり、作った電気を売ったりして収

入を得る

地域電力として発電した電気を地域に供給する

利用されていない資源や廃棄物とされているものを有効に

活用する

二酸化炭素の発生を減らし、地球温暖化や気候変動等を防ぐ

災害時の非常用電源として備える
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問 9 
あなたのご家庭で、具体的にどのような再生可能エネルギーを用いた設備や省エネルギー

につながる設備を導入していますか、もしくは導入したいと思いますか。 

 

 
N=380 

【導入予定はない】を選択した場合導入できない理由（いくつでも） 

 

 N=３８０ 

0 100 200 300 400

燃料電池自動車（FCV）

ペレットストーブ、薪ストーブ

天然ガスコージェネレーションシステム（エコウィル等）

電気自動車（EV）

小型風力発電システム

家庭用燃料電池システム（エネファーム等）

蓄電池

太陽熱温水器、太陽熱高度利用システム

電動バイク、電動アシスト自転車

ハイブリッド自動車（HV）・クリーンディーゼル自動車（CDV）

太陽光

温度差エネルギーを利用したヒートポンプシステム（エコキュート等）

断熱窓（ペアガラス、二重サッシ等）

すでに導入済み 導入を検討 導入予定はない 無回答

0% 50% 100%

燃料電池自動車（FCV）

ペレットストーブ、薪ストーブ

天然ガスコージェネレーションシステム（エコウィル等）

電気自動車（EV）

小型風力発電システム

家庭用燃料電池システム（エネファーム等）

蓄電池

太陽熱温水器、太陽熱高度利用システム

電動バイク、電動アシスト自転車

ハイブリッド自動車（HV）・クリーンディーゼル自動車（CDV）

太陽光

温度差エネルギーを利用したヒートポンプシステム（エコキュート等）

断熱窓（ペアガラス、二重サッシ等）

費用がかかる 特になし 効果に疑問がある

購入が面倒 選び方や購入方法が分からない 生活の利便さが下がる

無回答
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問１０ 
あなたのご家庭で省エネ設備や再生可能エネルギーを導入できない理由として、各設

問に対してあてはまるものを１つ選び番号に○をつけてください。 

 

 N=380 

③気候変動 

問１１ あなたは、この「適応策」についてご存じでしたか。 

 

 N=380 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

設置を検討する機会がない

国や県、市などからのサポートがあるのかなど、情報が不

足していて不安だ

設置後のトラブル（雨漏りや機械の故障など）が不安だ

設置について安心して相談できる販売業者が分からない

住んでいる住宅が共同住宅地や賃貸住宅なので設置が難

しい

住宅の構造上（耐震性や屋根の形状など）設置が難しい

省エネ設備や再生可能エネルギーの導入はお金がかかる

とてもそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない 無回答

知らない

72%

名前は知っている

21%

名前も内容も知っている

6%

無回答

1%
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問１2 
気候変動に対処するために市が優先的に進めていくべき適応策はどの分野だと考えま

すか。 

 

 N=380 

 

問１3 気候変動に関して既に現れていると思う影響はありますか。 

 

 N=380 

0 100 200 300

その他

無効

無回答

野生生物の減少や植生の変化など（生態系）

特にない

熱中症の増加や感染症の増加など（健康）

農作物の品質低下や収穫量の減少など（農業）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水など（自然災害）

0 50 100 150 200 250 300 350

無効

無回答

その他

いずれの影響も現れていない

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

降雪の減少や暖冬など（気候）

漁獲量の減少や魚種の移り変わり（水産業）

農作物の品質低下や収穫量の減少（農業）

熱中症や感染症の増加（健康）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）
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④SDGｓ 

問１４ あなたは SDGｓについて知っていますか。 

 

 N=380 

 

問１５ 
SDGｓ（持続可能な開発目標）の１７の目標のうち、関心があるものを全て選び番号に○

をつけてください。 

 

 N=380 

名前も内容も

知っている

54%

名前は知っている

32%

知らない

13%

無回答

1%

0 50 100 150 200 250 300

無効

無回答

興味がない

パートナーシップで目標を達成しよう

産業と技術革新の基盤を作ろう

つくる責任、つかう責任

ジェンダー平等を実現しよう

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

働きがいも経済成長も

陸の豊かさも守ろう

安全な水とトイレを世界中に

飢餓をゼロに

平和と公正をすべての人に

人や国の不平等をなくそう

海の豊かさを守ろう

気候変動に具体的な対策を

質の高い教育をみんなに

貧困をなくそう

住み続けられるまちづくりを

全ての人に健康と福祉を
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(ウ) 小学 5 年生 

①地球温暖化 

問１ 
あなたは地球温暖化に対してどの程度関心を持っていますか。 

あてはまるものを１つ選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

問２ 

あなたは取手市が地球温暖化対策に取り組む決意として、令和２年８月３日「取手市気候

非常事態宣言」を表明したことについて知っていますか。 

あてはまるものを１つ選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

 

 

ある程度関心がある

40%

関心がある

30%

あまり関心がない

21%

全く関心がない

8%

無回答

1%

全く知らない

64%
聞いたことはあるが、あまり知らない

23%

少しは知っている

9%

よく知っている

4%
無回答

0%
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問 3 
あなたは地球温暖化対策について、どこで知りましたか。 

あてはまるものを全て選び番号に○をつけてください。 

 

 N=５２１ 

 

問４ 
地球温暖化に対する考えについてそれぞれの質問で、あなたの考えに近いものを１つ

選び番号に○をつけてください。 

 

 N=５２１ 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

無回答

無効

その他

市の講座や体験学習を通じて

市の広報誌・ホームページ・Facebook・Twitter

環境展などのイベント

知らない

新聞・雑誌・図書館

家族や友達・知人から聞いた

インターネット（市の公式以外）

テレビ・ラジオ

学校で習った

0 100 200 300 400 500 600

地球環境を守ることよりも、生活を豊かにすることの方が大

切である

今の生活を変えない範囲で、地球環境を守る必要がある

今の生活が少し不便になっても、地球環境を守る必要がある

地球環境を守ることが最も大切である

そう思う あまり思わない そう思わない 分からない 無回答
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問５ 
地球環境を守ることに役立つ行動について、どのように考えますか。 

あなたの考えに近いものを1つ選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

問６ 
地球温暖化を防止するために取手市に対して何をしてほしいですか。 

あてはまるものを3つまで選んでください。 

 

 N=５２１ 

自分にできる身近なことから行動する

71%

積極的に行動する

10%

みんなの行動に合わせる

9%

わからない

7%

無回答

2% 今すぐ地球環境が悪化するわけではないので、

しばらく様子を見る

1%

0 50 100 150 200 250 300 350

無効

無回答

その他

市自らが環境に配慮した物品の購入などに取り組む

地球環境に関する調査や研究、二酸化炭素濃度の測定を

行う

地球環境を守るために活動している市民団体や学生団体

等を手助けする

太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を設置したと

きに支援する

工場やお店で二酸化炭素をあまり出さないように条例等

で定める

環境に関することを学ぶことのできる施設を作る

環境に関する教育を充実させる

パンフレットなどで幅広く地球環境問題について知らせる

公園などの市の緑を増やしたりする

ごみの排出量を減らすことやリサイクルを進める取り組み

を強化する
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問７ 
あなた自身の地球温暖化防止に向けた行動について、あてはまるものを１つ選び番号に○

をつけてください。 

 

 N=５２１ 

 

問８ 
あなたの家庭で日ごろから取り組んでいる温暖化対策について、各質問に対してあてはま

るものを１つ選んでください。 

 

 N=５２１ 

自分にできること、身近な

ことから行動する

76%

周囲の行動に合わせる

8%

しばらく様子を見る

7%

多少お金をかけてでも積

極的に行動する

4%

その他

3%

無回答

2%

0 100 200 300 400 500 600

使い捨て商品は買わないようにしている

買い物に行くときはエコバッグを活用している

ビン・缶・ペットボトルは分別して捨てている

水を出しっぱなしにしないで顔を洗ったり、歯磨きをして

いる

物は大切に使い、壊れたら修理するよう心掛けている

お風呂では家族が続けて入ったり、こまめにシャワーを止

めたりしている

マイボトル（水筒）を持参している

こまめな節電（人がいない部屋の電気やテレビを見ていな

いときは消すなど）

夏季に冷房を使用するときは28℃以上に。冬季に暖房を

使用するときは20℃以下に設定する

個冷蔵庫の開いている時間を短くし開閉の回数を減らすよ

うにする

日ごろから取り組んでいる 時々取り組むことがある 取り組んだことがない 無回答
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②省エネルギー 

問９ 
次の中に、あなたが見たこと、聞いたことがある再生可能エネルギーはありますか。 

あてはまるものを１つ選んでください 

 

 N=５２１ 

 

問１０ 
あなたのご家庭では、どんな省エネ情報があれば活用できそうですか。 

あてはまるもの全てを選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600

地熱発電

バイオマス発電

水力発電

太陽熱利用

風力発電

太陽光発電

実際に見たことがある 見たことはないけど知っていた 知らなかった 無回答 無効

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

無回答

必要ない

その他

無効

地域での省エネ関連イベント情報

省エネ家電の買い替え効果

省エネ家電の一覧

省エネ料理の作り方

分からない
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③気候変動 

問１１ あなたは、この「適応策」についてご存じでしたか。 

 
 N=５２１ 

 

問１２ 
地球温暖化に伴う影響（気候変動）に対処するために市が優先的に進めていくべき

適応策はどの分野だと考えますか。 

 

 N=５２１ 

 

 

知らない

61%

名前は知っている

31%

名前も内容も知っ

ている

7%

無回答

1%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

無回答

無効

その他

特にない

農作物の品質低下や収穫量の減少など（農業）

野生生物の減少や植生の変化など（生態系）

台風や梅雨前線などによる集中豪雨・洪水など（自然災害）

熱中症の増加や感染症の増加など（健康）
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問１3 
あなたが日常生活を送る中で、すでに表れていると思う影響はありますか。 

あてはまるものを全て選んでください。 

 
 N=５２１ 

 

問１４ 
気候変動の影響は、将来大人になったときに、もっと大きくなるといわれています。 

次の分野の中で心配なのはどの分野ですか。あてはまるものを全て選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

 

0 50 100 150 200 250

無回答

無効

その他

雪不足や紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

いずれの影響も現れていない

降雪の減少や暖冬など（気候）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

漁獲量の減少や魚種の移り変わり（水産業）

農作物の品質低下や収穫量の減少（農業）

台風や梅雨前線などによる集中豪雨・洪水（自然災害）

熱中症や感染症の増加（健康）

0 50 100 150 200 250 300 350

無回答

その他

産業・経済活動（大雨により工場や建物が浸水して、生産

や物流が止まってしまう）

国民生活・都市生活（大雨により下水道などがあふれてし

まう）

水環境・水資源（水温の上昇で海・湖・川の水質が悪化する、

雨が降らず水不足になる）

自然生態系（様々な生き物が暮らしにくくなり、絶滅の恐

れが高まる）

自然災害（大雨により土砂災害や浸水被害が増える）

健康（猛暑により熱中症患者が増える、病気をうつす蚊が

すむ地域が広がる）

農業・水産業（米や果物など農作物の品質が下がったり、

採れなくなる）
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④SDGs 

問１５ あなたは SDGs について知っていますか。あてはまるものを１つ選んでください。 

 

 N=５２１ 

 

問１６ 
SDGs（持続可能な開発目標）の17の目標のうち、興味があるものすべて選んでくださ

い。 

 

 N=５２１ 

名前も内容も知っている

61%

名前は知っている

25%

知らない

13%

無回答

1%

0 100 200 300 400

無効

無回答

興味がない

産業と技術革新の基盤を作ろう

パートナーシップで目標を達成しよう

働きがいも経済成長も

ジェンダー平等を実現しよう

質の高い教育をみんなに

気候変動に具体的な対策を

つくる責任、つかう責任

飢餓をゼロに

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

平和と公正をすべての人に

全ての人に健康と福祉を

住み続けられるまちづくりを

貧困をなくそう

安全な水とトイレを世界中に

人や国の不平等をなくそう

陸の豊かさも守ろう

海の豊かさを守ろう
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（２） 事業者 

(ア) 回答者の属性 

【業種】N=４７ 【従業員数】N=４７ 

  

【創業年数】N=４７ 【事業所形態】N=47 

  

【担当部署や担当者の設置】N=47 【ISO14001・エコアクション等の取得】N=47 

  

建設業

13%

小売業

13%

その他

13%

その他の

製造業

11%

食料品・飲料製造業

8%

運輸・通信業

9%

卸売業

9%

電気・ガス・熱

供給・水道業

6%

回答無し

4%

一般機械器具製造業

4%

サービス業

4%

電気機械器具等製造業

2%
農林業

2%
飲食店

2%

１０～２９人

21%

100 人以上

21%

５～９人

19%

５０人～99 人

17%

１～４人

9%

３０～４９人

9%

回答無し

4%

３０年以上

83%

回答無し

5%

１０年以上２０年未満

4%

２０年以上３０年未満

4%
２年未満

2%

５年以上１０年未満

2%

２年以上５年未満

0%

事務所・営業所

51%
工場・作業所

28%

その他

11%

回答無し

4%

店舗

4%
研究所

2%

設置していない

85%

担当部署はないが担

当者を設置している

9%

回答無し

4%
担当部署を設置している

2%

取得予定はない

55%わからない

21%

既に取得済み

11%

取得する予定

9%

回答無し

4%



 

 

資料編   

162 

【環境マネジメントシステムへの脱炭素導入】

N=47 

 

 

 

 

 

 

 

① 地球温暖化 

問１ 
地球温暖化に対してどの程度関心を持っていますか。あてはまるものを１つ選び番号に○を

つけてください。 

 

 N=４７ 

 

 

 

 

 

取り入れていない

81%

取り入れる予定

9%

取り入れている

6%

回答無し

4%

ある程度関心がある

45%

関心がある

43%

あまり関心がない

8%

無回答

4%
全く関心がない

0%
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問２ 

取手市が地球温暖化対策に取り組む決意として、令和2年8月3日「取手市気候非常事態

宣言」を表明したことについて知っていますか。あてはまるものを1つ選び番号に○をつ

けてください。 

 

 N=４７ 

 

 

 

問３ 地球温暖化や省エネに関する情報を主にどこから得ていますか。 

 

 N=４７ 

 

 

 

聞いたことはあるが、

あまり知らない

45%

全く知らない

36%

少しは知っている

11%

無回答

4%

よく知っている

4%

新聞・雑誌・書籍

28%

テレビ・ラジオ

25%

インターネット

（市の公式以外）

24%

勤務先・取引先など

仕事を通じて

14%

地域団体やその

活動を通じて

4%

家族や友達・知人による口コミ

2%

市の広報紙・ホームページ・

Facebook・Twitter

2%

子どもの学習教材など

1%
市が行うイベントやセミナーなど

0%
どこからも得ていない

0%その他

0%
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問４ 
地球温暖化について、各設問に対し、貴事業所の考えに近いものを1つ選んで番号に○

をつけてください。 

 

 N=４７ 

問５ 
市が地球温暖化対策に取り組む際に、どのような目標・方針等があると「わかりやすい」

「取り組みやすい」と思いますか。あてはまる全ての番号に○をつけてください。 

 
 N=４７ 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

地球温暖化による影響が、私たちの生活に迫りつつある

地球温暖化の原因は便利で快適な生活でエネルギーを大

量に消費していることである

私たちが、省エネや再生可能エネルギー導入に取り組むこ

とで、地球温暖化を抑制することができる

地球温暖化防止のために省エネなどに取り組みたい

普段の生活から地球温暖化の影響を感じる

そう思う そう思わない よく分からない 無回答

0 5 10 15 20 25 30

その他

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の目標

エネルギー（電気、ガス等）の消費量の目標

取り組む分野・カテゴリ（省エネ行動の推進、再生可能エネ

ルギーの導入促進等）の方針の明確化

具体的な地球温暖化対策の取組に関する目標・効果の提示

取手市が目指すべき将来像（エネルギー効率の良い環境負

荷の少ないまち等）に関する目標
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問 6 
脱炭素社会の実現に向けて、市としてどのようなことに取り組んだらよいと考えますか。

あてはまる３つまでの番号に○をつけてください。 

 
 N=４７ 

 

問 7 
地球温暖化防止に向けた行動について、あてはまるものを 1 つ選び番号に○をつけてく

ださい。 

N=４７ 

0 10 20 30

地球温暖化防止に役立つ技術開発

わからない

その他

市民、団体などによる率先した地球温暖化防止活動の促進

環境に配慮した企業活動、産業活動の促進

コミュニティバスなど公共交通機関の利便性の向上

二酸化炭素を吸収する植樹や樹林の維持管理の促進や森林の育成の

推進

地球温暖化についての情報提供や広報活動の促進

地球温暖化対策を行うことが家計の助けになるような経済の仕組みづ

くり

道路混雑の解消やコンパクトシティなどが達成された、低炭素型まちづ

くりの推進

自転車で走りやすい環境の整備（自動車からの移動手段の転換）

学校や地域などにおける環境学習の充実

省エネ家電や省エネ住宅の普及促進

電気自動車や燃料電池車などのクリーンエネルギー自動車の普及促進

省エネ機器や自然エネルギーを利用する設備の導入支援（補助金の交

付など）

プラスチックのリサイクルや使用削減など、資源の有効利用の促進

公共施設を中心とした太陽光発電、風力発電、太陽熱利用など、再生可

能エネルギーの率先導入

自分にできること、身近

なことから行動する

81%

多少お金をかけてでも

積極的に行動する

7%

無回答

4%

周囲の行動に合わせる

4%

しばらく様子をみる

2% その他

2%
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問８ 
地球温暖化防止に向けた行動について、あてはまるものを1つ選び番号に○をつ

けてください。 

 

 N=４７ 

問９ 
今後、地球温暖化防止に関する取り組みを積極的に進めるためには、どのような情

報があればよいと思いますか。（３つまで選択） 

 

 N=４７ 

 

0 10 20 30 40 50

車を運転するときは、エコドライブ（「ふんわりアクセル」や「加減速

の少ない運転」など）に努めている

環境保全に関する地域活動に参加した

社用車の新規導入・更新時は、電動車（電気自動車、プラグインハ

イブリッド車、ハイブリッド車、燃料電池車）を導入した

マイカーの利用を控え、積極的に自転車や公共交通機関の利用を

促進している

夏季にグリーンカーテンやすだれなど、日射を遮へいをする工夫

をしている

エネルギーの見える化機器や月次損益などにより、毎日または毎

月の光熱費を把握して、エネルギー消費量削減の工夫を行って…

高効率給湯器（エネファーム、エコキュート、エコジョーズなど）を導

入している

二重サッシ、複層ガラスの利用や壁の断熱化など、建物の断熱性

能を高めている

事業所敷地内に太陽光発電設備や太陽熱利用温水器を導入して

いる

設備や家電製品等を購入する際は、省エネ性能の高い製品を購入

している

事業所内の電灯（すべてまたは事務所等）はLED 電灯を使用して

いる

夏季に冷房を使用する際は室温を28℃目安に。冬季に暖房を使

用する際は、室温を20℃目安に設定する

こまめな節電に取り組んでいる

エアコンやパソコンなどの 電気製品を長時間使わないときは、コ

ンセントからプラグを抜く

取り組んでいる 今後は実施してみたい 取り組んでいたがやめた 取り組む予定はない 無回答

生活に及ぼす影響・起きている

現象・被害

29%

具体的な取り組みやその効果

22%
支援制度

14%

国や茨城県、取手市等が

行っている取組

11%

原因・メカニズム

9%

活動している市民団体や

NPO等

7%

その他

5%
シンポジウム・講習会

3%
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②省エネルギー 

問１０ 
具体的にどのような再生可能エネルギーを用いた設備や省エネルギーにつながる設備を

導入していますか、もしくは導入したいと思いますか。 

 

 N=４７ 

 

導入できない理由 

 

 N=４７ 

0 10 20 30 40 50

電動バイク・電動自転車

ZEB

断熱窓等

V2B

BEMS

蓄電池

燃料電池自動車

電気自動車

ハイブリッド自動車

ガスコージェネレーション

ヒートポンプ

燃料電池

ペレット・薪ストーブ

小型風力発電システム

太陽熱

太陽光

既に導入済み 導入を検討 導入予定はない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電動バイク・電動自転車

ZEB

断熱窓等

V2B

BEMS

蓄電池

燃料電池自動車

電気自動車

ハイブリッド自動車

ガスコージェネレーション

ヒートポンプ

燃料電池

ペレット・薪ストーブ

小型風力発電システム

太陽熱

太陽光

生活の利便さが下がる 費用が掛かる 選び方や購入方法が分からない

購入が面倒 効果に疑問がある 特になし
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問１1 
再生可能エネルギー等の設備導入を考える場合、どのようなことを考慮して判断されます

か。 

 

 N=４７ 

 

問１2 
再生可能エネルギー等の設備導入を考える場合、障害となることはどのようなことです

か。 

 

 N=４７ 

0 5 10 15 20 25 30

固定価格買取制度を利用した売電ビジネスにより利益が得

られる

「環境に配慮した事業所」として受けられる優遇措置（低金

利での融資など）

「環境に配慮した事業所」として対外的なイメージ向上

設備導入にあたって公的支援（補助金等）が受けられる

導入する必要がない・決定する権利がない

企業の社会的責任（CSR）のため

災害等による非常時のエネルギーの確保

CO2 排出量削減により地球温暖化防止に貢献できる

電気代やガソリン代など、自社のエネルギー費用が削減さ

れる

0 5 10 15 20 25 30 35

周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れがあるから

その他

特にない

補助金の対象がわからない、申請の仕方がわからない

法制度や固定価格買取制度等の将来保障への不安がある

から

導入する必要がない・決定する権利がない

導入に際して必要となる申請や手続きの煩雑さ

設備の耐久性・性能に不安があるから

期待している能力・効果が得られない不安があるから（発電

量が不安定など）

設備にかかる費用が高いから

ＣＯ２ 
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問１３ 取手市ではどのようなものに優先的に取り組む必要があると思いますか。 

 

 N=４７ 

 

問１4 
再生可能エネルギーを普及させていくために取手市はどのようなことに力を入れるべき

だと思いますか。 

 
 N=４７ 

0 5 10 15 20 25 30

事業所などでのペレットストーブの導入

菜の花などバイオマスエネルギーの資源となる作物の栽

培

再生可能エネルギー関連技術産業の誘致

河川水路等での中小水力発電の導入

風力発電設備の導入

電気自動車急速充電器や燃料電池車普及のための水素ス

テーションの導入

農林水産業の副産物など地域資源を利用したバイオマス

発電・熱利用・燃料製造

福祉施設など給湯量の多い施設への太陽熱利用設備の導

入

公共施設への地熱利用システムの導入

公用車へのハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等の

次世代自動車導入

災害発生時等非常電源としての太陽光発電や蓄電池の導

入

公共施設への太陽光発電の導入

ごみ処理場などでの廃棄物や余熱を利用した発電・熱利

用・燃料製造

0 5 10 15 20 25 30

講演会や啓発講座等の開催

エネルギーや環境問題に取り組む地域リーダーの養成

再生可能エネルギーについて解説したパンフレットの配布

導入について相談できる窓口の設置

公共施設への再生エネルギーの率先して導入

学校での再生可能エネルギー教育の実施

家庭や企業に対する助成金制度等の支援策を整備
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問１5 
今後、取手市で再生可能エネルギーや省エネルギーなどの勉強会・セミナーが開催され

た場合、参加したいと思いますか。 

 
 N=４７ 

 

問１６ 
取手市で実施できる、地域資源のエネルギー活用やエネルギー関連事業について、何か

ご提案があればご自由にお書きください。 

⚫ 自治体が率先したＰＲ・啓発発動を行うことにより、”効果や影響”を明確にし、広く企業や家

庭に対し、発信していくこと 

⚫ 発電設備(太陽光等)蓄電システムの増設・電気スタンドの拡充 

⚫ スマートシティ 

⚫ 取手市は坂道が多いので電気自転車等の整備をしても良いのではないでしょうか 

 

問１7 その他、エネルギーについてご意見・ご提案等があればご自由にお書きください。 

⚫ 教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容によっては

参加したい

40%

可能な限り

参加したい

36%

できれば参加したくない

11%

積極的に参加したい

9%

無回答

4%
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③ 気候変動 

問１８ 「適応策」についてご存じでしたか。 

 

 N=４７ 

 

問１９ 
気候変動に対処するために市が優先的に進めていくべき適応策はどの分野だと考えま

すか。 

 

 N=４７ 

知らない

53%
名前は知っている

32%

名前も内容も知っている

15%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

野生生物の減少や植生の変化など（生態系）

熱中症の増加や感染症の増加など（健康）

特になし

農作物の品質低下や収穫量の減少など（農業）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水など（自然災害）
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問 20 
業務に取り組む中で、気候変動に関して既に現れていると思う影響はありますか。 

あてはまるもの全て選び、番号に〇をつけてください。 

 
 N=４７ 

 

④ SDGｓ 

問２１ 
ＳＤＧｓについて知っていますか。 

あてはまるものを1つ選び番号に〇をつけてください。 

 

 N=４７ 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

いずれの影響も現れていない

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

降雪の減少や暖冬など（気候）

漁獲量の減少や魚種の移り変わり（水産業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

農作物の品質低下や収穫量の減少（農業）

熱中症や感染症の増加（健康）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）

名前も内容も

知っている

55%
名前は知っている

32%

知らない

13%
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問２２ 
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の17の目標のうち、関心のあるものを全て選び、番号に

〇をつけてください。 

 

 N=４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30

興味がない

パートナーシップで目標を達成しよう

ジェンダー平等を実現しよう

安全な水とトイレを世界中に

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

産業と技術革新の基盤をつくろう

質の高い教育をみんなに

人や国の不平等をなくそう

飢餓をゼロに

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

平和と公正をすべての人に

つくる責任、つかう責任

すべての人に健康と福祉を

貧困をなくそう

働きがいも経済成長も

気候変動に具体的な対策を

住み続けられるまちづくりを
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資料 9 資料9 取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）策定の経緯 

 

日付 会議名 内容 

令和 4 年 

7 月 22 日 
第１回地球温暖化対策推進

本部ワーキングチーム 

・アンケート結果の報告 

・基本的事項の確認 

・対策を進めるべき分野の整理 

・ヒアリングシートの結果分析 

7 月 27 日 
第１回気候変動適応 

専門委員会 

・対策を進めるべき分野の整理 

・ヒアリングシートの結果分析 

7 月 29 日 
第１回地球温暖化・脱炭素

専門委員会 

・基本的事項の確認 

・排出量・吸収量の将来推計 

9 月 30 日 
第2回地球温暖化対策推進

本部ワーキングチーム 

・計画策定の背景と基本的事項 

・目標達成に向けたロードマップ 

・目標達成に向けた取組 

10 月７日 
第３回地球温暖化対策推進

本部ワーキングチーム 

・目標達成に向けたロードマップ 

・目標達成に向けた取組 

・取手市地域気候変動適応計画 

・計画の推進体制・進捗管理 

10 月 24 日 
第４回地球温暖化対策推進

本部ワーキングチーム 

取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 

10 月 27 日 
第２回地球温暖化・脱炭素

専門委員会 

取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 

10 月 28 日 
第２回地球温暖化対策推進

本部会議 

取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 

１１月１８日 
第３回地球温暖化対策推進

本部会議 

取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 

11 月 25 日 第1回環境審議会 
取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 審議 

12 月 27 日 第2回環境審議会 
取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）素案 審議 

令和５年 

１月１6 日 

～２月１5 日 
取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）（素案）意見公募実施 

２月２７日 第３回環境審議会 
取手市地球温暖化防止実行計画 

（区域施策編）原案 審議 
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資料 10 資料10 事務事業編資料 

 

■市役所取手庁舎    

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

1 市役所本庁舎 財政部 管財課 新庁舎・議会棟含む 

     

■市役所（藤代庁舎・分庁舎・戸頭窓口） 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

2 市役所藤代庁舎 
総務部 

藤代総合窓口課 
市民活動 
支援センター含む 

3 市役所戸頭窓口 取手支所   

4 市役所分庁舎 都市整備部 都市計画課 
青少年センターこども
発達センター含む 

     

■小学校・中学校 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

5 小学校 
教育委員会 学務給食課 

放課後 
子どもクラブ含む 6 中学校 

     

■保育園・幼稚園等 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

7 保育所 福祉部 子育て支援課 
子育て支援センター 

含む 

8 藤代幼稚園 教育委員会 学務給食課   

     

■公民館・図書館等 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

9 公民館 

教育委員会 

公民館   

10 取手図書館 取手図書館   

11 ふじしろ図書館 ふじしろ図書館   

12 埋蔵文化財センター 

教育総務課 

  

13 旧取手宿本陣染野家住宅   

14 民俗資料収蔵庫   
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■保健福祉関係施設等 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

15 保健センター 

健康福祉部 保健センター 

平成２７年 10 月設置 

16 取手保健センター 平成２７年 9 月廃止 

17 藤代保健センター 平成２７年 9 月廃止 

     

■給食センター    

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

18 学校給食センター 教育委員会 学務給食課   

     

■消防署等 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

19 消防本部・消防署・出張所 消防本部 消防総務課   
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■その他 

№ 施設名 部局等 所管課等 備考 

20 とりでアートギャラリーきらり 政策推進部 文化芸術課 平成 31 年 3 月廃止 

21 小堀の渡し 

建設部 

水とみどりの課   

22 古戸排水機場 

排水対策課 

  

23 新町排水機場   

24 双葉第 1 ポンプ場   

25 中谷津排水機場   

26 長町排水樋管   

27 添排水機場   

28 取手勤労青少年体育センター 

まちづくり 
振興部 

産業振興課 
  

29 
働く婦人の家・勤労青少年ホー
ム（ゆうあいプラザ） 

  

30 市之代農業ふれあい公園 農政課   

31 取手駅西口公衆トイレ 環境対策課   

32 藤代スポーツセンター 

教育委員会 

スポーツ生涯 
学習課 

  

33 藤代武道場   

34 閉校体育館   

35 教育総合支援センター 
教育総合 

支援センター 
平成 30 年 4 月設置 

36 教育相談センター 指導課 平成 30 年 3 月廃止 
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資料１１ 資料11 用語解説 

２ 

2 アップ 3 ダウン運動 ......................................................................................................... 81 

ビルなどでエレベータを使用する際に、2 階上がる、3 階降りる程度であれば階段を利用すること。 

３ 

3010 運動 ........................................................................................................................ 59 

3010（さんまるいちまる）運動 食品ロス削減のため、宴会や会食の開始後 30 分間と終了前 10 

分間は、自席で料理を楽しむことを促す啓発活動。 

４ 

４R 行動............................................................................................................................. 40 

リデュース（ごみの発生・排出を抑制すること）、リユース（不要となった物の再利用に努めること）、リサ 

イクル（ごみとして排出されたものを再び資源として使うこと）の３R（スリーアール）の考え方に、リフュ

ー ズ（過剰な包装等のごみになる物は進んで断ること）を加えた考え方。 

Ｂ 

BCM .............................................................................................................................. 110 

企業がビジネスコンティニュイティ（BC）に取り組む上で、事業継続計画の策定から、その導入・運用・見 

直しという継続的改善を含む、包括的・統合的な事業継続のためのマネジメントのこと。 

 

BCP ............................................................................................................................... 110 

事業継続計画の略。企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業 

資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平

常 時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと 

 

BEMS .............................................................................................................................. 22 

Building and Energy Management System の略語、「ビル・エネルギー管理システム」と訳さ 

れ、室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管理システムを指す。 
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Ｃ 

COP ................................................................................................................................... 3 

締約国会議の略であり、気候変動枠組条約（FCCC）の締約国による会議。平成７(1995)年ドイツ

のベ ルリンで第１ 回締約国会議（COP１）が開催されて以来、毎年開催されている。平成９

（1997）年京都で 開催された COP３では各国の温室効果ガスの削減目標を規定した京都議定

書が決議された。 

 

CSR 活動 .......................................................................................................................... 67 

「Corporate Social Responsibility」の略語、日本語訳は「企業の社会的責任」という意味。 一般 

的に、収益を求めるだけなく、環境活動、ボランティア、寄付活動など、企業としての社会貢献の活動。 

Ｅ 

EMS ................................................................................................................................. 81 

EMS（エネルギー管理システム） Energy Management System の略。施設内のエネルギー消費

をモニターし、効率的な運用を支援するシステムの総称（BEMS, HEMS, FEMS などが含まれる）。 

 

ESCO ............................................................................................................................... 46 

ESCO（エスコ）事業 Energy Service Company の略。省エネルギー改修に必要な経費を、改修に

よって削減された光熱費で賄う事業形態。 

 

Ｆ 

FEMS ............................................................................................................................... 50 

FEMS（フェムス） Factory Energy Management System の略。工場内のエネルギー使用状況

を把握・制御し、生産プロセスの最適化と省エネを図るシステム。 

Ｈ 

HEMS .............................................................................................................................. 22 

HEMS（ヘムス） Home Energy Management System の略。家庭内の電力使用状況を可視化

し、家電製品などを最適に制御することで、家庭での省エネを支援するシステム。 
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Ｉ 

IPCC .................................................................................................................................. 2 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル） Intergovernmental Panel on Climate Change の

略。WMO（世界気象機関）と UNEP（国連環境計画）によって 1988 年に設立された国際機関。科学

的・社会経済的な知見を評価し、各国の対策に科学的基礎を与える。 

Ｌ 

LCCM 住宅 ....................................................................................................................... 50 

LCCM 住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅） 建設から居住、解体・再利用に至るまでのライ

フサイクル全体で、CO2 排出量をマイナスにする（太陽光発電などによる削減効果が排出を上回る）住

宅。 

Ｒ 

RCP ................................................................................................................................. 86 

RCP（代表的濃度経路）シナリオ Representative Concentration Pathways の略。将来の温

室効果ガス濃度がどのように推移するかを予測したモデル。RCP2.6（最も低い排出量）から 

RCP8.5（非常に高い排出量）まで複数の経路がある。 

Ｔ 

TCFD ............................................................................................................................. 110 

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース） Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures の略。企業に対し、気候変動がもたらす「リスク」と「機会」を財務情報として公開するよ

う促すための民間主導のタスクフォース。 
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あ 

アダプト・プログラム ............................................................................................................ 67 

アダプト・プログラム 市民や企業が公共の場所（道路や公園など）を「養子（アダプト）」に見立てて清掃

活動を行い、行政が清掃用具の支給などでサポートする協働型の美化活動。 

い 

一等米比率 ......................................................................................................................... 94 

一等米比率 農産物検査法に基づき、玄米の整粒（形や色が優れた粒）の割合が 70% 以上のものを

「一等米」とする。高温障害により白未熟粒が増えると、この比率が低下する。 

 

イネカメムシ ....................................................................................................................... 97 

イネカメムシは斑点米カメムシ類の一種。近年、茨城県では発生が増加傾向にある。イネの穂が本種に

よって吸汁加害されると斑点米を生じ、また、乳熟期に本種の加害が甚だしい場合は不稔となり、穂は

立ったままとなって減収することから問題になっている。 

 

いばらきエコスタイル .......................................................................................................... 45 

環境に配慮したライフスタイルの定着を図るために、家庭や職場において自主的かつ積極的に省エネに 

取り組む県民運動。 

え 

エコ・ショップ ...................................................................................................................... 56 

環境にやさしい商品の販売や、ごみ減量化・リサイクル活動に積極的に取り組んでいる小売店舗のこと。 

 

エコドライブ ....................................................................................................................... 65 

燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけのこと。 

 

エシカル............................................................................................................................. 61 

「論理的」、「道徳上」という意味の形容詞。エシカル消費「論理的な消費」として、「人や社会、社会、地域、 

環境などに優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指す。 
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お 

温室効果ガス ........................................................................................................................ 2 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果ガス 

である二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な活動により大気中の濃度が増加の傾向にあ

る。 京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素のほか HFC 類、PFC 

類、SF6 が削減対象の温室効果ガスと定められた。 

か 

カーボンニュートラル ............................................................................................................. 3 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 

 

外来種 ............................................................................................................................. 100 

外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人為的に他の地域から入ってきた生物のこと。地域 

の生態系や経済に重大な影響を与えることがあり、環境問題のひとつとして扱われる。 

 

花き .................................................................................................................................. 96 

観賞の用に供される植物をいう。具体的には、切り花、鉢もの、花木類、球根類、花壇用苗もの、芝類、

地 被植物類をいう。 

 

化石燃料 .............................................................................................................................. 2 

石油、石炭、天然ガスのこと。微生物の死骸や枯れた植物などが何億年という時間をかけて化石になり、 

やがて石油や石炭になったと考えられていることからこう呼ばれる。 

 

風の道 ............................................................................................................................. 112 

郊外から都市部へ風を誘導する風の通り道をつくることで、都市部の気温の上昇を抑えようという、都 

市計画の考え方や手法のこと。都市中心部の気温が郊外に比べて高くなるヒートアイランド現象の緩和

に 特に効果がある。ドイツで効果を上げていた風の道に、日本の研究者や国、自治体などが注目。建物

や公 園などの緑地の配置を工夫して風の道を整備し、都市を冷やそうとする取り組みが、東京などの

３大都市 圏を中心に、開発事業者や国、自治体などの協力によって進められている。また、風の道は、

大気汚染な どの環境対策としても有効であることが実証されている。 
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河川生物相 ....................................................................................................................... 101 

河川に生息・生育する生物の種類組成。「植物相」（河川に生育する植物の種類組成）と「動物相」（河川に 

生息する動物の種類組成）を合わせた概念。より広義には、「微生物相」（河川にいる微生物の種類組成）

を 加えることもある。 

き 

気候危機 .............................................................................................................................. 2 

近年急激に進行している気候変動に関して、気候変動よりも緊急性を上げて使われるようになった言 

葉。 

 

気候非常事態宣言 ................................................................................................................. 5 

平成 28(2016)年 12 月５日にオーストラリア・デアビン市が「気候非常事態」を宣言したのを皮切り

に 国や自治体といった組織が、気候変動が異常な状態であることを認識し、地球温暖化の対策に取り

組む 決意として表明する運動。世界中で 1,700 以上もの国や地域が、組織が宣言を表明し、取手市

では、令和 ２(2020)年８月３日に県内初となる表明をした。 

 

気候変動 .............................................................................................................................. 2 

人間活動によって、地球の大気の組成を変化させる、直接又は間接に起因する気候変化のこと。近年で

は、地球温暖化と同義語として用いられることが多い。 

 

気候変動適応法 .................................................................................................................... 7 

国、地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進のため担うべき役割を明確化したもの。国 は

農業や防災等の各分野の適応を推進する気候変動適応計画を策定し、その進展状況について、把 握・

評価手法の開発を行う。 

 

共同配送 ............................................................................................................................ 46 

複数の企業が配送網を共有化し、荷物を積合わせして配送コスト削減を図る配送形態。 

 

京都議定書 ........................................................................................................................... 3 

平成９（1997）年 12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP３）において

採 択された国際条約のこと。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標

が決定 されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意さ

れた。平成 １７（２００５）年２月に発効。米国は批准していない。 

 

 



 

 

資料編   

184 

業務その他部門 .................................................................................................................. 12 

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しない部門。 

く 

クモヘリカメムシ ................................................................................................................. 97 

細身のカメムシで、稲の害虫としてよく知られている。イネ科の雑草がはえている草むらに多く見られ、 

水田に入ってイネを食害する。口針をイネのもみに差し込み吸汁する。 

 

グリーン契約 ...................................................................................................................... 81 

製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約。 

け 

激甚化 ................................................................................................................................. 2 

災害の規模や範囲が、従来の経験や想定を大幅に上回るほど激しく、甚大になること。地球温暖化に伴

う気候変動の影響により、降雨量の増加や台風の大型化が進み、それによって引き起こされる自然災

害がより深刻な被害をもたらす状態を指す。 

こ 

好気性微生物 ..................................................................................................................... 99 

好気性生物、又は好気性菌は酸素に基づく代謝機構を備えた生物である。細胞の呼吸で知られた過程 

の中で、好気性菌は、例えば糖や脂質のような基質を酸化してエネルギーを得るために、酸素を利用す

る。 

 

公共用水域及び地下水の水質測定結果 .................................................................................. 99 

水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１６条の規定に基づき、茨城県の区域に属する公共用水 

域の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定。 

 

降水強度 ............................................................................................................................ 98 

瞬間的な雨の強さを１時間あたりに換算した雨量を降雨強度という。単位は mm/h（ミリメートル毎

時）。 １分間の雨量を１時間あたりに換算するのが基本。例えば１分間に 2.5mm の雨が降ったときは 

2.5×60 ＝150（mm/h）となる。 
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コージェネレーション ........................................................................................................... 48 

天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際 

に生じる廃熱も同時に回収するシステムのこと。 

 

国土強靱化計画 ................................................................................................................ 111 

国土強靱化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、 

まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱な国づくり・地域づくり

を 推進するもの。国土強靱化年次計画 2022 においては個別重点事項において「気候変動への対応、

予防 保全等による老朽化対策など、政府全体の取組の中で重点的に実施」と明記されている。 

 

個体群密度 ....................................................................................................................... 109 

ある種の個体群において単位空間内に存在する個体数を指す。地表のように平面分布する場合は面積

当たりの個体数となり、水中のように鉛直方向にも分布する場合は体積当たりの個体数となる。 

 

コナジラミ .......................................................................................................................... 97 

全長３mm 以下の白い微小昆虫。葉裏に寄生し汁を吸い、被害が進むと、葉緑素が抜け白っぽくなる。 

繁殖力が強く、薬剤に対する抵抗力もつきやすい。夜になると植物の成長点（葉の先端）付近の葉裏に

集 まり動かなくなる。このときの退治が容易。種類は多く、オンシツコナジラミや、シルバーリーフコナ

ジラミ、 ツツジコナジラミ、タバココナジラミ等がよく見られる。コナジラミが排泄する甘露のついた葉

や花の表面 にすす病が発生したり、ウイルス病を媒介する。 

さ 

再生可能エネルギー ............................................................................................................ 20 

石油や天然ガスなどの有限な資源である化石エネルギーと違い、太陽光や風力、地熱といった「枯渇し 

ない」、「どこにでも存在する」、「CO2 を排出しない（増加させない）」自然エネルギーのこと。 

 

再生可能エネルギー情報提供システム .................................................................................... 31 

環境省が提供する再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小水力、地熱、地中熱、太陽熱）の導入ポテン

シャルを地図情報上で視覚的に閲覧分析ができるポータルサイト。（通称 REPOS）。 

 

雑草イネ ............................................................................................................................. 97 

雑草イネは、脱粒性が高く、こぼれた種子が水田で越冬して世代交代を繰り返すイネのこと。また、雑草 

イネの種子は、赤色や褐色に着色しているため、着色粒として扱われ、収穫玄米に混入する被害が問題

と なっている。雑草イネによる被害を防止するためには、早期発見と速やかな防除対策が必要となる。 
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サプライチェーン ............................................................................................................... 110 

サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の 

一連の流れのこと。 

し 

次世代自動車 ..................................................................................................................... 17 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、又は全く排出しない、燃費 

性能が優れているなどの環境にやさしい自動車のこと。 

 

持続可能な開発目標 .............................................................................................................. 9 

平成 27（2015）年の「国連持続可能な開発サミット」で採択された「持続可能な開発のための 2030 

アジェンダ」にて記載された、令和 12(2030)年までの国際目標。「誰一人取り残さない」をスローガ

ンに、  あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処しながら、令和 

12(2030)年まで に持続可能な社会を目指す世界のマスタープラン。 

 

市地域防災計画 ................................................................................................................ 102 

自治体ごとに作成する防災計画のこと。取手市では令和３年度に改定している。 

 

自治体排出量カルテ ............................................................................................................ 12 

環境省が提供する都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、特別区及び人口 10 万人以上の地方

公共団体を対象に、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定･実施マニュアル（算定手法編）

（令和 ４年３月）」の標準的手法に基づく CO2 排出量推計データ及び特定事業所の排出量データから

地方公共団 体の排出特性を把握し、的確な施策を行うためのツール。 

 

社会的要因 ....................................................................................................................... 109 

個人の所得や家族状況、友人・知人とのつながり（社会的ネットワーク）などの「個人の社会・経済要因」 

と、国の政策や職場・コミュニティーでの人のつながりの豊かさ（ソーシャル・キャピタル）を含む「環境と

しての社会要因」がある。 

 

昇温 ................................................................................................................................ 112 

気温や温度があがること。 

 

食害 .................................................................................................................................. 97 

食害とは、動物の摂食行為により、人間に何らかの被害を与えること。 
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白未熟粒 ............................................................................................................................ 94 

白未熟粒は玄米の胚乳内のデンプン粒の蓄積が不良で粒間に隙間ができ、光が乱反射して白く見える。 

主に、出穂後 20 日間の平均気温が 27℃以上の高温条件や、又は低日照で発生すると言われてい

る。 

 

新型コロナウイルス感染症 .................................................................................................. 109 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、SARS-CoV-２ウイルスによって引き起こされる感染症。 

す 

睡眠障害有症率 ................................................................................................................ 112 

睡眠障害は睡眠に関連した多種多様な病気の総称。大きく分類すると、不眠症・過眠症・睡眠時随伴症 

がある。また、睡眠障害であった者の数をそれに対応する人口で割った者をいう。 

 

睡眠阻害 .......................................................................................................................... 112 

睡眠に何らかの問題があり日常生活に支障をきたした状態。「寝付けない」、「睡眠の途中で目が覚め 

る」、「熟睡した感じがしない」など様々な症状が現れる。 

 

スマート農業化 ................................................................................................................... 95 

ロボット、AI、IoT 等の先端技術を活用したスマート農業技術の研究開発、社会実装に向けた取組。 

せ 

生態系サービス ................................................................................................................. 101 

人類が生態系から得ている利益。淡水・食料・燃料などの供給サービス、気候・大気成分・生物数などの 

調整サービス、精神的充足やレクリエーション機会の提供などの文化的サービス、酸素の生成・土壌形

成・ 栄養や水の循環などの基盤サービスがある。 

 

生物多様性 ....................................................................................................................... 100 

「生物多様性」というのは、人間などの動植物から、菌類などの微生物まで、地球上に生息するすべての 

「いきもの」たちが支えあいバランスを保っている状態のこと。地球上には、様々な環境に適応して進化

し た 3,000 万種ともいわれる多様な「いきもの」が生息している。 

 

生物的要因 ....................................................................................................................... 109 

ある地域の生態系において、その構成や環境の変化に影響を与える「生物そのもの」に関連する要素。
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気候変動の影響により、生物の分布、発生時期、行動などが変化し生態系に及ぼす影響のこと。 

節足動物媒介感染症 ............................................................................................................ 93 

節足動物媒介感染症は、蚊、サシチョウバエ、サシガメ、ブユ、マダニ、ツェツェバエ、ダニ、カタツムリ、シ

ラ ミから伝ぱされる寄生虫、ウイルス、細菌などによって人に起こる疾患。 

 

ゼロカーボンアクション 30 .................................................................................................. 45 

普段のライフスタイルの中でどのような行動が脱炭素につながっているのか、そのヒントをわかりやす 

くまとめたもの。 

 

ゼロカーボンシティ ............................................................................................................... 6 

令和 32(2050)年に二酸化炭素（CO2）排出量を実質ゼロにすることを表明した地方自治体をいう。 

 

線状降水帯 ....................................................................................................................... 104 

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたって 

ほぼ同じ場所を通過又は停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ 50～300km 程度、幅 

20～ 50km 程度の強い降水を伴う雨域。 

そ 

総合防災マップ ................................................................................................................. 102 

洪水、土砂災害、地震などのハザードマップや必要な情報、避難所や、避難経路等の防災に関する情報 

を一冊にまとめた防災情報ツール。 

た 

たい肥化 .......................................................................................................................... 111 

人の手によって堆肥化生物にとって有意な環境を整え、堆肥化生物が有機物（主に動物の排泄物、生ゴ 

ミ、汚泥）を分解し、堆肥を作ることである。分解は主に微生物によって行われる。コンポスト化 

(composting) とも呼ばれる。 

 

太陽光発電 ......................................................................................................................... 31 

太陽電池を利用して、太陽の光を直接電気に変換する発電方式。発電時に二酸化炭素を排出しないた

め、地球温暖化対策につながる再生可能エネルギーに位置づけられている。 

 

多収イネ品種 ...................................................................................................................... 95 

一般的な食用品種（コシヒカリ等）と比較して、同一面積当たりの収穫量（収量）が大幅に多いイネの総
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称。国や自治体の指針では、主に飼料用、米粉用、加工用などの「新規需要米」として位置づけられてい

る。 

 

暖湿気流 .......................................................................................................................... 107 

暖かい湿った空気の流れ。日本では梅雨前線の時期や、台風又は低気圧の通過に伴って南側から大気 

下層に暖湿流が流れ込み、豪雨の原因となる。しばしば舌状の形で進入するため、湿舌とも呼ばれる。 

ち 

地域経済の循環 ................................................................................................................ 110 

地域による資源や経済の循環をあらわす。国の第５次環境基本計画では「地域循環共生圏」が提唱され 

ている。 

 

地球温暖化 ........................................................................................................................... 2 

人間の活動に伴い、大気中に放出される温室効果ガスの濃度が増加することで、地球全体の気温が長

期的に上昇する現象。１９世紀後半（産業革命前）と比較し、世界の平均気温は約１．１℃上昇しており、こ

のまま推移すると熱波、豪雨、海面上昇、生態系の破壊といった深刻な影響がさらに拡大すると予想さ

れている。 

 

地球温暖化係数 .................................................................................................................... 8 

GWP(Global Warming Potential)の略。二酸化炭素を基準に、ほかの温室効果ガスがどれだけ

温暖化をもたらす能力があるかを数値で表した目標のこと。メタンやフロン類など、ガスごとの影響の

強さを二酸化炭素の量に換算して合算するために用いられます。数値は IPCC(気候変動に関する政府

間パネル)の報告書に基づき定められている。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律........................................................................................ 6 

平成１０年、COP３での京都議定書の採択などを背景に、地球温暖化への対策を国・自治体・事業者・国 

民が一体となって取り組めるようにするため制定された法律。 

 

地区タイムライン ............................................................................................................... 103 

タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ 

想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で

整理した計画をいう。地区タイムラインは特定の地区の特性やリスクを包括した計画。 

 

治水施設 .......................................................................................................................... 102 

ダム・砂防えん堤・護岸・調節池・堤防・高規格堤防・排水機場・水位観測所・監視カメラ。 
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て 

電気自動車 ......................................................................................................................... 17 

バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車。 

 

デング熱 .......................................................................................................................... 109 

デング熱は、蚊に刺されることによって感染する疾患。デング熱は急激な発熱で発症し、発しん、頭痛、 

骨関節痛、嘔気・吐き気などの症状が見られる。通常、発症後２～７日で解熱し、発しんは解熱時期に出

現 する。 

と 

土砂災害警戒区域 ............................................................................................................. 106 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められ

る区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。 

 

土砂災害特別警戒区域 ....................................................................................................... 106 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ず 

るおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われ

る。 

 

土壌浸食 ............................................................................................................................ 98 

土壌流出ともいい、降雨や風の作用で土壌が流れ出てしまうこと。これによって作物生産力の高い表層 

の土が失われ、下層の土が露出してしまい、作物収穫量が減少したり、ひどい場合には耕作ができなく

なってしまう。また、下流では、湖沼や貯水池に土壌が堆積して洪水の原因となったり、リンや農薬が一

緒に 流れ出すため水質汚濁の原因になったりする。 

 

トップランナー .................................................................................................................... 22 

電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に出ている機器の中で最高の効率の 

レベルに設定すること。 
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な 

内水排除能力 ................................................................................................................... 104 

排水ポンプの能力に依存する施設が一般的だが、導水のための水路や溜水のための湿地の保全等地域 

特性も含めた総合的な能力。 

 

内水氾濫 .......................................................................................................................... 104 

平たんな土地に強い雨が降ると、雨水がはけきらずに地面に溜まる。低いところには周囲から水が流れ 

込んできて浸水の規模が大きくなる。排水用の水路や小河川は水位を増して真っ先にあふれ出る。この

ようにして起きる洪水を内水氾濫と呼び、本川の堤防が切れたりあふれたりして生じる外水氾濫とは

区別している。 

 

内製化 ............................................................................................................................. 110 

製品の製造や部品の調達、またはサービスの提供を外部に依存せず、自社内や国内で完結する体制に

切り替えること。 

 

ナラ枯れ ............................................................................................................................ 97 

ナラ類、シイ・カシ類の樹木を枯らす病原菌「ナラ菌」と、この病原菌を媒介する「カシノナガキクイムシ」

に よる樹木の伝染病。 

に 

乳白米 ............................................................................................................................... 94 

真っ白いお米は「粉状質粒（ふんじょうしつりゅう）」と言う。「粉状質粒」とは、主に成熟しきっていない

お米のことで、「シラタ」「乳白粒」とも呼ばれ、お米が実る際の初期から中期に、高温条件や低温日照量

などに遭遇すると発生します。お米のデンプンが十分に生成できないことで、お米の中に空気が多く入

り、光が乱反射して白く見えます。 

ね 

熱ストレス ........................................................................................................................ 112 

熱中症に代表されるような暑熱にさらされることによって起こる影響を熱ストレスと呼び、熱中症の死

亡者数が最低となる気温を基準として、気温が高くなった場合に増加する死亡者数のことを熱ストレス

超過死亡者数と呼ぶ。 
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ネットゼロ .......................................................................................................................... 35 

温室効果ガスあるいは二酸化炭素（CO2）の排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにす

るという意味。 

の 

農業系バイオマス ................................................................................................................ 61 

農業から排出される稲わら等の未利用資源。 

 

農業水利施設 ..................................................................................................................... 98 

農業に不可欠な水を供給する用水路・ため池・ダムや、降雨を排水する排水路・ポンプ場等。 

 

農業生産基盤 ..................................................................................................................... 93 

農業に不可欠な水を供給する用水路・ため池・ダムや、降雨を排水する排水路・ポンプ場などの農業水 

利施設。農地やビニールハウス等の営農施設。営農に対する防災など多岐にわたる。 

 

のり面 ............................................................................................................................. 106 

盛土・切土・堤防などの斜面全体のこと。 

 

は 

バイオマス .......................................................................................................................... 31 

化石燃料を除く、動植物に由来する有機物である資源。 

 

排水機場 ............................................................................................................................ 98 

排水機場とは、大雨などによる市街地や農地などへの水害を未然に防止するために排水ポンプを運転 

して、雨水や生活排水などを河川に強制的に排水するための施設。排水路が河川より低い所では、普段

で も強制的に排水している排水機場もある。 

 

ハイブリッド自動車 .............................................................................................................. 17 

複数の動力源を組み合わせ、それぞれの利点を活かして駆動することにより、低燃費と低排出を実現す

る自動車。 
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ハザードマップ ...................................................................................................................... 5 

「ハザードマップ」とは、一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定 

区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされている。防災マップ、 

被害予測図、被害想定図、アボイド（回避）マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもある。 

 

パリ協定 .............................................................................................................................. 3 

国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）（平成２７(2015)年１１月３０日～１２月１３日、フランス・

パリ）において採択され、平成２８(2016)年に発効された。令和２(2020)年以降の気候変動問題に

関する新たな国際枠組み。 

 

バリューチェーン ................................................................................................................. 35 

事業活動を機能ごとに分類し、どの部分（機能）で付加価値を生み出されているか、競合と比較してど

の部分に強み・弱みがあるかを分析し、事業戦略の有効性や改善の方向を探ること。 

 

氾濫危険水位 ................................................................................................................... 102 

氾濫危険水位は、箇所ごとの危険水位を踏まえ、洪水予報を実施する観測所（以下、洪水予報観測所） 

の受け持つ洪水予報区域において、氾濫危険情報を発表する水位であり、洪水予報観測所ごとに１個

又は 複数個設定するものとする。 

 

ひ 

ヒートアイランド現象 ......................................................................................................... 112 

ヒートアイランド現象とは都市の気温が周辺の郊外に比べて高くなる現象。地表面の人工化や人口排熱

の増加などが原因となり引き起こされる熱環境問題として注目されている。 熱中症などの 健康被害

や、集中豪雨の増加、生態系への影響などが問題となっている。 

 

非化石証書 ......................................................................................................................... 54 

石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ「非化石価値」を取 

り出し、証書にして売買する制度である。「FIT 非化石証書」と「非 FIT 非化石証書」がある。 

 

 

ヒトスジシマカ .................................................................................................................. 109 

ヒトスジシマカは、一般的にヤブカと呼ばれる蚊の一種であり、もともと雑木林や竹林の樹の洞や竹の

切り株などに溜まった水（ファイトテルマータ）などで繁殖していたが、現在は藪・墓地・公園・人家など

人工的な空間に存在する水溜りでもよく繁殖する。移動距離はおよそ 50〜100m。世界的に見ると
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物資の移動に伴ってアジアから北米に侵入して定着し、また地球温暖化 の影響で南北に生息地を広げ

ており、熱帯病のまん延が心配されている。 

ふ 

賦存量 ............................................................................................................................... 31 

この計画では、設置可能面積、平均風速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギー資

源量を指す。 

 

浮遊砂量 ............................................................................................................................ 99 

浮遊砂量とは、河床から離脱した粒径の小さい土砂が水中に浮遊した状態で輸送される量を指す。浮

遊砂は流速の低下により沈降・堆積し、流速の増加により再び浮遊する。 

 

プラグインハイブリッド自動車 ............................................................................................... 48 

外部電源から充電できるバッテリーを持ち、ガソリンエンジンも搭載した車両のこと。電気モーターとガ

ソリンエンジンを併用して走行することができる。 

 

分布可能域 ....................................................................................................................... 109 

特定の植物や生物種が、現在の気候や環境条件（温度、降水量、土壌など）のもとで、生存・繁殖できる

と予想される潜在的な生息範囲。 

ま 

マイ・タイムライン .............................................................................................................. 102 

住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、台風等の接近による大雨によって河川の水位が

上昇するときなど、災害時に自分自身がとる標準的な防災行動を時系列に整理し、自ら考え命を守る

避難行動のために作成するもの。 

 

マルチ ............................................................................................................................... 96 

農業用マルチシートのこと。畑のうねをビニールシートやポリエチレンフィルム、ワラなどでおおうこと

で、雑草抑制、土壌水分保持、地温の安定化等の効果を得るために使用する農業資材のこと。 

も 

モーダルシフト .................................................................................................................... 22 

トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること。 
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よ 

溶存酸素量 ......................................................................................................................... 99 

水中に溶解している分子状の酸素。その量は、水質汚濁を示す尺度の一つで、ふつう清浄な河川では７ 

～10ppm である。空気中から溶け込むほか、水中植物の光合成によって供給され、水中生物の呼吸

や、 有機物の存在によって消費される。 

わ 

早生品種 ............................................................................................................................ 95 

生育期間が短く、早い時期に収穫期に達する作物品種の遺伝的な特性。反対の性質である晩生（おくて）

と中間の中生（なかて）を含めて作物栽培上重要な特性となっている。早生になると生育期間が短くなる

ので、一般的傾向としては収量が低下する
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